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計画（後期）改定に当たっての考え方 
  

第１章 
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１ みどりの基本計画（後期）改定の目的 

平成 19 年 7 月、都市緑地法第 4条に規定される「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基

本計画」として、「江東区みどりと自然の基本計画」（以下、「当初計画」という。）を策定しまし

た。 

その後、人口増加、南部地域に位置する豊洲地区の大規模開発等、新たなまちづくりやみどりを取

り巻く社会情勢の変化を踏まえ、地域のコミュニティづくりやにぎわいづくり、防災・減災、健康・

福祉、子育て・教育等、多様な分野の課題解決に対して、様々なみどりの機能を活かしていくため、

令和 2年 3月に、「江東区みどりの基本計画」として、当初計画を改定しています。 

今回の改定は、「江東区みどりの基本計画」が令和 6 年度に計画期間（令和 2年度～令和 11年度）

の中間年次を迎えることから、これまでの取組の状況を評価・分析するとともに、「江東区長期計画」

をはじめとする上位、関連計画との整合、近年の社会情勢等を踏まえた新たな取組を推進していく

ため、見直しを行い、「江東区みどりの基本計画（後期）」（以下、「本計画」という。）として改

定することを目的とします。 

 

２ 本計画における「みどり」の定義 
木や草等の植物を「緑」とします。 

それに対して、植物自体だけでなく、樹林地、草地、水辺、広場等、動植物が生息し、自然と人と

が共生する環境やその恩恵、人との関わりによる文化等を含めたものを「みどり」とします。 

「みどり」を再定義したことに伴い、本計画名を「江東区みどりと自然の基本計画〔緑の基本計

画〕」から「江東区みどりの基本計画」へ改定します。 
  

建物（屋上・壁面・ベランダ）の緑 

水辺 

草地 

樹林地 

ポケットエコスペース 

公園 

コミュニティ 
ガーデン 

住宅地の緑地 

広場 

本計画における「みどり」のイメージ 
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３ みどりの基本計画（後期）の位置付け 

江東区には、区の将来像やまちづくりの基本的な指針を定めた「江東区基本構想」及び基本構想に

基づく取組の方向性を明らかにした「江東区長期計画」があります。 

基本構想・長期計画には 5 つの政策分野が位置付けられており、分野ごとに分野別計画が策定さ

れています。この中で「みどりの基本計画」は、5つの政策分野の一つ「緑・環境」に関する計画に

位置付けられています。 

平成 24 年 7 月には、江東区が目指す「みどりのまちづくり」の基本となる考え方や目指すべき都

市像、取組を明らかにした「江東区ＣＩＧビジョン」を策定しており、「江東区長期計画」において

も、「ＣＩＧ」の考え方が位置付けられています。令和 2 年 3 月には、「当初計画」と「江東区ＣＩ

Ｇビジョン」を統合し、「江東区みどりの基本計画」を策定しました。「ＣＩＧ」とは、「CITY IN 

THE GREEN」を意味し、「みどりの中の都市」をイメージした緑化推進事業の総称です。 

本計画は、「江東区長期計画（後期）」、「江東区都市計画マスタープラン」及び「江東区環境基

本計画」や「江東区景観計画」をはじめとする他の分野別計画、国・東京都の諸計画との整合、連携

を図りながら、区の将来像「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」の実現に向けた取組を示

すものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 計画期間 

「江東区みどりの基本計画」の計画期間は、令和 2年度から令和 11 年度までの 10か年とします。

このうち、令和 2 年度から令和 6 年度までを前期、令和 7 年度から令和 11 年度までを後期としま

す。 

 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

          

          

 

 

  

分野別計画 

関連計画 

江東区長期計画(後期) 
（令和 7～11 年度） 

江東区みどりの基本計画 
（令和 2 年 3 月策定） 

江東区 

みどりの基本計画（後期） 

（令和 7～11 年度） 

＜緑・環境＞ 

整合 

見直し 

江東区都市計画マスタープラン 
（令和 4 年 3 月策定） 

＜緑・環境＞ 

江東区 

（令和 7～12 年度） 

国
・
東
京
都
の
諸
計
画  

整合 

＜まちづくり＞ 
江東区 
景観計画 

（平成 25年 4 月策定） 

江東区基本構想（平成 21 年 3 月策定） 

整合 

整合 連携 

整合 
 

等 

整合 

当
初
計
画
改
定

計
画
中
間 

見
直
し 

前期 計画期間：令和 2 年度～令和 6 年度 
後期 計画期間：令和 7 年度～令和 11 年度 
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５ みどりを取り巻く社会情勢 

本計画の改定に当たっては、社会情勢や国・東京都・江東区の動向を踏まえた上で、みどりの課題

を抽出します。 

■ 近年のみどりに係る動向 

 国・都の動向 江東区の動向 

令
和
元
年
度 

  令和 2年 3月 
「江東区長期計画」策定 
「江東区みどりの基本計画」策定 
「江東区環境基本計画（後期）」策定 
 
 

令
和
２
年
度 

 令和 2年 7月 東京都   
「緑確保の総合的な方針」改定 
「都市計画公園・緑地の整備方針」改定 
 
令和 2年 10 月 国：「2050 年カーボンニュートラル」宣言 
 
令和 3年 3月 東京都：「『未来の東京』戦略」策定 

 

令
和
３
年
度 

  
 
 
 

令和 3年 10 月 国：「地球温暖化対策計画」閣議決定 

令和 3年 7月 
「ゼロカーボンシティ江東区」表明 
 
 
令和 4年 3月 
「江東区都市計画マスタープラン
2022」策定 

令
和
４
年
度 

 令和 4年 9月 東京都：「東京都環境基本計画」策定 
 
令和 4年 10 月 国 
「都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会提言」 
 
 
 
令和 5年 3月 国 
「生物多様性国家戦略 2023-2030」閣議決定 

令和 4年度 
「令和4年度 江東区みどりの実態調
査」実施 

令
和
５
年
度 

 令和 5年 4月 東京都：「東京都生物多様性地域戦略」策定 
 
令和 5年 7月 国 
「第三次国土形成計画(全国計画)」閣議決定 
 
令和 5年 7月 東京都：「東京グリーンビズ」始動 
 
令和 5年 9月 国 
「グリーンインフラ推進戦略 2023」策定 
 
令和 6年 1月 東京都 
「『未来の東京』戦略 version up 2024」公表 
「東京グリーンビズ」における「東京都の緑の取組 Ver2」 
公表 
 
令和 6年 3月 東京都：「東京都気候変動適応計画」改定 
「パークマネジメントマスタープラン」改定 

令和 6年 3月 
「ゼロカーボンシティ江東区実現プ
ラン」策定 

令
和
６
年
度 

 令和 6年 5月 国 
「都市緑地法等の一部を改正する法律」公布 

令和 7年 3月 
「江東区長期計画(後期)」改定 
「江東区環境基本計画」策定 

令
和
７
年
度 

 令和 8年 3月 
「（仮称）江東区生物多様性地域戦
略」策定予定 

令和 3年 7月～9 月 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 開催 

令和 4年 12 月 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」採択 

令和 2年 3月～ 新型コロナウイルス感染症拡大（令和 5年 5 月 2 類相当から 5 類に変更） 
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（１）社会情勢の変化  

① カーボンニュートラルの実現・気候変動等への適応 

地球温暖化の進行を背景として、2020（令和 2 年）以降の気候変動問題に関する国際的な枠組

みとなる「パリ協定（平成 27年 12 月採択）」や、パリ協定の長期目標である世界平均気温の上

昇を、産業革命前に比べて 1.5℃以内に抑える努力の追求等が盛り込まれた「グラスゴー気候合

意（令和 3 年 11 月）」等を踏まえ、世界的にも 2050 年カーボンニュートラルへの動きが加速し

ており、温室効果ガスの吸収源対策ともなる「みどり」の重要性が高まっています。 

また、集中豪雨等の気象災害の頻発・激甚化や地球温暖化による平均気温の上昇が進行すると

ともに、首都直下地震等の発生が危惧される中、みどりを活用した防災・減災への期待が高まっ

ています。 

② ネイチャーポジティブ 

令和 4 年 12 月には、生物多様性に関する世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性

枠組」が採択されました。前身の愛知目標と同じく 2050 年ビジョンを「自然と共生する世界」と

して掲げ、このビジョンを実現するため、「自然を回復軌道に乗せるために、生物多様性の損失

を止め反転させるための緊急の行動をとる」ことを、2030 年までのミッションとしており、より

一層の生物多様性への取組が求められています。 

③ 生活様式や価値観の変化・多様化 

新型コロナウイルス感染症の流行を受け、人々の暮らしや価値観にも変化が見られます。 

外出や移動の自粛、社会的距離の維持が求められたため、ＩＣＴ（情報通信技術）を利用した

テレワークやオンライン診療等が取り入れられるようになり、時間や場所に縛られない暮らし方、

働き方等、生活様式の変化や生活・社会経済活動においてデジタル化が加速しました。 

また、経済的な豊かさだけでなく、健康や生きがい等の価値にも目が向けられるようになり、

「ウェルビーイング（Well-being）※」という考え方も浸透しました。 

スポーツ・レクリエーション面では、多くの人々がコロナ禍において社会的距離の確保できる

公園での運動やキャンプ等のアウトドアを選択したことにより、これまで運動や自然に興味が薄

かった人々にとって、健康のために運動をはじめたり、自然と触れ合ったりする契機となりまし

た。 

※身体的・精神的・社会的に良好で満たされた状態にあることを示す概念 

④ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた取組の加速 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）は、平成 27 年の国連サミットで採択された 17の国際目標です。

2030 年までに持続可能でよりよい社会の実現に向けて、国内外において、目標達成に向けた取組

が加速しています。 

みどりに関連する主な目標としては、6つ掲げられています。 

 

みどりに関連する主なＳＤＧｓの目標 

目標 6  清潔な水と衛生 

目標 11 持続可能なまちと地域社会 

目標 13 気候変動への対策 

目標 14 海のいのちを守ること 

目標 15 陸のいのちを守ること 

目標 17 目標のために協力すること 
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カーボンニュートラルとは・・・ 

2020（令和 2）年 10 月、政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。これを受け、江東区

においても脱炭素社会の実現に向けて、令和 3年 7 月 9日に 2050 年までに温室効果

ガス（ＣＯ２）の排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表

明しました。 

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意

味し、具体的には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植

林、森林管理等による「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを

意味しています。 

カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減とともに、

「樹木等の植物による吸収作用の保全及び強化」を進めていくことが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ここでの温室効果ガスの「排出量」「吸収量」とは、いずれも人為的なものを指す 

出典：脱炭素ポータルＨＰ https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/ 

気候変動とは・・・ 

気温や雨の降り方等が数十年を超える長期にわたって変化する現象のことを「気候

変動」といいます。 

気候変動は、太陽活動の変化などによる自然現象の場合もありますが、現在問題と

なっている猛暑日の増加、集中豪雨等の頻繁な発生等は、人間の活動が主な要因とな

っています。気候変動に大きく影響している人間の活動としては、化石燃料（石炭、石

油、ガスなど）の燃焼が挙げられ、化石燃料燃焼時に発生するＣＯ２等の温室効果ガス

の排出量が増加することにより気温が上昇し、地球温暖化が進んでいます。 

近年は、地球温暖化対策として、温室効果ガスの排出量の削減（緩和策）と併せて気

候変動への適応策を進めていくことが求められています。 

みどりを活用した適応策の例 

★災害に備える 

⇒大雨等に備え、樹木等の植栽による雨水貯留、雨水

流出抑制能力の向上等 

★熱中症予防 

⇒街路樹等による緑陰形成による日ざしの軽減 

★暑熱環境の改善 

⇒植栽、屋上・壁面緑化等により、植物の蒸発散作用

による気温上昇の抑制 

 

排出量（＋CO2）と吸

収量（－CO2）を差引

して、全体をゼロに

する 

https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/
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（２）国の動向 

① 新たな時代の緑の政策展開 

  令和 4年 10 月の「都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会提言」では、新たな時

代における都市公園の意義・役割として、「個人と社会のウェルビーイングの向上に向け、

地域の課題や公園の特性に応じポテンシャルを更に発揮すること」が重要視されています。

都市公園新時代に向けた重点戦略として、3つの戦略と 7 つの取組が提言されています。 

  国では、まちづくりＧＸを推進しており、気候変動への対応（ＣＯ２の吸収、エネルギーの効

率化、暑熱対策等）や生物多様性の確保（生物の生息・生育環境の確保等）に加えて、コロ

ナ禍を契機とした人々のライフスタイルの変化を受けたウェルビーイングの向上（健康の増

進、良好な子育て環境等）の社会的要請に対応するため、これらに対し大きな役割を有して

いる都市緑地の多様な機能の発揮を図るための取組等を進めています。 

  令和 6 年 5 月には、気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度（ウェルビーイング）の向上

等の課題解決に向けて、都市において緑地の質・量両面での確保等を推し進めるための「都

市緑地法等の一部を改正する法律」が公布されました。改正においては、「国主導による戦

略的な都市緑地の確保」、「貴重な都市緑地の積極的な保全・更新のための支援」、「緑と調

和した都市環境の整備への民間投資の呼び込み」等が位置付けられました。現在、「緑と調

和した都市環境の整備への民間投資の呼び込み」の 1 つとして、「民間事業者等による良質

な緑地確保の取組に係る認定制度（優良緑地確保計画）」を構築しており、今後、認定を受

けた取組について都市開発資金の貸し付けにより支援を行う方向としています。 

 

② グリーンインフラによる複合的な地域課題の解決 

  令和 5 年 7 月に閣議決定された「第三次国土形成計画(全国計画)」では、目指す国土の姿を

「新時代に地域力をつなぐ国土」として掲げ、国土刷新に向けた重点テーマのひとつに、「グ

リーン国土の創造」を盛り込んでいます。 

  この中では、グリーンインフラの推進等により、ＣＯ２吸収源対策、防災・減災、自然豊かな

生活空間の確保等、自然環境の多面的な機能を活用した複合的な地域課題解決を図る取組を

推進することが位置付けられています。 

  同年 9月には、「グリーンインフラ推進戦略 2023」が策定され、新たにグリーンインフラの

目指す姿を「自然と共生する社会」として掲げ、グリーンインフラをあらゆる分野・場面で

実装（ビルトイン）することを目指しています。 

 

③ ネイチャーポジティブの実現による生物多様性の向上 

  令和 4年 12 月に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を受け、我が国におい

ても、令和 5 年 3 月、2050 年ビジョンを「自然と共生する社会」とし、2030 年ミッションを

「ネイチャーポジティブ：自然再興」とする新たな「生物多様性国家戦略 2023-2030」を閣議

決定しています。 

  この戦略においては、2030 年のネイチャーポジティブ（自然再興）の実現を目指し、5 つの

基本戦略を掲げています。 

④ ＣＯ２吸収源対策として都市緑化の推進 

  令和 3年 10 月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、地球温暖化対策の推進に関する基

本的な方向や温室効果ガスの排出削減・吸収の量に関する目標が示されているほか、国民に

とって、最も日常生活に身近なＣＯ２吸収源対策として、都市緑化等の推進が位置付けられて

います。 
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生物多様性とは・・・ 
地球上には、私たち人間を含む多様な生きものが存在しています。それらの生きも

のは、自分 1 人だけ、1種だけでは生きていくことができません。なぜなら、食料品や

水、医療品等は多様な生きものが共生する豊かな自然環境から得られるものだからで

す。他の生きものとのつながりがあって、生きていくことができます。生物多様性と

は、簡単に言うと、こうしたつながりあう様々な生きものが共生していることを指し

ます。生物多様性があることで、食材の供給や地球環境の維持等、様々な恩恵を受け

ています。 

生物多様性には下記のように、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」

という 3 つのレベルがあるとされています。 

後期計画の対象となる「みどり」は多くの生きものがすみかとしているため、生物

多様性に富んだ環境づくりには必要不可欠な要素となっています。そのため、豊かな

都市生活を支えるためにも、生物多様性に配慮した緑化の推進や緑地の保全を進めて

いきます。 
 

○生態系の多様性 

森林、里地里山、河川、湿原、

干潟、サンゴ礁等、多様なタ

イプの生態系がそれぞれの

地域に形成されていること。 

○種の多様性 

動植物から細菌等の微生物

に至るまで様々な種類の生

きものが生息・生育している

こと。 

○遺伝子の多様性 
同じ種でも、遺伝子レベルで

は違いがあることから、形や

模様、生態等に多様な個性が

あること。 

ブナ林 

サンゴ礁 

チシオタケの仲間 

アオウミガメとギンガメアジ 

アサリ 

ナミテントウ 

【出典】環境省 「⽣物多様性国家戦略 2012-2020」 
環境省ＨＰ 
国⼟交通省「⽣物多様性に配慮した緑の基本計画策定の⼿引き」 
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（３）東京都の動向 

① 緑確保の総合的な方針（令和 2年 7月改定） 

  「緑確保の総合的な方針」は、特に減少傾向にある民有地の既存の緑やあらゆる都市空間へ

の緑化等の課題に対し、東京都と区市町村とが合同で、計画的に東京の緑を確保していくこ

とを目的とするもので、令和 2年 7月に改定されています。 

  区内では、再開発等促進区を定める地区計画等の 7 事業が、「まとまった緑が創出されるま

ちづくり事業」として位置付けられています。 

② 都市計画公園・緑地の整備方針（令和 2年 7月改定） 

  「都市計画公園・緑地の整備方針」は、都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効

果の早期発現に向けた取組の方針を明らかにするものです。令和 2年 7月に、都市計画公園・

緑地の事業進捗とともに、『｢未来の東京｣戦略ビジョン』策定や自然災害の頻発等を踏まえ

改定されています。 

  水と緑溢れる東京の実現と災害に強い都市を構築していくため、重点的に整備すべき公園・

緑地について整備を促進することとしており、区内では、東京都が整備する亀戸中央公園及

び清澄公園、区が整備する大島九丁目公園の計 3か所が、優先整備区域（令和 11 年度までに

優先的に整備する公園・緑地）として設定されています。 

③ 東京都環境基本計画（令和 4年 9 月策定） 

  東京都は、コロナ禍からの「サステナブル・リカバリー（持続可能な回復）」を進め、50年、

100 年先も魅力ある豊かな都市として発展を目指し、多様化・深刻化する環境課題へ取り組

んでいくため、令和 4年 9 月に新たな「東京都環境基本計画」を策定しています。 

  東京の目指す都市の姿を「未来を拓くグリーンでレジリエントな世界都市」とし、この都市

の姿を実現するため、「生物多様性の恵みを受け続けられる、自然と共生する豊かな社会の

実現」を戦略の 1 つとして掲げています。 

④ 東京グリーンビズ～100 年先を見据えた、“みどりと生きるまちづくり”～ 

  東京都では、令和 5 年 7 月から、100 年先を見据えた新たな緑のプロジェクト「東京グリー

ンビズ」を始動しています。このプロジェクトは、人々の生活にゆとりと潤いを与える緑の

価値を一層高め、都民とともに未来に継承していくことを目的としています。 

  令和 6 年 1 月には、東京の緑を「まもる」「育てる」「活かす」という 3 つの観点から新た

に強化する施策を盛り込んだ「東京都の緑の取組 Ver.2」が公表されています。 

⑤ 東京都生物多様性地域戦略（令和 5年 4月改定） 

  東京都は、生物多様性の世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」及び「生

物多様性国家戦略 2023-2030」を踏まえ、「東京都生物多様性地域戦略」を令和 5年 4月に改

定しています。 

  行政、都民、事業者、民間団体（ＮＰＯ・ＮＧＯ・市民団体等）、教育・研究機関等様々な主

体が連携・協働しながら取組を進めていくことにより、2030 年までに、生物多様性の損失を

止め、自然を回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」の実現を目指しています。 

⑥ 資源循環型の森づくりによる自然環境再生への取組（海の森の整備） 

  東京都は、東京の水と緑のネットワークを構築し、臨海部における緑の拠点形成を図るため、

中央防波堤内側埋立地を、森を主体とする公園「海の森」として整備を進めています。 

  東京の空と海の玄関口に位置する「海の森」は、海から都心に吹き抜ける「風の道」の大き

な起点としても位置付けられています。 

  海の森は、都民や企業と協働し、ごみの島を緑の島へと自然環境の再生に取組、今後は、都

心最大規模の緑のオープンスペースとして、ボランティア活動や環境学習の拠点等として活

用を図り、緑あふれる東京のシンボルとして継承していくこととしています。 



 

10 

⑦ パークマネジメントマスタープラン（令和 6年 3月改定） 

  東京都は、今後 10 年間に東京が目指す公園づくりの方向性を示すとともに、多様な主体と連

携しながら、都民の視点になって取組を進めていくため、都立公園全体の整備・管理運営の

指針となる「パークマネジメントマスタープラン」を定めており、令和 6 年 3 月に改定して

います。 

  2040 年代の都立公園の目指す姿として「豊かな緑を育み、次世代へとつなぐ公園」「東京の

活力と魅力を高め、まちづくりの核になる公園」「都民一人ひとりのウェルビーイングに貢

献する公園」の 3つを目標として定めるとともに、「まもる」、「ふやす」、「かえる」の 3

つの視点からマネジメントを推進しています。 

（４）江東区の動向 

① 人口動向 

  江東区の人口は増加を続け、令和 6 年 1 月 1 日現在、約 53.9 万人であり、この 5年間で、約

1.7 万人の人口が増えています。特に、大規模開発が進められた臨海部を中心に人口が急増

しており、当面は増加していく予測です。 

② まちづくりの推進 

  「江東区基本構想」の将来像である「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」の実現

に向け、令和 7 年 3 月に「江東区長期基本計画(後期)」を改定し、引き続きＣＩＧの考え方

も取り込んだまちづくりを進めています。・・・・計画策定中のため暫定案 

  令和 4年 3月に、まちづくりの指針となる「江東区都市計画マスタープラン 2022」を策定し

ています。今後 20 年後の将来都市像を「持続的に発展する共生都市」とし、8 つのテーマご

とにまちづくりの方針を定めており、うち 1 つは「水辺と緑に彩られ交流と活力を生み出す

快適な都市」をテーマとしています。また、重点戦略として、「地下鉄 8 号線延伸のまちづ

くり」「未来の臨海部のまちづくり」「浸水対応型のまちづくり」を位置付けるとともに、

ネクストビジョンの一つとして、「グリーンインフラの推進」を掲げています。 

③ 自然との共生・脱炭素社会への転換に向けた取組の強化・・・・計画策定中のため暫定案 

  令和 6 年 3 月に地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）である「ゼロカーボン

シティ江東区実現プラン」、令和 7 年 3 月に「ゼロカーボンシティ江東区実現プラン」及び

「江東区気候変動適応計画」を内包する新たな「江東区環境基本計画」を策定し、脱炭素社

会への転換、みどりの保全・育成、気候変動の影響への適応等への取組が強化されています。 

  また、世界、国、東京都等の生物多様性に係る動向を踏まえ、現在（令和 6年度から令和 7年

度）、「（仮称）江東区生物多様性地域戦略」の策定に取り組んでいます。 

④ 大規模開発による都市機能の向上 

  区内では、土地区画整理事業、市街地再開発事業、地区計画等により、大規模開発が進めら

れており、各地区の特性に応じた魅力あるまちづくりに取り組んでいます。 

⑤ 地下鉄 8 号線延伸を見据えた沿線のまちづくり 

  地下鉄 8 号線（有楽町線）の延伸（豊洲～住吉間）を見据え、沿線地域の目指すべき将来像

をまとめる「江東区地下鉄 8 号線沿線まちづくり構想」を令和 5 年 3 月に策定しました。地

域の意見等を十分に反映した沿線地域のまちづくりの方向性を示すことにより、地下鉄 8 号

線延伸の整備効果を本区の発展に最大限結び付けることを目的としています。 

  沿線まちづくりを進めていくうえで重要と考える 5 つのテーマの中に、「水辺・環境」を掲

げており、「公園や緑、水辺を活かし、周辺と調和したオープンスペース等の空間創出」や

「緑や新たな移動手段の充実等により、脱炭素社会に向けた環境負荷の低減」を目指すこと

としています。 
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６ みどりの機能 

みどりは、私たちの快適で安全な暮らしに貢献する多様な機能を持っており、新型コロナウイルス

感染症の流行を契機に再認識された満足度や生活の質の向上（ウェルビーイング）にも深く関わっ

ています。近年は、その機能をより多様な側面から捉えることが求められており、本計画において

は、みどりの機能を課題解決に向けた取組に活用していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）環境・生物多様性 

  緑地の蒸発散効果、緑陰の創出等により、ヒートアイランド現象の緩和や熱中症の予防等、都市

の熱環境を改善する機能があります。東京湾に面し、河川や運河が縦横に位置する江東区では、

夏は海から流入した南風により、気温が低下する傾向が見られます。 

  生きものの貴重な生息・生育環境として、生態系の保全・再生等により都市の生物多様性向上に

資する機能があります。河川や運河、親水公園、公園等に整備された湿地や草地を備えたポケッ

トエコスペース等が水鳥や水生生物、昆虫等の多様な生物の生息・生育空間となっています。「昆

明・モントリオール生物多様性枠組」を受け、今後、「ネイチャーポジティブ：自然再興」への取

組が加速していくことが期待されています。 

  植物は、温室効果ガスの大半を占めるＣＯ２を吸収して成長します。炭素を貯蔵する機能を持って

いることから、温室効果ガス吸収源として地球温暖化防止に貢献しています。 

  臨海部では、資源循環型の森づくりによる「海の森」の整備が進められており、環境・生物多様

性の双方の観点から活用が期待されます。 

（２）防災・減災 

  都市公園・緑地は、地震災害発生時の避難地・避難路、防災活動の拠点等として活用されること

で、都市の安全性を向上させる機能があります。また、みどりにより火災発生時の延焼遮断効果

が期待されます。江東区では、区内に縦横に位置する河川や運河に防災船着場が整備されており、

災害時には陸上交通網の補完や物資の輸送路としての役割を果たします。 

  気候変動の影響により、集中豪雨等の自然災害が頻発・激甚化している中、緑地等は雨水を貯留・

浸透させる機能を持つため、大雨等による都市の浸水等の軽減に貢献しています。 

（３）子育て・教育 

  こどもが自然に触れられる場所、体を動かし遊べる場所として、こどもの健全な成長に寄与する

機能があります。区内には、「田んぼの学校」や区民農園等があり、こどもたちの農体験等を通

して環境教育の場となっています。また、一部の芝生化された校庭では、こどもたちの日常的な

運動量の増加が見られる等、健康づくりにつながっています。 

ＣＩＧビジョンにおける 

みどりの機能の捉え方 

地球温暖化防止 

生物多様性の保全 

前期における 

みどりの機能の捉え方 

 

後期における 

みどりの機能の捉え方 

環境・生物多様性 

景観形成 

防災・減災 

子育て・教育 

健康・福祉 

都市防災機能の向上 

市民活動の場、 

憩いの場の提供 

コミュニティ形成 

観光・にぎわい 

歴史・文化 豊かな地域づくり、 

地域の活性化 

 
環境・生物多様性 

景観形成 

防災・減災 

子育て・教育 

健康・福祉 

コミュニティ形成 

観光・にぎわい 

歴史・文化 

重要度ＵＰ 

重要度ＵＰ 
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★
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然
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（４）健康・福祉 

  自然との触れ合いやスポ―ツ・レクリエーション等の場として利用されることで、こどもから高

齢者まで幅広い世代の心身のリフレッシュ、健康づくりを支える機能があります。親水公園や散

歩道、緑道等は、ウォーキング・ランニング等、区民の日常的な健康づくりの場となっています。

また、区内にはスポーツ、キャンプやバーベキュー等が楽しめる様々な特色を持った公園があり、

多様なレクリエーションの場となっています。 

  新型コロナウイルス感染症の流行を受け、健康や生きがい等の価値に目が向けられるようになり、

都市公園等のみどりが持つ身近な健康づくりの場としての機能の重要性が高まっています。 

（５）コミュニティ形成 

  マルシェやイベント等の多様な行事が開催される場所と

して、多様な世代や昔から住んでいる人たちと新しく住み

始めた人たちの交流機会を提供し、地域コミュニティ形成

に寄与する機能があります。公園や道路、水辺の散歩道の

植栽帯等を活用してコミュニティガーデンの活動が実施

されており、みどりによるコミュニティづくりが進んでい

ます。 

  コミュニティガーデン活動は、区内在住・在勤・在学の方

が 5 人以上の団体をつくり、会則を定めることで登録でき

ます。活動に対して区から資材の提供等の支援が受けられ

ます。令和 6 年 9 月現在、区内に 81 団体、約 1,500 人の

区民が登録して活動しています。 

（６）観光・にぎわい 

  歴史・文化資源やスポーツ施設のにぎわい等と一体となった観光資源として、多数の観光客を呼

び込む地域の観光・にぎわいづくりに寄与する機能があります。 

  東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京 2020 大会」という。）の開催

を契機に、みどりを取り入れながら新たに整備された恒久施設等では、大会後、そのレガシーを

継承しスポーツ・イベントの場等としての活用が進められています。 

（７）歴史・文化 

  社寺等の歴史・文化資源と一体となった保全・活用を図ることで、地域の歴史や地域に根付いた

文化の継承に寄与する機能があります。社寺や史跡が集積する地域では、社寺林等の歴史的なみ

どりを保全するとともに、市街地の緑化を一体的に進めることで、歴史を感じられるまちなみが

形成されています。 

  令和 5 年度から令和 7 年度にかけては、牡丹町地域の特性に応じた樹種である牡丹を用い、古石

場川親水公園周辺に「牡丹の道」が整備され、地域の歴史的背景や特性に応じた魅力あるまちな

みが形成されています。なお、令和 8 年度からは亀戸地域に地域の特性に応じた樹種の植栽を整

備していく予定です。 

（８）景観形成 

  みどりは、良好な景観を形成する上でシンボルや軸となり、地域固有の景観の保全、形成に寄与

する機能があります。区内の街路樹は、みどり豊かな都市景観を創出しています。また、豊洲を

はじめとする南部地域では、広がりのある海辺を感じるウォーターフロントの景観が形成されて

います。 
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みどりがもたらす満足度・生活の質の向上「ウェルビーイング」とは・・・ 

みどりは、快適で安全な暮らしに貢献する多様な機能を持っています。 

ここでは、みどりがもたらす人々への満足度や生活の質の向上について、代表的な例

を紹介します。 

みどりがもたらす満足度向上の例 

満足度 イメージ 

子育て・教育

関係 

田んぼの学校、区民農園等

は、こどもの農業体験を通

し、環境教育に関する満足度

の向上に貢献しています。 

  

健康・福祉 

関係 

公園、緑道等は、心身のリフ

レッシュ、健康づくりの場と

して、健康・福祉に関する満

足度の向上に貢献していま

す。 

  

コミュニティ

形成 

 

コミュニティガーデン活動等

は、緑化活動を通し、良好な

コミュニティ形成に貢献して

います。 

 

 

 

 

 

写真出典：江東区ＨＰ 

みどりがもたらす生活の質の向上の例 

生活の質 イメージ 

良好な景観の

形成 

シンボルツリーや地域特性に

あった植栽等は、特徴あるみ

どり豊かな都市景観の形成に

貢献しています。 

  

防災・減災 

関係 

都市公園・緑地は、災害発生

時の避難地・避難経路、防火

活動拠点となるとともに、大

雨等による都市の浸水を軽減

し、防災・減災へ貢献してい

ます。 

 

 

 

 

暑熱環境の 

改善 

街路樹等は、緑陰の創出、CO2

の吸収等、ヒートアイランド

現象の緩和や地球温暖化防止

に貢献しています。 

  

写真出典：江東区ＨＰ 

 

田んぼの学校 

公園（原っぱ整備） 

コミュニティガーデン活動 

地域特性を活かし牡丹を

植栽 

防災機能を強化した公園 

仙台堀川沿いの桜並木 

写真提供依頼 
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江東区のみどりの現状と課題 
  

第２章 
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第２章 江東区のみどりの現状と課題 

１ 江東区のみどりの現状 

（１）緑被率 

緑被地とは、樹木、草地、屋上緑化等緑に覆われた部分を示し、緑被地の面積を緑被面積、緑

被地が区域に占める割合を緑被率といいます。 

令和 4 年度における区全体の緑被面積は 903.75ha で、緑被率は 21.01％です。平成 29 年度と

比較すると、緑被面積は 152.49ha、緑被率は 2.31 ポイント上昇し、緑被率の 23区内の順位は 9

番目から 7番目へ順位を上げており、23 区内では、高い水準となっています。 

区全体の緑被分布としては、都立木場公園、都立猿江恩賜公園、都立夢の島公園、都立辰巳の

森緑道公園、都立若洲海浜公園、都立海の森公園等の大規模な公園、大学、社寺等にまとまった

緑被地が存在しています。 

また、河川が区内を縦横に流れ、仙台堀川公園や横十間川親水公園等にもまとまった緑被地が

存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑被面積と緑被率の推移 

東京 23 区緑被率 

年度は調査年度を示す 

（年度） 

第 2 章は、みどりの実態調査等を基に、

全面的に修正 
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区全体の緑被地の状況 

区分 

前回（平成 29 年度） 

調査結果 

令和 4 年度 

調査結果 

緑被地等の推移 

（前回との比較増減） 

面積（ha） 割合（％） 面積（ha） 割合（％） 面積（ha） 割合（％） 

 樹木 436.88 10.88 507.24 11.79 70.36 0.92 

 草地 282.96 7.05 355.87 8.27 72.91 1.23 

 屋上樹木 7.88 0.20 8.10 0.19 0.22 ▲0.01 

 屋上草地 23.54 0.59 32.54 0.76 9.00 0.17 

  緑 被 地 751.26 18.71 903.75 21.01 152.49 2.31 

水面 528.63 13.16 531.18 12.35 2.54 ▲0.81 

裸地 134.02 3.34 130.08 3.02 ▲3.94 ▲0.31 

建物・道路等 2,602.08 64.79 2,735.99 63.61 133.91 ▲1.18 

区 全 体 4,016.00 100.00 4,301.00 100.00 285.00 - 

表中の▲は、値としてマイナスであることを示す。集計は小数点第 3 位を四捨五入したため合計があわない場合がある。 
【出典】令和 4年度江東区みどりの実態調査報告書 

令和 4年度 緑被地分布図 
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① 地域・地区別の緑被率 

緑被率を地域別に見ると、緑被率が最

も高い地域は、南部地域（24.53％）であ

り、次いで深川地域（16.14％）、最も低

い地域は、城東地域（15.89％）となって

います。 

深川地域、城東地域は、樹木の占める

比率が高いのに対して、南部地域は、草

地の占める割合が樹木と同程度に高く

なっています。主な要因としては、海の

森公園や若洲海浜公園、夢の島公園等の

大規模な草地を有する公園が多いこと

が挙げられます。 

平成 29 年度と比較すると、地域別で

は、いずれの地域でも緑被地は増加して

おり、南部地域は、海の森や中央防波堤

外側埋立地の一部が区域に含まれたこ

ともあり、最も増加（144.65ha 増）して

います。 

 

 

 

 

 

令和 4年度 地域・地区別の緑被地等の状況 
上段：面積(ha) 下段：率(%) 

地域 地区 
地区面積 
(ha) 

    
緑被地 水面 裸地 

樹木 草地 屋上樹木 屋上草地 

深
川
地
域  

深川北部地区 370.00 
45.01 6.67 0.60 1.28 53.56 24.81 8.34 
12.16 1.80 0.16 0.35 14.48 6.70 2.25 

深川南部地区 410.00 
55.15 13.64 0.82 2.71 72.33 35.76 7.84 
13.45 3.33 0.20 0.66 17.64 8.72 1.91 

計 780.00 
100.16 20.32 1.42 3.99 125.89 60.56 16.19 
12.84 2.60 0.18 0.51 16.14 7.76 2.08 

城
東
地
域  

城東北部地区 479.00 
49.14 21.44 0.93 3.24 74.74 10.08 14.48 
10.26 4.48 0.19 0.68 15.60 2.10 3.02 

城東南部地区 515.99 
57.50 22.08 1.34 2.47 83.39 45.57 14.69 
11.14 4.28 0.26 0.48 16.16 8.83 2.85 

計 994.99 
106.63 43.52 2.26 5.72 158.13 55.65 29.17 
10.72 4.37 0.23 0.57 15.89 5.59 2.93 

南
部
地
域  

南部地区西 714.62 
88.63 49.48 3.32 13.79 155.22 129.99 28.93 
12.40 6.92 0.46 1.93 21.72 18.19 4.05 

南部地区東 340.56 
43.24 26.94 0.32 1.72 72.22 85.84 8.47 
12.70 7.91 0.09 0.51 19.52 25.21 2.49 

湾岸地区 1470.83 
168.58 215.61 0.78 7.32 392.29 199.13 47.33 
11.46 14.66 0.05 2.15 26.67 13.54 3.22 

計 2,526.01 
300.45 292.03 4.41 22.83 619.72 414.97 84.72 
11.89 11.56 0.17 0.90 24.53 16.43 3.35 

区全体 4,301.00 
507.24 355.87 8.10 32.54 903.75 531.18 130.08 
11.79 8.27 0.19 0.76 21.01 12.35 3.02 

※集計は小数点第 3 位を四捨五入したため合計が合わない場合がある。  

また、地域・地区が変更された後の公表面積は公表されていないことから図形面積から按分した値を用いている。 
【出典】令和 4年度江東区みどりの実態調査報告書 

  

城東北部地区 

（15.6％） 
令和 4年度 
町丁目別の緑被率 

城東南部地区 

（16.2％） 

湾岸地区 

（26.7％） 

南部地区 

（南部地区西・南部

地区東） 

（21.6％） 

深川南部地区 

（17.6％） 

深川地域 

（14.5％） 

（南部地区西） 

（南部地区東） 

町丁目 

5％未満 

5～10％ 

10～20％ 

20～30％ 

30％以上 

深川地域 
（16.14％） 

城東地域 
（15.89％） 

南部地域 
（24.53％） 
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② 屋上緑化の状況 

令和 4年度における区内の屋上緑化は 2,909 箇所、合計面積は 40.64ha となっています。 

箇所数では、城東地域（1,369 箇所）が最も多く、特に城東北部地区（800 箇所）に多くみられ

ます。次いで深川地域（1,052 箇所）、南部地域（488 箇所）となっています。  

面積では、南部地域（27.25ha）が最も多く、特に南部地区西（17.11ha）に多くみられます。

次いで城東地域（7.98ha）、深川地域（5.41ha）となっています。  

1 箇所当たりの面積を見ると南部地域では大規模な施設の屋上緑化が多く、深川地域や城東地

域では住宅等の小規模な屋上緑化が多くなっています。 

平成 29 年度と比較すると、区全体では、箇所数は 236 箇所減少していますが、面積では 9.22ha

増加しています。地域別に見ると、南部地域では箇所数・面積ともに増加、城東地域では箇所数

は増加していますが、面積は減少しています。深川地域は、2 地区（深川北部地区、深川南部地

区）ともに箇所数・面積が減少しており、特に 30㎡未満の屋上緑化の減少が顕著で、要因として

は、撤去や管理されなかったこと等による減少が考えられます。 

豊洲市場等による大規模な屋上緑化により、区全体での屋上緑化面積は増加したものの、深川

地域を中心に、30 ㎡未満の小規模な屋上緑化が減少したことにより、区全体の箇所数は減少して

います。 

屋上緑化の箇所数及び面積  

地域 地区 
地区面積 

(ha) 
箇所 

屋上緑化面積 1 箇所当たり面積 

樹木(ha) 草地(ha) 合計(ha) (㎡/箇所) 

深川地域 

深川北部地区 370.00 615 0.60 1.28 1.88 31 

深川南部地区 410.00 437 0.82 2.71 3.54 81 

計 780.00 1,052 1.42 3.99 5.41 51 

城東地域 

城東北部地区 479.00 800 0.93 3.24 4.17 52 

城東南部地区 515.99 569 1.34 2.47 3.81 67 

計 994.99 1,369 2.26 5.72 7.98 58 

南部地域 

南部地区西 714.62 230 3.32 13.79 17.11 744 

南部地区東 340.56 131 0.32 1.72 2.04 155 

湾岸地区 1,470.83 127 0.78 7.32 8.10 638 

計 2,526.01 488 4.41 22.83 27.25 558 

区全体 4,301.00 2,909 8.10 32.54 40.64 140 

※集計は小数点第 3 位を四捨五入したため合計が合わない場合がある。また、地域・地区が変更された後の公表面積は公表されて
いないことから図形面積を用いている。そのため、区全体の面積と一致しない。 

【出典】令和 4年度江東区みどりの実態調査報告書 

③ 樹林地の状況 

令和 4年度における区全体の樹林は、2,439 箇所、合計面積は 361.42ha であり、1箇所当たり

の面積は 1,482 ㎡となっています。 

地域別に見ると、箇所数では、南部地域（1,056 箇所）が最も多く、次いで城東地域（737 箇

所）、深川地域（646 箇所）となっています。  

面積では、南部地域（226.87ha）が最も多く、次いで深川地域（69.24ha）、城東地域（65.31ha）

となっています。1 箇所当たりの面積を見ると南部地域（2,148 ㎡/箇所）が最も大きく、次いで

深川地域（1,072 ㎡/箇所）、城東地域（886 ㎡/箇所）となっています。南部地域の 1箇所当たり

の面積が大きい要因としては、大規模な集合住宅や商業施設が多いこと、海の森公園が区域に含

まれたこと等が挙げられます。 

平成 29 年度と比較すると、区全体では、箇所数は 152 箇所、面積は 63.68ha 増加しています。 

地域別に見ると、深川地域、南部地域では箇所数・面積ともに増加、城東地域では箇所数・面

積ともに減少しています。樹林地の減少が最も多かったのは城東地域の城東北部地区で、0.66ha

減少しています。 
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令和 4年度 樹林地の状況  

地域 地区 
面積 

(ha) 
箇所 

樹林面積 樹林率 1 箇所当たり面積 

（ha） （％） (㎡/箇所) 

深川地域 

深川北部地区 370.00 260 31.63 8.55 1,217 

深川南部地区 410.00 386 37.61 9.17 974 

計 780.00 646 69.24 8.88 1,072 

城東地域 

城東北部地区 479.00 311 28.71 5.99 923 

城東南部地区 515.99 426 36.59 7.09 859 

計 994.99 737 65.31 6.56 886 

南部地域 

南部地区西 714.62 313 59.51 8.33 1,901 

南部地区東 340.56 294 29.28 8.06 996 

湾岸地区 1470.83 449 138.08 9.39 3,075 

計 2,526.01 1,056 226.87 8.98 2,148 

区全体 4,301.00 2,439 361.42 8.40 1,482 
※集計は小数点第 3 位を四捨五入したため合計が合わない場合がある。また、地域・地区が変更された後の公表面積は公表されて
いないことから図形面積を用いている。そのため、区全体の面積と一致しない。 

【出典】令和 4年度江東区みどりの実態調査報告書 

（２）緑視率 

緑視率とは、都市の緑量を表す指標の１つで、人の目に見える緑の割合を示したものです。 

令和 4 年度における区全体の平均緑視率は、17.2％で、平成 30 年度（平均緑視率 16.3％）と

比較すると 0.9 ポイント上昇しています。 

令和 11 年度までの目標値の 1 つでもある「緑視率 22.0％」を超えた調査箇所は、1,727 箇所

中、513 箇所で、平成 30年度よりも 2.7 ポイント上昇しています。 

地区別に見ると、深川南部地区以外では、平成 30 年度よりも平均緑視率が上回る結果となっ

ています。南部地区の平均緑視率が最も高く 23.3％、対して深川北部地区が最も低く、11.7％と

なっています。 

区北側に位置する深川地域や城東地域は、市街地であることから、建物が密集している箇所が

多く、緑地は存在するものの、樹林地が限られているため、南部地域と比較すると緑視率が低く

なっているものと考えられます。 

 

 

  

地域 地区名 箇所数 

平均緑視率

（%） 
前回 
調査 

増減 
H30 R4 

深川 

地域 

深川北部地区 242 11.5 11.7 0.2 

深川南部地区 227 15.5 15.0 -0.5 

城東 

地域 

城東北部地区 310 14.1 14.3 0.2 

城東南部地区 297 13.8 14.6 0.8 

南部 

地域 

南部地区 385 20.8 23.3 2.6 

湾岸地区 266 20.0 21.3 1.3 

 総計 1,727 16.3 17.2 0.9 

【出典】令和 4年度江東区みどりの実態調査報告書 

  

平成 30 年度比  ：0.9 ポイント上昇 

平成 23～25 年度比：1.8 ポイント上昇 

【出典】令和 4年度江東区みどりの実態調査報告書  

区全体の平均緑視率の推移 平成 30 年度と令和 4 年度調査における 
地区別平均緑視率 
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平均緑視率別箇所数の推移  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【出典】令和 4年度江東区みどりの実態調査調査報告書  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

令和 4年度 町別平均緑視率 

※令和 4 年度の調
査では、平成 30
年度と比較を行

うため、海の森は
集計対象外とし
ている。 

【出典】令和 4年度江東区みどりの実態調査調査報告書 

調査箇所なし 

10％未満 

10～15％未満 

15～20％未満 

20％以上 

R4 平均緑視率 
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（３）公園の整備状況 

区内には、令和 6 年 4 月 1 日現在、区立公園 172 箇所、都立公園（海上公園を含む）26 箇所、

国営公園 1箇所、区立児童遊園 99箇所、合計約 515.1ha が整備されています。 

住民一人当たりの公園面積は、9.55 ㎡/人で、平成 30 年度（8.72 ㎡/人）と比較すると 0.83 ㎡

/人上昇しており、江東区都市公園条例の標準である 10.0 ㎡/人をほぼ満たしています。（23 区

中 3 位） 

平成 30 年度以降、新規に増えた公園は、海上公園 2 箇所、区立公園 4 箇所、区立児童遊園 6箇

所の計 12箇所です。 

 

図面作成中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

身近な公園の整備状況 

【出典】公園調書 2024（令和 6 年 4 月 1 日現在）を基に作成  
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（４）街路樹の整備状況 

区道においては、平成 20年時点で約 9,000 本だった街路樹が倍以上の約 20,000 本まで増加し

ています。 

樹種としては、マテバシイ、イチョウ、スズカケノキが主となっています。 

一方で、老齢化に伴う樹勢の衰えのため、倒木の危険性のある樹木も発生しており、樹木の健

全度調査を実施しています。 

街路樹本数の推移 

  平成 20 年度 平成 25 年度 平成 30 年度 令和 5年度 

区道全体(本) 8,956 13,340 18,895 19,629 
出典：江東区データブック(各年 4 月 1 日現在のデータ) 

（５）区民・事業者等による緑化活動状況 

① コミュニティガーデン活動 

江東区では、団体登録を行った区民等により、区立公園等を利用した花壇づくりやその管理等

を行うコミュニティガーデン活動が活発に行われています。 

令和 6年 9月現在、81団体、約 1,500 人のボランティアが登録しています。 

令和 5年度からは、団体の登録要件が 10人から 5人へ緩和され、登録団体は増加しています。 

② 民間団体等による活動 

民間団体・事業者により、公園等での緑化や自然体験学習イベント、水辺でのマルシェ、講座

の開催等、様々な活動が実施されています。 

 
 
 
 
 
 
  

再生の杜（清水建設） 

10 年以上にわたって動植物のモニ

タリングを実施 

ハーブガーデン 
（ＮＥＣソリューションイノベータ） 

豊洲スタイルマーケット 

（豊洲パークマネジメントＪＶ） 
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２ 前期における施策の進捗状況 

前期では、「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」をテーマとして、4 つの基本方針

を設定するとともに、計画年次である令和 11 年度における目標として、「計画の達成状況を示す目

標」と「区民評価に関する目標」を設定しました。 

以下に、目標達成状況と各基本方針における重点プロジェクト及び施策の実施状況等を整理しま

した。 

（１）目標達成状況 

① 「計画の達成状況を示す目標」の達成状況 

前期の「計画の達成状況を示す目標」を見ると、いずれも現状値は、基準値よりも向上してい

ます。緑被率については、他の指標よりも向上率が低い状況にあります。 

 

  前期における「計画の達成状況を示す目標」の達成状況 

指標 
基準値 

（平成 30 年度） 

現状値 
（令和 6 年度） 

目標値 
令和 11 年度 

緑被率 
18.7％ 

（平成 29 年度） 

21.01％ 
（令和 4 年度） 

22％ 

緑視率 16.3％ 
17.2％ 

（令和 4 年度） 
22％ 

水辺・潮風の散歩道の整備率 
58％ 

（令和元年度） 

61.17％ 
（令和 5 年度） 

63％ 

公園面積 438.1ha 
515.1ha 

（令和 6 年 4 月 1 日時点） 
570ha 

区立施設における新たな緑化面積 911 ㎡ 
0 ㎡ 

（令和 5 年度） 
― 

区民・事業者による新たな緑化面積 52,599 ㎡ 
91,048 ㎡ 

（令和 5 年度） 
― 

 
② 「区民評価に関する目標」の達成状況 

前期の「区民評価に関する目標」を見ると、いずれも現状値は、基準値よりも低下しています。

「みどりがあることで子育てしやすいと思う区民の割合」が最も低い状況にあります。 

  前期における「区民評価に関する目標」の達成状況 

指標 
基準値 

（平成 30 年度） 

現状値 
（令和 6 年度） 

目標値 
令和 11 年度 

みどり（水辺と緑）に満足している
区民の割合 

74.4％ 
（令和元年度） 

72.7％ 80％ 

みどりがあることで美しいまちなみ
が保たれていて気持ちいいと思う区
民の割合 

61.2％ 57.4％ 70％ 

みどりがあることで子育てしやすい
と思う区民の割合 

44.5％ 33.5％ 50％ 

みどりがあることで災害時の安全性
が感じられる区民の割合 

43.9％ 39.9％ 60％ 

みどりに関する活動に取り組んでい
る区民の割合 

43.6％ 37.9％ 50％ 
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（２）重点プロジェクトの実施状況 

前期では、各基本方針に取り組むべき施策を定めるとともに、目標達成に向けて先導的な役割

を果たす取組を重点プロジェクトと位置付けています。 

以下に、令和 2年度から令和 5年度に実施された事業を整理します。 

 

重点プロジェクト１ 水辺の緑化推進プロジェクト（6 事業） 

 

事業 内容 

水辺・潮風の散歩道整備事業 河川や運河沿いを散歩道として整備 

ＣＩＧ公共緑化（屋上・壁面緑化） 公共施設の新築・改築及び大規模改修にあわせて屋上・壁面

緑化等を推進 

ＣＩＧ公共緑化（風の道緑化） 橋の架け替えの際に使用する敷地である「橋台敷」の緑化を

推進 

ＣＩＧ公共緑化（公園内接道緑化） 区立公園と道路が接している箇所の緑化を推進 

ＣＩＧ公共緑化（シンボルツリー） 駅前広場等にシンボルツリーや花壇を設置 

ＣＩＧ公共緑化（地域特性緑化） 各地域の歴史的背景や特性に応じた樹種を選定し、公園・散

歩道等の緑化を推進 
  
◆水辺・潮風の散歩道整備事業では、みどりの骨格とネットワークの形成に向けて、水辺の散歩道 2,155m、潮風の

散歩道 271m、計 2,426m を整備しました。 

◆ＣＩＧ 公共緑化事業 令和 2 年度～令和 5 年度 実績 

 屋上・壁面緑化：4 施設  風の道緑化：2 橋  公園内接道緑化：7 園       

シンボルツリー：2 箇所（潮見駅、新木場駅）  地域特性緑化：1 地域(牡丹町地域：古石場川親水公園） 

 
 
 
 
 
 
 
 

重点プロジェクト 2 みんなでつくる公園プロジェクト（2 事業） 

 

事業 内容 

若洲公園整備事業 民間事業者と連携した公園整備の事業化に向けた検討・調査 

整備方針を策定し、公募設置管理（Park-PFI）事業者を選定 

公園改修・児童遊園改修事業 

（改修・機能再編） 

地域のニーズを反映した改修 

十分活用されていない児童遊園等については機能再編を検討 
  
公園改修・児童遊園改修事業では、開園からの年数等を考慮して江東区長期計画で定めた改修サイクルに基づき、地

域ニーズの反映、施設の安全性・快適性の向上、みどりの充実、ユニバーサルデザイン等に対応した改修を行ってい

ます。 

 
 
 
 
 

    

潮風の散歩道（汐見運河） 地域特性緑化（牡丹） シンボルツリー（新木場） 

官民連携（若洲公園） 児童遊園改修（千田） 公園改修（大島四丁目） 

屋上緑化（第二大島中学校） 
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重点プロジェクト 3 安全・安心なまちづくりプロジェクト（3 事業） 

 

事業 内容 

みどりのまちなみづくり事業 震災時のブロック塀倒倒壊による被害軽減等を図るため、接

道部の緑化等に対する助成の実施 

街路樹等/河川/公園維持管理事業 樹木の健全度調査の実施による適切な維持管理 

公園改修事業（防災機能強化） 公園等の防災機能強化のため、かまどベンチ等設置を推進 
  
令和 2 年度～令和 5 年度 実績 

◆みどりのまちなみづくり事業 

屋上等緑化助成 2 件  花壇等緑化助成 1 件 

◆街路樹等/河川/公園維持管理事業  

倒木の危険性に対する樹木健全度調査（街路樹）：824 本 

◆公園改修事業（防災機能強化）：3 箇所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点プロジェクト 4 みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）魅力発信プロジェクト（1 事業） 

 

事業 内容 

ＣＩＧ民間緑化推進事業（江東区みどりの情報の発信） 

 

区報や区ホームページ、ＳＮＳ、ＣＩＧキ

ャンペーンで情報発信 
  
令和 2 年度～令和 5 年度 実績 

情報発信： Ｘ（旧 Twitter）：100 回  Facebook：100 回    

ＣＩＧキャンペーン：キャンペーン・交流会：18 回     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

緑化助成（屋上緑化） 緑化助成（壁面緑化） 街路樹維持管理 

 ＣＩＧキャンペーン 
Ｘ（旧 Twitter）、Facebook 
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（３）各基本方針における事業の実施状況 

前期では、各基本方針に取り組むべき施策を定めて、取組を推進しています。また、「江東区

みどりの基本計画推進会議」では、毎年、事業の進捗状況について評価、点検しています。 

以下に、令和 2～5年度までの事業の実績及び評価を整理します。 

 

基本方針１ みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 

基本方針 1に関わる主な事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業

が一時的に休止した事業(5 事業)もみられましたが、それ以外の事業は概ね計画どおり事業が実

施されており、Ａ評価が大半を占めています。 

1-1-2 の「みどりのまちなみづくり事業 (緑化指導)」では、植栽の維持管理方法に対する指導

等を開始しています。また、土地の売買や建て替え時に、古くからある樹木や大きく育った樹木

等の地域における貴重な樹木が伐採されるケースも見られるため、今後は緑化完了後の調査や既

存樹木への対応策等が求められます。 

事業検討段階にある 1-2-1 の「みどりのまちなみづくり事業 (民間緑化顕彰制度)」、1-3-1 の

「ＣＩＧ民間緑化推進事業 (江東区みどり 100 景)」については、今後、事業実施に向け具体的

な検討が求められます。 

評価 Ａ:達成度 80％～100％ Ｂ:達成度 50％～79％ Ｃ:達成度 0～49％ ─：定量的な評価が難しいもの 

施
策

の
柱 

施

策 

主な事業 
■：重点プロジェクトに関連する事業 

●：継続して実施している事業 
★：前期で今後実施(充実)すべきと位置付けた事業 

令和 2 年度～令和 5 年度 

備考 
実績 評価 

1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり 

 1-1-1 みどりに彩られたまちをつくります 

  

 

●水辺・潮風の散歩道整備事業【重点プロジェクト】 
水辺の散歩道 2,155m 
潮風の散歩道 271m   計 2,426m 

Ａ ＊ 

●ＣＩＧ公共緑化推進事業 (屋上緑化・壁面緑化) 

【重点プロジェクト】 
4 施設 Ａ ※1 

●ＣＩＧ公共緑化推進事業（「風の道」緑化） 

【重点プロジェクト】 
2 橋 Ａ ＊ 

1-1-2 生きものが増えるみどりのネットワークをつくります 

 ●小学校改築事業 (ポケットエコスペースの整備) 対象なし 未実施 ※1 

●みどりのまちなみづくり事業 (緑化指導) 250 ㎡以上の建築等 352 件、宅地開発 16 件 ─  

1-2 みどりを活かしたまちなみづくり 

 1-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします 

  

 

●ＣＩＧ公共緑化推進事業 (屋上緑化・壁面緑化) 
【重点プロジェクト/再掲】 

4 施設 Ａ ※1 

★ＣＩＧ公共緑化推進事業 (公園内接道緑化) 

【重点プロジェクト】 
7 園 Ａ ＊ 

★ＣＩＧ公共緑化推進事業 (シンボルツリー整備) 

【重点プロジェクト】 
2 か所 Ａ ＊ 

★ＣＩＧ公共緑化推進事業 
(地域特性緑化)【重点プロジェクト】 

1 地域 
(牡丹町地域：古石場川親水公園） 

Ａ ＊ 

★みどりのまちなみづくり事業 (民間緑化顕彰制度) 制度実施に向け検討 ─  

1-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります 

 ●都市景観形成促進事業 
景観計画届出書：681 件 
うち大規模建築物等：102 件 

─  

●街路樹等維持管理事業 実施 Ａ  

1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり 

 1-3-1 みどりでまちににぎわいをつくります 

  

 
●みどりのまちなみづくり事業 

 (保護樹木・保護樹林の助成) 

保護樹木 154 本、保護樹林 4,452 ㎡ 

（令和 6年３月末現在） 
Ａ  

★ＣＩＧ民間緑化推進事業 (江東区みどり 100 景) 「江東区みどり 100 景」策定に向けて検討 ─  

1-3-2 オリンピック・パラリンピックの心が残るまちをつくります 

 

●スポーツを通じた魅力づくりの推進 
開催数：41 回 
参加定員：各回 10人 

Ａ  

●ＣＩＧ民間緑化推進事業 (おもてなし緑化) 
ボランティア育成：2 回 
（令和 2・3年度：令和 3年度で事業終了） 

Ａ  

★こうとう花いっぱい運動 
区立の全幼小中義務教育学校 
（令和 2.3 年度：令和 3 年度で事業終了） 

Ａ  

 ＊：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業が一時的に休止した年度がある事業 
※1：施設の改築・改修等にあわせ整備する事業。対象施設がある場合に事業を実施 
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基本方針 2 みどりをより柔軟に使えるようにします 

基本方針 2に関わる主な事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業

が一時的に休止した事業(3 事業)もみられましたが、それ以外の事業は、概ね計画どおり事業が

実施されており、Ａ評価が多くなっています。 

2-1-1 の「公園・児童遊園整備事業、公園・児童遊園改修事業」は、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響により、計画の縮小や事業平準化等により遅れがみられますが、事業そのものは計

画的に進められています。 

事業実施に向け調査研究段階にある 2-1-1 の「公園施設長寿命化計画策定事業」については、

今後、事業実施に向けマネジメント的な視点も取り入れながら具体的な検討が求められます。 

2-2-2 の「苗圃及び区民農園維持管理事業」等では、区民の申込み倍率が高く、今後、農体験

ができる場所等の拡充が求められています。 

評価 Ａ:達成度 80％～100％ Ｂ:達成度 50％～79％ Ｃ:達成度 0～49％ ─：定量的な評価が難しいもの 

施
策
の

柱 

施
策 

主な事業 
■：重点プロジェクトに関連する事業 
●：継続して実施している事業 

★：前期で今後実施(充実)すべきと位置付けた事業 

令和 2 年度～令和 5 年度 

備考 
実績 評価 

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり 

 2-1-1 地域や利用者に求められる公園をつくります 

 

 

●公園・児童遊園整備事業 
●公園・児童遊園改修事業 

①新設 

・（仮称）大島九丁目公園(継続的に公園づ
くり計画を検討中) 

・児童遊園 1 園 

②公園と区道の一体的整備 
・仙台堀川公園整備（整備中） 
③大規模改修 

・公園 5園、児童遊園 5 園 計 10 園 
④小規模改修 
・公園 13 園、児童遊園 7園 計 20 園 

① ─ 

② ─ 
③ Ｂ 
④ Ｂ 

＊ 

●公園・児童遊園・遊び場維持管理事業・河川維持管
理事業 

実施 Ａ  

★公園施設長寿命化計画策定事業 事業実施に向けて調査・研究 ─  

●区民スポーツ普及振興事業 
 (スポーツイベントの開催) 

イベント実施 2回 Ｂ ＊ 

民間による取組（「みどりに親しみ、楽しむスポーツ
教室」、「パークヨガ」、「季節を感じるウォーキン
グ」等） 

 

★サード・プレイスとなる居場所づくり 民間による取組（隅田川オープンテラス等）  

●健康増進事業 (ウォーキングマップの更新) 

ウォーキングマップ活用の検討、事業の実

施、ウォーキングマップの増刷（一部更
新） 

Ａ  

2-1-2 みんなで魅力ある公園をつくります 

 

★協働による公園管理運営の仕組みづくり 
民間による取組（豊洲グリーン 100 プロジェクト（豊
洲グリーンパークマネジメントＪＶ）等 ） 

 

●若洲公園整備事業【重点プロジェクト】 

・他自治体の事例の調査・研究 
・マーケットサウンディング実施 
・若洲公園整備方針策定 

・公募実施及び事業者選定 

Ａ  

●マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及 

民間による取組（和船乗船会、お江戸深川さくらまつ

り、湾岸まつり、水彩サロン、小名木川リバーツア
ー、てくてく水辺ウォーク等） 

 

★地域による公園管理運営の仕組みづくり 民間による取組：推進  

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり 

 2-2-1 みどりを通してみんなが集まる場所をつくります 

  

 

●ＣＩＧ民間緑化推進事業 
(みどりのコミュニティづくり講座) 

講座開催 15回 Ａ ＊ 

●みどりのボランティア活動支援事業 
(コミュニティガーデン活動団体への支援) 

実施 Ａ  

2-2-2 みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります 

 
●苗圃及び区民農園維持管理事業 実施（辰巳・城東・夢の島区民農園） Ａ  

●みどりのボランティア活動支援事業 
(田んぼの学校運営助成) 

実施 
令和 2・3 年度は、「田んぼの学校」休止 

Ａ ＊ 

＊：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業が一時的に休止した年度がある事業 
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基本方針 3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

基本方針 3に関わる主な事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業

が一時的に休止した事業(2 事業)もみられましたが、それ以外の事業は、概ね計画どおり事業が

実施され、Ａの評価が大半を占めています。 

3-1-1 の「みどりのまちなみづくり事業（花壇等・屋上等助成）」では、助成に至った実績は

3 件ですが、相談は受けている状況にあり、今後は、ニーズに即した、より区民が利用しやすい

助成への見直し等が求められます。 

3-1-1 の「街路樹等維持管理事業(街路樹の健全度調査)」では、継続して街路樹の健全度調査

を実施するとともに、倒木の恐れがある街路樹の計画的な伐採や伐採後の対応等も含めた維持管

理を行うため、更新計画の策定等が求められます。 

評価 Ａ:達成度 80％～100％ Ｂ:達成度 50％～79％ Ｃ:達成度 0～49％ ─：定量的な評価が難しいもの 

施
策
の

柱 

施
策 

主な事業 
■：重点プロジェクトに関連する事業 
●：継続して実施している事業 

★：前期で今後実施(充実)すべきと位置付けた事業 

令和 2 年度～令和 5 年度 

備考 
実績 評価 

3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり 

 3-1-1 みどりで災害に強いまちをつくります 

  ●不燃化特区推進事業、不燃化特区整備事業 

(オープンスペース整備) 
3 箇所 Ａ  

  
●まちづくり事業と連携したオープンスペースの確保 

民間による取組（潮見プロジェクト「温故創新の森 
NOVARE（ノヴァーレ）」（清水建設株式会社）） 

 

  ●みどりのまちなみづくり事業 (花壇等・屋上等助成)
【重点プロジェクト】 

花壇等緑化助成 1 件、屋上緑化助成 2 件 
(令和 2・3 年度) 

─  

  ●街路樹等維持管理事業 (街路樹の樹木健全度調査) 
【重点プロジェクト】 

調査：824 本 
調査結果により維持する樹木：544 本 

Ａ  

  
●船着場維持管理事業 (災害時における舟運の活用) 

平常時利用（舟運事業者、官公庁等による
使用）：1,174 回 

Ａ  

 3-1-2 身近な公園の防災機能を強化します 

  ●公園改修事業 (公園施設の防災機能強化) 
【重点プロジェクト】 

3 箇所 Ａ  

  ●危機管理訓練事業 (防災啓発の場としての公園活用) 2 回 Ａ ＊ 

3-2 みどりが支える快適なまちづくり 

 3-2-1 みどりで快適なまちをつくります 

  ●公園維持管理事業 (樹木維持管理) 

【重点プロジェクト】 
実施 Ａ  

  ●街路樹等維持管理事業 (街路樹維持管理) 
【重点プロジェクト】 

実施 Ａ  

  ●河川維持管理事業 (樹木維持管理) 
【重点プロジェクト】 

実施 Ａ  

 3-2-2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくります 

  
●環境学習情報館運営事業 (みどりのカーテン設置) 

令和 4 年度に環境学習情報館 2 階ベランダ

で実施（令和 5年度は改修のため未実施） 
─ ＊ 

  ●水防対策事業 (雨水流出抑制の推進) 指導件数 247 件 ─  

＊：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業が一時的に休止した年度がある事業 
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基本方針 4 みどりをみんなで守り育て伝えます 

基本方針 4に関わる主な事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業

が一時的に休止した事業（2 事業）もみられましたが、それ以外の事業は、概ね計画どおり事業

が実施され、Ａの評価が大半を占めています。 

4-1-1 の「ＣＩＧ民間緑化推進事業(みどりの基本計画推進会議)」では、江東区みどりの基本

計画推進会議のほか、部会も月 1 回ペースで開催されており、みどりのまちづくりに関する提案

や緑化イベントへの参加等、活動が活発に行われています。こういった活動を持続的に江東区の

みどりのまちづくりへ活かしていくため、位置付けや仕組みづくり、計画や施策へ反映していく

ことが求められます。 

事業検討段階にある 4-2-1 の「ＣＩＧ民間緑化推進事業 (みどりの顕彰制度)」については、

今後、事業実施に向け具体的な検討が求められます。 

 
評価 Ａ:達成度 80％～100％ Ｂ:達成度 50％～79％ Ｃ:達成度 0～49％ ─：定量的な評価が難しいもの 

施
策
の

柱 

施
策 

主な事業 
■：重点プロジェクトに関連する事業 
●：継続して実施している事業 

★：前期で今後実施(充実)すべきと位置付けた事業 

令和 2 年度～令和 5 年度 

備考 
実績 評価 

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり 

 4-1-1 みんなでみどりを守り育てます 

  ●自然とのつきあい事業 

 (ポケットエコスペース維持管理助成) 
助成の実施 Ａ  

  

●企業のみどりに関する社会貢献活動 

民間による取組（新木場駅前チャリティーハーブガー
デン（ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）、

再生の杜（清水建設株式会社技術研究所）、フジクラ
木場千年の森（株式会社フジクラ）） 

 

  
●緑のリサイクル事業 (剪定枝等チップ化及び堆肥化) 

公園や街路樹等から発生した剪定枝等をチ
ップ化・堆肥化し、資材として活用 

Ａ  

  ●住宅団地のみどりの保全と創出 民間による取組  

  ★ＣＩＧ民間緑化推進事業 
 (みどりの基本計画推進会議) 

推進会議開催：11 回 Ａ  

 4-1-2 次世代を担うみどりの人材を育てます 

  

●ネイチャーリーダー講座 

ビオトープ保全体験会：4 回 

自然観察会：8 回 講演会：5 回 
展示会：4回 

Ａ  

  
●エコ・リーダー養成事業 

講座の実施 初級編・上級編 

（令和 2年度は休止） 
Ａ ＊ 

  
●江東エコキッズ 

こども向け環境講座・イベント開催：26回

（令和 3年度は休止） 
Ａ ＊ 

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり 

 4-2-1 「みどりの中の都市(ＣＩＧ )」のことをもっと広めます 

  ●ＣＩＧ民間緑化推進事業 (イベントの開催) イベント開催：18 回 Ａ  

  ★ＣＩＧ民間緑化推進事業 (みどりの顕彰制度) 制度導入に向け課題等を検討 ─  

 4-2-2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます 

  ●環境学習情報館運営事業 (環境学習講座) 環境学習講座：136 回 Ａ  

  
●庁舎維持管理事業（みどりのカーテン） 

本庁舎 2階ピロティにゴーヤ、朝顔、ヘチマ等の苗を
46 株植えている。 

 

  ●ＣＩＧ民間緑化推進事業 
 (緑被率調査・緑視率調査・みどりの実態調査) 

令和 4 年度実施（1 回/5 年） Ａ  

＊：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業が一時的に休止した年度がある事業 
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（４）「江東区みどりの基本計画推進会議」における意見 

「江東区みどりの基本計画推進会議」では、主に以下のような意見が挙げられています。 

 区分 主な意見 

 

社

会

情

勢

の

変

化

等 

健康・福祉 

（ウェルビーイング） 

◆コロナ禍を経てウェルビーイングが重要視されるようになり、みどりを

健康増進、心身のリフレッシュ等に活用していくことが重要 

温暖化対策・気候

変動・災害への対

応 

◆緑地での都市型水害（内水氾濫）対策、公園の防災機能の強化、コミュニ

ティレジリエンス、平常時から舟運の活用による災害時の機能の維持等

が重要 

生物多様性 ◆多様な主体と連携したネイチャーポジティブ実現に向けた取組が重要

（ポケットエコスペースの維持管理、民間緑地の認証制度登録促進等） 

◆次代を担うこども達等への環境教育が重要 

民間緑地認証・民

間投資 

◆事業者のなかには、ＳＤＧｓ・ＥＳＧ経営の観点から、公共空間での地域

貢献や自社の企業緑地の有効活用を模索する動きがみられ、きっかけづ

くりやマッチングのような支援の仕組みが必要 

グリーンインフラ ◆公園等の防災機能の強化については、グリーンインフラの観点から重要 

◆雨庭は民間でも取組が活発化 

デジタル技術の活

用（ＤＸ） 

◆イベントの申込みや情報発信におけるデジタル技術の活用が重要 

◆取組の見える化、公園・樹木等のデータのオープンデータ化 

 

 

 

 

 

 

計

画

の

推

進

等 

情報発信 ◆ＣＩＧ の取組等の認知度向上、参加促進につながる情報発信の充実、事

業者やボランティア等の活動の積極的な紹介、情報を整理・集約するポー

タルサイト、プロモーションの方法等の検討が必要 

連携・協働の場づ

くり 

◆区民・事業者、行政等、多様な主体が連携・情報共有できる仕組みの構築 

◆企業にとってインセンティブにつながる表彰制度等が必要 

◆庁内においても関係各課の更なる連携が重要 

パークマネジメン

ト/公園整備・利用 

◆公園を使いこなす、公園を育てていくという観念から、将来的な視点、経

営的な視点も含め、今後は、パークマネジメントが重要 

◆地域特性、歴史・文化の伝承、防災機能、多様化するニーズ等に対応でき

る公園づくりを更に取り組むことが重要 

◆こども達の遊びや自然と触れ合える場等として公園機能の拡充が重要 

みどりの基本計画

推進部会 

◆部会では産官民が集まる貴重なプラットフォームが構築されている 

◆部会の活動を持続的に江東区のみどりのまちづくりへ活かしていくた

め、位置付けや仕組みづくり、計画や施策へ反映していくことが重要 

既存のみどりや樹

木の保全・更新等 

◆民有地を含めた既存樹木等の保全・更新、維持管理方法の検討（開発時の

伐採、管理不足等による消失等を防止）が必要 

◆民有地の緑地に対するサポートやアドバイスが必要 

◆公園の樹木や街路樹等においては、維持管理のガイドライン等が必要 

◆公共施設の改築等を行う際には、既存樹木の移植等による保全について

も検討が必要 

水辺空間 ◆水辺・潮風の散歩道等の水辺空間の有効活用が重要 

◆平常時における防災船着き場の有効活用が必要(にぎわい創出等) 

ボランティア等に

対する支援 

◆コミュニティガーデン活動を発展させていくためには、地域の保育園等

の他セクションとの連携が必要。また、ボランティアの呼び込みや活躍し

てもらうこと方法を横断的に考えることが必要 

事 業 評 価 等 
◆中間時点での事業評価は、実施の有無だけでなく、目標に対しての貢献度

を評価・分析することが必要 
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３ みどりに関する区⺠アンケート 
令和 6 年 8 月～9 月に、18 歳以上の区民 1,350 人を対象に、みどりに関するアンケート調査を実

施しました。 

調査の結果、みどりの満足度については、「十分満足している」「ほぼ満足している」の合計が

63.2％でした。一方、「やや不満である」と「大いに満足がある」の合計は 15.5％でした。 

みどりに満足している理由としては、「身近に公園が整備されている」が最も多く 74.2％を占め、

「河川や運河沿いのみどりが多い（53.9％）」、「身近に自然が多い（48.8％）、「道路沿いのみど

りが整備されている（30％）」と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度の調査結果と比較すると、みどりの満足度については、「十分に満足している」と「ほ

ぼ満足している」の合計が、61.4％から 63.2％に増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

十分満足

している, 
13.1%

ほぼ満足してい

る, 50.1%

どちらともいえな

い, 20.1%

やや不満が

ある, 14.3%

大いに不満があ

る, 1.2%
無回答, 1.2%

48.8%

74.2%

30.0%

53.9%

1.8%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

身近にみどりが多い

身近に公園が整備されている

道路沿いのみどりが整備されている

河川や運河沿いのみどりが多い

その他

無回答

11.3%

13.1%

50.4%

50.1%

21.8%

20.1%

12.5%

14.3%

3.0%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年度

令和6年度

十分満足している ほぼ満足している どちらともいえない

やや不満がある 大いに不満がある 無回答

みどりの満足度 

【出典】みどりに関する区民意向調査（令和 6 年度） 

みどりに満足している理由 

【出典】みどりに関する区民意向調査（令和 6 年度） 

みどりに対する区民満足度の比較 

【出典】みどりに関する区民意向調査（平成 31 年度、令和 6 年度） 
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「みどりがあってよかったと感じるとき」については、「季節を感じられる（85.1％）」が最も多

く、次いで「みどりのある景色に癒される（80.2％）」、「美しいまちなみが保たれていて気持ちい

い（57.4％）」、「快適に暮らせる（45.8％）」が続きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 江東区長期計画 区民アンケート結果（抜粋） 

令和 6年 1月～2 月に、18 歳以上の区民 3,000 人を対象に江東区長期計画区民アンケート調査を

実施しました。 

調査の結果、水辺と緑の満足度については、「満足している」「どちらかといえば満足している」

の合計が 71.9％でした。 

 

あなたは、江東区内の水辺と緑に満足していますか。 

 

 

 

 

 

 

45.8%

85.1%

37.9%

33.5%

31.2%

36.4%

16.0%

14.6%

80.2%

11.7%

23.9%

17.8%

21.3%

34.1%

29.2%

57.4%

39.9%

2.6%

2.9%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

快適に暮らせる

季節を感じられる

生き物の豊かさを感じられる

子育てしやすい

こどもたちの環境学習に役立つ

健康づくりに役立つ

スポーツ活動が楽しめる

育てる・収穫する喜びが感じられる

みどりのある景色に癒される

多くの人と趣味を共有できる

みどりを通して近所の一体感が生まれる

文化的な活動ができる

野外活動を楽しめる

まちににぎわいが生まれる

江東区らしい個性が感じられる

美しい街並みが保たれていて気持ちいい

災害時の安全性が感じられる

その他

よかったと感じることは、あまりない

無回答

みどりがあってよかったと感じるとき 

【出典】みどりに関する区民意向調査（令和 6 年度） 

１ 満足している     25.4％    ２ どちらかといえば満足している  46.4％ 

３ どちらともいえない  17.1％    ４ どちらかといえば不満である    5.5％ 

５ 不満である       2.4％    ６ わからない            3.1％ 
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４ 本計画における新たな視点 
みどりを取り巻く社会情勢の変化、国・東京都・江東区の近年の動向及び「江東区みどりの基本計

画推進会議」における評価・点検等を踏まえて、本計画において新たに付け加える視点を以下のとお

りに整理します。 

 

視点 1 生活様式や価値観の変化・多様化に対応したみどりの活用 
 

社会情勢の変化、国・東京都・江東区の近年の動向、評価・点検等 

◆国や都の計画等において、公園等の緑地の意義・役割を重要視している。 

◆推進会議においては、地域特性や多様化するニーズ等に対応できる公園づくりの必要性が挙げられている。 
 

みどりやオープンスペースの重要性を再認識し、地域ニーズに応じた有効活用が必要 

 

視点 2 みどりの持つ多様な機能を活かしたまちづくりの推進 
 

社会情勢の変化、国・東京都・江東区の近年の動向、評価・点検等 

◆世界的な地球温暖化対策、気候変動への適応策の強化（ＣＯ２吸収源対策、暑熱対策、頻発する自然災害等への

対応）やネイチャーポジティブ(自然再興：自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させ

ること)の実現に向けた取組の強化が進められている。 

◆区においても、自然との共生・脱炭素社会への転換に向けた取組の強化を進めている。（「ゼロカーボンシティ

江東区実現プラン」、「（仮称）江東区生物多様性地域戦略」等）。 
 

みどりの多様な機能の発揮による地域における複合的な課題の解消が必要 

 

視点 3 グリーンインフラの推進 
 

社会情勢の変化、国・東京都・江東区の近年の動向、評価・点検等 

◆国では、グリーンインフラの目指す姿や取組に当たっての視点を示すとともに、官と民が両輪となって、あらゆ

る分野・場面でグリーンインフラを普及・ビルトインすることを目指した「グリーンインフラ推進戦略 2023」を

策定した。 

◆みどりの基本計画においても、グリーンインフラ（みどりの機能）を活用することで、「みどりの中の都市（CITY 

IN THE GREEN）」を実現していくこととしている。 
 

自然環境が有する様々な機能をインフラ整備等に更に活用することが必要 

多様な主体の参画により、グリーンインフラの持つ機能を更に発揮することが必要 

 

視点 4 デジタル技術の活用やシティプロモーションによるみどりの魅力発信 
 

社会情勢の変化、国・東京都・江東区の近年の動向、評価・点検等 

◆区では、デジタル技術の活用やシティプロモーションを推進するための組織改正が行われた。 

◆推進会議においては、ＣＩＧ の取組等の認知度向上、参加促進につながる情報発信の充実の必要性が挙げられ

ている。 
 

デジタル技術の活用も含め、区内外へ江東区のみどりの魅力を 

積極的かつ戦略的にプロモーションすることが必要 

 

視点 5 多様な主体との協働による取組の強化 
 

社会情勢の変化、国・東京都・江東区の近年の動向、評価・点検等 

◆推進会議においては、多様な主体が連携・情報交換できる仕組みの構築や顕彰制度の事業化に向けた具体的な検

討が求められている。また、区民・事業者・区で構成する部会の活動も活発に取り組まれている。 
 

多様な主体との連携・情報共有、情報発信の充実、 

顕彰制度等による企業取組意欲の向上等が必要 
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５ 新たに対応が求められる課題 
本計画は、前期の中間見直しという視点から、江東区のみどりの現状、前期における施策の進捗状

況、みどりに関する区民アンケート、本計画における新たな視点、上位・関連計画との整合等を踏ま

えて、「新たに対応が求められる課題」を整理します。 

また、これまで順調に進められてきた施策については、令和 11年度の目標達成に向け、継続して

取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本計画の課題 

 
江東区のみどりの現状 前期における施策の進捗状況 

 

本計画における新たな視点 

 

 

新たに対応が求められる課題 

（１）新たなみどりの創出とみどりの保全・維持が必要 

（２）ネイチャーポジティブの実現に向けた取組が必要 

（３）地球温暖化、気候変動への適応等の複合的な課題 

解消に向け、グリーンインフラの推進が必要 

（４）江東区に訪れてみたい、住みたい、住み続けたい

と思ってもらう取組が必要 

（５）区民・事業者・行政の協働による取組を加速して

いくことが必要 

新たに対応が求められる課題の解消、施策の継続等による「みどりの機能」の拡充を図り、 

「満足度・生活の質の向上（ウェルビーイング）」に貢献 

みどりに関する区民アンケート 

 

 

前期の施策の進捗状

況(評価・分析)等を踏

まえ、継続すべき施策

は、令和 11 年度の目

標達成に向け、引き続

き継続 

 

視点 2 視点 1 視点 3 視点 4 視点 5 

上位・関連計画との整合、連携 

・江東区長期計画（R7.3 改定予定） 

・江東区環境基本計画（R7.3 策定予定） 

・(仮称)江東区生物多様性地域戦略（R8.3 策定予定） 

 等
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（１）新たなみどりの創出とみどりの保全・維持が必要 

これまでも、みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現に向けて、区民・事業者・区それぞ

れが、主体的に緑化に取組を推進しています。区全体の緑被率、緑視率はともに向上していますが、

緑視率については、令和 11 年度の目標値に対して現状値が低い状況にあります。目標値達成に向

けては、様々な手法を活用して新たなみどりを創出していくとともに、既存のみどりの保全や適切

な維持管理が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 緑化活動の更なる推進が必要 

  国では、最も日常生活に身近なＣＯ２吸収源対策として都市緑化が位置付けられており、江東

区がゼロカーボンシティの実現を目指す上でも、区民・事業者との協働のもと更なる緑化の推

進が必要です。また、地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和等にもつながります。 

  緑被率・緑視率ともに低く、未利用地が少ない地域等においては、屋上緑化、壁面緑化、ベラ

ンダ緑化、フェンス緑化等を更に推進していくことが必要です。 

  現在、屋上緑化等に対する助成を行っていますが、助成対象とならないケースもみられ、今後

は、ニーズに即した、より利用しやすい制度への見直し等を検討し、区民・事業者の緑化活動

を支援していく必要があります。 

 

関連する本計画における新たな視点 視点 2 

関連する主な施策 1-2 みどりを活かしたまちなみづくり 

 

② 災害に強いまちづくりとあわせた新たなみどりの創出が必要 

  水辺や大規模な公園等、江東区の強みを活かした災害に強いまちづくりを進める必要があり

ます。 

  災害時に火災延焼等の危険性が高い木造住宅密集地域については、東京都と連携しながら、公

園や広場等のオープンスペースの確保を進めていく必要があります。 

  江東区では、今後とも臨海地域を中心に開発等が進むことが予想されるため、エリアまちづく

りの検討等を通し、地域の特色等を活かした魅力ある新たなみどり(オープンスペース、クー

ルスポット等)を創出するとともに活用していく必要があります。 

関連する本計画における新たな視点 視点 1、視点 2、視点 3 

関連する主な施策 1-2 みどりを活かしたまちなみづくり 

3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり 

3-2 みどりが支える快適なまちづくり 

 

事業者による公開空地の整備イメージ 
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③ みどりの保全・維持が必要 

  屋上緑化では、屋上緑化箇所が減少している地域もみ

られ、管理不足等が要因として考えられます。今後は、

緑化完了後、整備された緑地が適切に維持管理される

ように新たな仕組み等を検討していくことが必要で

す。 

  建て替え等の際には、既存樹木等が伐採されることが

多く、既存樹木等の減少を防止するための新たな仕組

みや樹木の適切な更新のための仕組みづくりを進め

ていく必要があります。 

関連する本計画における新たな視点 視点 2、視点 5 

関連する主な施策 1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり 

1-2 みどりを活かしたまちなみづくり 

3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり 

 

（２）ネイチャーポジティブの実現に向けた取組が必要 

     生物多様性の保全やその恵みの持続的な利用は、多様な社会課題と関連しています。緑化とともに

多様な生きものが生息・生育できるネットワークづくりを進めてきましたが、ネイチャーポジティブの実

現に向けては、更なる取組を推進する必要があります。 

 

  令和 4 年 12 月に採択された「昆明・モントリオール生

物多様性枠組」を受け、国や都においても、ネイチャー

ポジティブ（自然再興）の取組が進められています。 

  江東区においても、令和 6 年度から「（仮称）江東区生

物多様性地域戦略」の策定に取り組んでおり、現況調査

等を実施しています。今後は、ネイチャーポジティブの

実現に向けて、当該計画との連携等を図りながら、生き

ものの生息の場となる樹林等の保全や水辺や緑地のネ

ットワーク化を推進していくとともに、多様な主体と連

携を図りながら、生物多様性の保全・回復に努めてくこ

とが必要です。 

  中央防波堤内で整備が進められている「都立海の森公園」は、令和 7 年 3月に開園が予定されて

おり、今後は、東京都と連携を図りながら、自然環境再生の場や環境学習拠点等としての活用を

検討していく必要があります。 

  「江東区都市計画マスタープラン 2022」において、海の森公園周辺は、「都心近傍で豊かな自然

を感じられるパークエリア拠点」として位置付けられています。今後は、若洲海浜公園との連続

性を活かしながら、豊かな緑に囲まれ、水を身近に感じられる生物多様性に富んだダイナミック

なパークゾーンの形成を目指していく必要があります。 

関連する本計画における新たな視点 視点 2、視点 5 

関連する主な施策 1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり 

4-1 みんなでみどりを守り育てます 

4-2 みんなでみどりを守り育てます 

 

竪川第一公園ポケットエコスペース 

写真出典：江東区ＨＰ 

写真挿入 
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（３）地球温暖化、気候変動への適応等の複合的な課題解消に向け、グリーンインフラの 

推進が必要 

地球温暖化を要因とする気温上昇や大雨等の頻発・激甚化、ヒートアイランド現象の進行等への

喫緊な対応が求められる中で、公共施設等の整備に当たっては、みどりの持つ多様な機能を活用し、

複合的な地域課題を解消していく必要があります。 

 

〈みどりの多様な機能の発揮による地域の複合的な課題の解消イメージ〉 

新たなみどりの創出と 

みどりの保全・維持 
 

地域課題の解消に貢献する 

みどりの多様な機能 
 地域課題解消 

○緑化活動の更なる推進 

○災害に強いまちづくりとあ

わせた新たなみどりの創出 

○みどりの保全・維持 

 

 

 

 〇ＣＯ２吸収・固定  

〇緑陰による日射遮断 

〇蒸発散作用による気温上昇

抑制 

〇雨水の貯留・浸透  

〇避難場所（公園等） 

〇樹木等による延焼遮断 

〇生きものの生息・生育の場 

等 

 ○地球温暖化の防止 

○暑熱対策 

（ヒートアイラインド現象

の緩和等） 

○頻発・激甚化する自然災

害の被害軽減 

○ネイチャーポジティブの

実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 長寿命化やマネジメント的視点を踏まえた公園の整備・改修が必要 

  近年の動向として、地域の課題や公園特性に応じ、公園のポテンシャルを更に引き出していく

ことが求められており、グリーンインフラとして保全・利活用を図る必要があります。 

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、健康増進、運動不足の解消や自然との触れ合い

に対する関心度が高まるとともに、頻発・激甚化する自然災害に対する安全性も求められるよ

うになり、公園等に対するニーズや求められる役割が多様化しています。 

  現在、江東区では公園長寿命化計画策定に向け調査・研究が進められていますが、公園に対す

るニーズが多様化する中で、江東区が目指す公園づくりの方向性や多様な主体との連携・協働

による管理運営等を含めた公園のマネジメントについても検討を進め、公園ポテンシャルを

更に引き出していく必要があります。 

 

 

 

 

 

出典︓環境省ＨＰ「ecojin」 
 

出典︓環境省ＨＰ「ecojin」 
 

出典︓会津若松市ＨＰ 
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〈生活様式や価値観の変化・多様化に対応したみどりの活用に対する考え方〉 

新型コロナウイルスを契機に

生活様式や価値観の変化 
 

みどりやオープンスペースの 

利用等の変化・重要性の再認識 

 生活様式や価値観の 

変化・多様化に対応した 

みどりの活用 

○テレワーク等により、時間

や場所に縛られない暮らし

方、働き方等が促進 

○「ウェルビーイング」とい

う考え方が浸透 

 ○自宅での時間が増え、運動不

足の解消・ストレス緩和の効

果が得られる場として活用 

○キャンプ等自然と触れ合う

需要の拡大 

○テレワーク、健康増進、レク

リエーションの場等、利用形

態が多様化 

 ○地域ニーズに応じ、街路空

間、公園・緑地、水辺空間、

民間緑地等、まちに存在す

る様々なみどりとオープ

ンスペースを柔軟に有効

活用 

 

 

関連する本計画における新たな視点 視点 1、視点 2 

関連する主な施策 2-1 みんなが楽しく使える公園づくり 

 

② 公園等の柔軟な利用に向けた取組を加速していくことが必要 

  令和 4年度より、年間を通し遊びやすい広場となることを目指し、芝生の中にあえて様々な植

物の種をまいた「原っぱ」を整備する「江東区立公園内原っぱ整備事業」を実施しています。 

  事業を実施した公園では、区民参加型の植物の種まきや植物観察 会等を近隣の児童館等と連

携して開催して、自然体験学習機会の創出や身近な公園に愛着がわく公園づくりを実施して

います。 

  より柔軟な公園利用方法を検討していくため、こども達の意見等も取り入れながら、安全で健

やかに過ごせる空間となる公園づくりを検討していきます。 

公園の活用事例 

公園 de 園芸療法 

（兵庫県立淡路島公園） 

公園内のコミュニティカフェ 

（神奈川県逗子市） 

園芸療法士による公園を活用した園芸療法プロ

グラムが行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区公園内に市民の交流の場とするためのコミ

ュニティカフェを設置。子育て・子育ち拠点に併

設されている。 

出典︓兵庫県淡路景観園芸学校園芸療法課程ＨＰ「<園芸療法課程修了生の活躍
>元教員からの活動報告「公園 de 園芸療法」」 
< https://www.awaji.ac.jp/htcp/topics/p_6816>（令和 6 年 7 月 16 日閲覧） 

出典︓逗子市ＨＰ「緑に囲まれた市⺠のふれあいの場 逗子コミュニティカフェ
「カフェちょこっと」」 
<https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kosodate/egao/1002588/1002996/1003017/100
3023.html>（令和 6 年 7 月 16 日閲覧） 

   

関連する本計画における新たな視点 視点 1、視点 2、視点 3 

関連する主な施策 2-1 みんなが楽しく使える公園づくり 

4-1 みんなでみどりを守り育てます 

https://www.awaji.ac.jp/htcp/topics/p_6816
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kosodate/egao/1002588/1002996/1003017/100
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③ 街路樹の維持管理を充実していくことが必要 

  街路樹は、みどり豊かな道路景観、緑陰による暑熱環境の緩和や災害時の延焼遮断帯等多様な

機能を持っています。 

  現在、区道においては約 20,000 本の街路樹が植栽されていますが、老齢化に伴う樹勢の衰え

等も見られることから、毎年、樹木健全度調査を実施し、倒木の危険性のある樹木については

伐採等を行っています。 

  今後は、街路樹の持つ機能の維持や向上等を踏まえ、倒木の恐れがある街路樹の計画的な伐採

や伐採後の対応等も含めた維持管理を行うために、更新計画等の整備を検討していく必要が

あります。 

関連する本計画における新たな視点 視点 3 

関連する主な施策 1-2 みどりを活かしたまちなみづくり 

3-2 みどりが支える快適なまちづくり 

 

④ 農体験の場の拡充が必要 

  区民農園の申込み倍率は高い状況が続いています。令和 6 年度には、砂町区民農園を新たに整

備し、現在は 4箇所の区民農園があります。 

  引き続き、区民が農体験できるよう、既存の農園については、利用者ニーズに即した適切な維

持管理を進めていくとともに、農体験の場の充実を図っていく必要があります。 

関連する本計画における新たな視点 視点 1、視点 3 

関連する主な施策 2-2 みどりを使ったコミュニティづくり 

 

（４）江東区に訪れてみたい、住んでみたい、住み続けたいと思ってもらう取組が必要 

訪れたい、住みたいまちづくりを進めていくためには、みどりを活用して、魅力あるまちなみの

形成や子育てしやすいまちづくりに取り組む必要がります。また、区民が愛着と誇りを感じられる

魅力あるみどりを創出していくためには、デジタル技術を活用し、みどりの魅力を集約・整理する

ことで、みどりの「見える化」を進めていくとともに、区内外にみどり魅力を積極的かつ戦略的に

プロモーションしていく必要があります。 
 

① 水辺をはじめとした様々なみどりの魅力を積極的かつ戦略的に発信することが必要 

  江東区は、小名木川、仙台堀川、竪川、横十間川等の河川や運河、親水公園等、水辺空間の豊

かさがひとつの特徴です。現在、水辺・潮風の散歩道の整備や運河ルネサンス等、地域や民間

等と連携した水辺の活用に取り組んでいますが、今後は、更にその魅力を向上していくため、

区民・事業者・行政等が連携し、水辺の積極的な利活用を検討していく必要があります。 

  また、「江東区都市計画マスタープラン 2022」では、都立海の森公園周辺を「都心近傍で豊か

な自然を感じられるパークエリア拠点」と位置付けており、今後は、みどりを有効活用した交

流拠点を目指していく必要があります。 

  江東区では、令和 6年度にデジタル技術の活用やシティプロモーションを推進するため、組織

改正を行いました。また、「江東区みどりの基本計画推進会議」では、ＣＩＧの取組等の認知

度向上、参加促進につながる情報発信の充実の必要性が挙げられています。 

  今後は、デジタル技術の更なる活用も含め、区民、事業者、行政等の多様な主体と連携し、区

内外へ江東区のみどりの魅力を積極的かつ戦略的に発信していく必要があります。 
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〈みどりの魅力を積極的かつ戦略的に発信した場合に期待される効果〉 

デジタル技術の活用やシティプロモーション

によるみどりの魅力発信 

 
期待される効果 

取組例・イメージ 

○ＳＮＳ等による「水彩都市・江東」の魅力を

発信 

○みどりの魅力発見に向けたマップやＨＰづ

くり(みどりに特化したポータルサイト等) 

○区民・事業者との協働によるみどりのまちづ

くりに関するプロモーション動画の作成・発

信 

○区民・事業者等と連携したイベント等の開催 

○みどりのまちづくりに関する官民の多様な

データのオープンデータ化 

 ○インバウンド、区外からの来訪者等の増

加 

○住みたいまち、住みつづけたいまちへ 

○区民等による公園等のみどりの活用促進 

○区民・事業者等のみどりの活動等への参

加促進 

 

地域のみどりへの愛着・誇り、観光振興、

にぎわいの創出、コミュニティ形成、経

済活性化 等 
 

 

事例：流山市ブランディングプラン（千葉県流山市） 

「都心から一番近い森のまち」を目指すまちのイメージを掲げるとともに、子育て世帯を対象に

「母になるなら、流山市。」｢父になるなら、流山市。」のキャッチフレーズでＰＲ活動を実施。 

流山ならではのライフスタイルの数々を紹介するブランディングサイト「ながれやま Style」を運

用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：流山市ＨＰ ながれやま Style 

 

関連する本計画における新たな視点 視点 1、視点 4 

関連する主な施策 1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり 

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり 

 

② 東京 2020 大会のレガシーを継承してくことが必要 

  東京 2020 大会の開催を契機に、臨海部を中心とし 10 

の競技会場（新規恒久施設 4、仮設施設 4、既存施設 

活用 2）が設置されたほか、おもてなしガーデニング

講座等を開催し、競技施設周辺の緑化等を通して、「花

とみどりでおもてなし」をする機運づくり等が行われ

ました。 

  「花とみどりでおもてなし」の機運づくりとして、 

「ＣＩＧ民間緑化推進事業 (おもてなし緑化)」、「こ

うとう花いっぱい運動」の事業が令和 3 年度まで実施

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

会場となった海の森でのカヌー大会 

写真出典：江東区ＨＰ 
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されていましたが、その後、事業が終了しています。 

  今後は、東京 2020 大会のレガシーを継承していくため、会場となった公園やスポーツ施設等

を、区民の身近なスポーツやレクリエーション等の場として、更に有効活用してくことが必要

です。 

  また、「花とみどりによるおもてなし」により整備された花壇は、現在、コミュニティガーデ

ンとして、地域のボランティアの方々の活動の場となっています。 

 

関連する本計画における新たな視点 視点 4 

関連する主な施策 1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり 

 

③ みどりを活用して、魅力あるまちなみの形成や子育てしやすいまちづくりが必要 

  みどりに関する区民アンケートでは、「みどりがあるところで美しいまちなみが保たれていて

気持ちいいと思う区民の割合」が平成 30 年度の数値から低下しているため、公園や街路樹等

の適切な維持管理を行うとともに、花や緑を活用した魅力あるまちなみの形成を図っていく

必要があります。 

  また、「みどりがあることで子育てしやすいと思う区民の割合」も平成 30 年度の数値から低

下しているため、公園等を活用して、こどもが自然に触れられる機会や体を動かして遊べる場

所を創出していく必要があります。 

  みどりを活用した子育ての場としては、協働事業提案制度で採択された「みどりの子育て支援

事業」の一環で、令和 6年度及び令和 7年度に、区内ＮＰＯ法人との協働により、親子で、身

近な自然と触れ合いながら、ゆったり楽しく過ごせる居場所「外遊び型みどりの子育てひろば」

が区内 3 公園で行われており、こうした取組を推進していく必要があります。 

 

関連する本計画における新たな視点 視点 1、視点 2、視点 4 

関連する主な施策 1-2 みどりを活かしたまちなみづくり 

1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり 

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり 

 

（５）区民・事業者・行政の協働による取組を加速していくことが必要 

   中間見直し時点の評価、点検においては、取組が進んでいない施策や更なる推進が必要な施策の

取組を進めることが求められています。区だけでは、取組を推進することが難しい施策について、

区民・事業者・区の協働により調査、検討することで、取組を推進していく必要があります。 
 

① 緑化活動を推進していくため、その重要性を伝える機会の充実が必要 

  令和 11 年度の目標値達成に向けて、区民・事業者との協働により緑化活動を更に推進してい

くため、その重要性を伝えるイベント等の機会とその内容を充実していく必要があります。 

  また、ＳＮＳ等を積極的に活用し、みどりの重要性やイベント等の情報を積極的かつ広く発信

していく必要があります。 

関連する本計画における新たな視点 視点 4、視点 5 

関連する主な施策 4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり 
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② 江東区みどりの基本計画推進会議における部会の位置付けや仕組みづくりが必要 

  「江東区みどりの基本計画推進会議」では部会を組織し、月 1回ペースで活動が行われ、みど

りのまちづくりに関する提案や緑化イベントへの参加等の活動が活発に行われています。 

  今後は、この部会の活動を江東区のみどりのまちづくりに活かし、区内へとその取組等を広げ

ていけるよう部会の位置付けや仕組みづくりが必要です。 

〈部会の活動状況及び協働による取組の強化への活用イメージ〉 

多様な主体との協働による 

取組の強化 

 江東区みどりの基本計画推進会議の 

部会の活動状況 

取組例・イメージ 

○区民・みどり活動団体・事業者・

行政等の多様な主体との連携体制

の構築により、計画の推進 

○情報共有・情報発信方法の検討 

○多様な主体の交流機会の拡充 

○顕彰制度等の制度化、制度化後の

選定等への参画 

  

 

 

 

 

 

関連する本計画における新たな視点 視点 5 

関連する主な施策 4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり 

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり 

 

③ 顕彰制度等の制度化による協働による取組意識の向上が必要 

  制度等について検討段階にある「民間緑化顕彰制度(建築物の緑化に対する顕彰)」、「江東区

みどり 100 景」、「みどりの顕彰制度（みどりに関する活動に対する顕彰）」については、具

体化を進め、顕彰等による区民や事業者等の緑化に対する取組意識の向上やみどりに対する

愛着・誇り等の意識の醸成を図っていく必要があります。 

  さらに、顕彰された建築物の緑化や活動及び江東区みどり 100 景に選定されたみどりは区内

外へと積極的に情報発信し、江東区のみどりの魅力を発信するツールとして有効活用してい

くことが必要です。 

関連する本計画における新たな視点 視点 4、視点 5 

関連する主な施策 1-2 みどりを活かしたまちなみづくり 

1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり 

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり 

 

④ 森林環境贈与税の有効活用が必要 

  令和元年から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境譲与税が市区町

村へ譲与され、令和 6 年度から森林環境税（国税）が課税されています。 

  森林環境譲与税は、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の

促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関する施策に充てることを目的としており、この目

的を踏まえ、区では公共施設の木質化にかかる経費に充当し、木材利用の促進を図っています

が、今後、更なる活用方法を検討していくことが必要です。 

関連する本計画における新たな視点 視点 2、視点 5 

関連する主な施策 4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり 

 

 

有効活用 

部会の様子 まち歩きや現場視察 

イベントへの参加 
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ＣＩＧビジョン（基本方針） 

第３章 
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第３章 ＣＩＧビジョン（基本方針） 

１ 計画の理念 

前期に引き続き、「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」を本計画のテーマとします。 

みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現には、区民・事業者・区それぞれが主体的に、緑

化に取り組む必要があります。一人ひとりが自分のこととして緑化活動に取り組むことで、みどり

への愛着や誇りを醸成します。そうすることで、江東区全体がみどりの中の都市として、憩いのある

都市空間を創出し、区民生活の質の向上を図るとともに、安全・安心なまちづくり、地球温暖化やヒ

ートアイランド現象の抑制等、地域課題の解消にも貢献することを目指します。 

 

 

  江東区基本構想（平成 21 年 3 月策定） 

「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」 

みどりの基本計画のテーマ 

「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」 

江東区長期計画（後期） 

（令和 7～11 年度） 

施策の大綱 1：水と緑豊かな地球環

境にやさしいまち 

江東区みどりの基本計画 

（令和 2年 3 月策定） 

基本理念：みどりの中の都市（CITY 

IN THE GREEN）の実現 
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江東区が実現を目指す「CITY IN THE GREEN」とは・・・ 

江東区は南に東京湾、西に隅田川、東に荒川、まちなかを縦横に走る河川や運河に囲

まれ、東京でも例のない水辺に恵まれたまちです。また、水辺を活かした親水公園や大

きな樹木が育った大規模な公園、「材木のまち」として栄えた文化を伝える公園等、特

色ある公園にも恵まれ、1人当たりの公園面積は東京都特別区の中で 3番目に高い水準

を誇ります。こうしたみどりは、将来に引き継ぐべき江東区の貴重な資産です。 

「CITY IN THE GREEN」とは、江東区が目指すみどりのまちづくりの基本となる考え

方であり、「都市の中のみどり」ではなく、「みどりの中の都市」をイメージしています。 

具体的には、みどりの資産を大切に守り、育てていくとともに、集合住宅での緑化や

新たに建設される高層マンション等、まちなかのあらゆる場所での緑化を進めること

で、まち全体がみどりに囲まれた「水彩都市・江東」が実現している姿をイメージして

います。 

また、みどりの中の都市で、みんながみどりをライフスタイルに取り入れ、みどりの

豊かさを実感しながら、楽しく暮らしている姿もイメージしています。 

江東区が実現を目指す「CITY IN THE GREEN」のキャッチフレーズとして、「CIG」と

いう言葉を積極的に情報発信していきます。 

江東区観光キャラクター コトミちゃん 

江東区 CITY IN THE GREEN 実現のイメージ 

【出典】江東区ＣＩＧビジョン 
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２ みどりの将来構造 

前期の将来構造の考え方である「みどりの動脈」、「みどりの拠点」、「みどりのみち」、「みど

りの網」の考え方及び「江東区都市計画マスタープラン 2022」の「回遊性の高い水辺と緑のネット

ワークの方針図」を踏まえつつ、新たに整備された公園・緑地等も含めて位置付けを再整理するとと

もに、将来構造実現の方向性を具体的に示します。 

区の特徴である、東京湾や荒川、隅田川、小名木川を「みどりの動脈」、地域の中心となる公園・

緑地を「みどりの拠点」として位置付け、自然環境の保全やみどりの多様な機能の向上により、江東

区の骨格となるみどりの充実を目指します。 

また、「みどりの拠点」と「みどりの動脈」を河川・運河、親水公園、幹線道路の街路樹、緑道等

の「みどりのみち」でつなぐことで、環境、生物多様性、防災等をはじめとするみどりの多様な機能

が発揮できる「みどりのネットワーク」を充実させます。 

さらに、区全域で様々な緑化施策を推進し、区全体に「みどりの網」を張り巡らせ、みどりの機能

＝グリーンインフラを活用することで、「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」を実現してい

きます。 

 

区分 設定の考え方 凡例 将来構造実現の方向性 

みどりの

動脈 

広域的な環境を

支える海や河川

及び区の骨格を

形成している河

川 

 東京湾や河川は、まとまりのある貴重なオープンスペ

ースであり、生きものの生息可能な自然環境となって

います。特に東京湾からの新鮮な空気がまちに流れる

ことで、快適な都市環境が形成されています。こうし

た自然環境を保全するとともに、水辺を活かしたみど

りの美しい景観の形成を目指します。 

また、水辺を活かした施設づくりやレクリエーション

利用、水辺のにぎわい創出を進め、水辺の魅力向上を

目指します。 

みどりの

拠点 

みどりの多様な

機能を発揮し、

地域の中心とな

る公園緑地 

 市街地における貴重なクールスポットとして、また、

生きものの生息・生育場所としてまとまりのある緑地

や健全な樹木の生育の推進、防災意識を高めるととも

に災害時に安心して避難できる防災活動の中核を担う

拠点としての機能の充実、国内外の人が楽しめる環境・

レクリエーション拠点としての空間の整備等、地域の

中心的なみどりの拠点として多様な機能の向上を目指

します。 

みどりの 

みち 

みどりの動脈や

みどりの拠点を

つなぐ河川・運

河、親水公園、

幹線道路、緑道 

 みどりの動脈やみどりの拠点をつなぐ河川・運河、親

水公園、幹線道路、緑道では、区民・事業者・区の協

働による緑化を進め、風の道の形成やエコロジカルネ

ットワーク、避難路の確保等、環境改善、生物多様性、

防災をはじめとするみどりの多様な機能を発揮する

「みどりのネットワーク」の形成を目指します。 

みどりの

網 

区全域（区全体

に網目状のみど

りを増やす観点

から） 

 
区全域において、公共施設、大規模集合住宅等の緑化

を進めるとともに、住宅地や工業地等でも接道部緑化

や壁面緑化、屋上緑化といった様々な緑化施策を推進

することによって、みどり豊かな美しいまちを目指し

ます。 
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みどりの将来構造 

都市マス P81 との整合 
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みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）実現のイメージ 

公園や緑地では、レストランや売店の設置等、

魅力あるにぎわいづくりが進んでいます。 
風の道を通して心地よい風

がまちに流れ、木々の緑陰

の中で快適に過ごせます。 

水辺・潮風の散歩道によ

り、みどりのネットワー

クが形成されています。 

水辺が日常的な運動の場となり、

健康づくりに役立っています。 

ガーデニング講座を通して、ベランダ等でみ

どりを育てる楽しさが広がっています。 

四季折々の魅力ある

景観を楽しめます。 

社寺林等、地域の歴史

ある樹木や樹林地が守

られています。 
公園では、マルシェやイベン

ト、プレーパーク等が開催さ

れ、楽しんでいます。 

ポケットエコスペースにより、

生物多様性が保たれています。 

区民参加型みどりの調

査を通して、環境教育

が行われています。 

運河ルネサンス等のイベ

ントにより、まちづくり

と一体となった水辺が活

用されています。 

建物の屋上や壁面の緑化

が進んでいます。 
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コミュニティガーデンでは花

や緑を育てるたくさんのボラ

ンティアが活躍しています。 

講座や学校教育との連携に

より、みどりを守り育てる

人材が活躍しています。 

カヌー・カヤック等、水

辺を活かしたスポーツに

身近に親しめます。 

オープンスペースや避難路

が確保され、災害に強いま

ちづくりが進んでいます。 

農園等で農作物を

育てています。 

公園等を舞台に、スポーツ

や健康づくり等のイベント

が行われています。 街路樹や公園の樹木が美

しく保たれています。 

様々な主体によるみど

りの保全や環境教育が

行われています。 

みどりのリサイクルに

より、堆肥や木工材と

して活用しています。 

公園では、キャンプやバ

ーベキュー等を楽しみ、

にぎわっています。 
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３ 基本方針 

本計画では、みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現に向けて、前期に引き続き、以下の

4 つの基本方針を設定しています。 

 

 

東京湾に接するとともに区内を河川や運河が流れる等、“水辺”は江東区の大きな特徴です。こう

した水辺を活かしたみどりのネットワークづくりやまちなかでの緑化、緑地の適正な維持管理や保

全を進めることで、みどり豊かなうるおいのあるまちなみを形成していくとともに、生物多様性の

保全・回復に向けた取組を充実していきます。 

同時に、歴史・文化資源を活かしたにぎわいづくりを展開することで、みどりを水彩都市・江東の

魅力づくりに活かしていていきます。 

 

 

親水公園やスポーツ施設のある公園、歴史・文化を伝える公園等、区内には多様な公園がありま

す。こうした各公園や地区の特徴を活かした公園づくりを、多様化するニーズやマネジメント的視

点を踏まえるとともに、区民・事業者等との協働により進めることで、みどりを保全しながら、みん

なが楽しく公園を活用できる環境を整え、子育てや健康づくり等、暮らしの中にみどりがある新た

なライフスタイルを実現していきます。 

また、みどりを育む機運を高め、公園だけでなく道路の植栽帯やベランダ、オープンスペース等の

様々な場所で、緑化活動の活性化を図るとともに、事業者や NPO 等との連携により、区民からのニー

ズの高い農体験の機会を拡充することで、多様なみどりを活かしたコミュニティづくりを進め、み

どりをより柔軟に使えるようにしていきます。 

 

 

大規模な公園等が避難場所として位置付けられています。一方、区内には木造住宅密集地域がみ

られる等、防災性を高める必要があります。そのため、オープンスペースの確保や安全な避難路の確

保等、安全を支えるためにみどりを充実していきます。 

また、地球温暖化やヒートアイランド現象を緩和するとともに、熱中症の予防等ヒートアイラン

ド現象へ適応するために、クールスポットや風の道の形成等により涼しさを感じられる環境づくり

を進める等、生命を支えるためにみどりを充実していきます。 

さらに、自然環境が有する多様な機能を様々な地域課題解決に活用するグリーンインフラを推進

することで、みどりを安全と生命を支えるために活かしていきます。 

 

 
みどりを守り、育てていくためには、区民、事業者、区が協働して緑化を進めていく必要がありま

す。そのために、多様な主体が連携・情報交換等できる場や仕組みを構築し、区民や事業者によるみ

どりの保全・創出活動を支援するとともに、次の世代を担う人材育成を進め、持続可能なみどりのあ

る暮らしを実現していきます。 

また、こうしたみどりの活動の輪を広げ、にぎわい創出やより住みやすい都市としていくために、

みどりの大切さや魅力をみんなで共有することを目指し、区で進めているＣＩＧの取組や区民や事

業者によるみどりの活動等を、区内外へ積極的かつ戦略的に情報発信することで、みどりをみんな

で守り育て伝えていきます。 

基本方針 1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 

基本方針 2 みどりをより柔軟に使えるようにします 

基本方針 3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

基本方針 4 みどりをみんなで守り育て伝えます 
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４ 目標 

前期においては、みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現に向けた取組を展開する上で、

計画年次である令和 11年度における目標として、「計画の達成状況を示す目標」と「区民評価に関

する目標」を設定しています。また、後期において新たに対応が求められる課題を踏まえ、新規の目

標を追加します。 

 

※江東区に帰属した中央防波堤埋立地を含んだ緑被率は 20.6％（平成 29 年度） 

指標 
基準値 

（平成 30 年度） 

令和 6年度 

現状値 

令和 11 年度 

目標値 

（１）
計
画
の
達
成
状
況
を
示
す
目
標 

緑被率 
18.7％※ 

（平成 29 年度） 

21.01％ 

（令和 4 年度） 
22％ 

緑視率 16.3％ 
17.2％ 

（令和 4 年度） 
22％ 

水辺・潮風の散歩道の 

整備率 

58％ 

（令和元年度） 

61.17％ 

（令和 5 年度） 
65％ 

公園面積 438.1ha 

515.1ha 

（令和 6 年 4 月

1 日時点） 

550ha 

公共施設の緑化済み面積割合 ― 調整中 調整 

区民・事業者による新たな緑化面積 52,599 ㎡ 
91,048 ㎡ 

（令和 5 年度） 
― 

（２）
区
民
評
価
に
関
す
る
目
標 

みどり（水辺と緑）に満足している区

民の割合 

74.4％ 

(令和元年度) 
72.7％ 80％ 

みどりがあることで美しいまちなみが

保たれていて気持ちいいと思う区民の

割合 

61.2％ 57.4％ 70％ 

みどりがあることで子育てしやすいと

思う区民の割合 
44.5％ 33.5％ 50％ 

みどりがあることで災害時の安全性が

感じられる区民の割合 
43.9％ 39.9％ 60％ 

みどりに関する活動に取り組んでいる

区民の割合 
43.6％ 30.6％ 50％ 

(3) 
新
規
目
標 

江東区ではみどりに親しむ機会がある

と回答した区民の割合 
― 66.1％ 70％ 

生物多様性の内容を知っている区民の

割合 
― 39.8％ 70％ 
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（１）計画の達成状況を示す目標 
計画に基づき、みどりを保全・創出することで CIG を実現していくために、計画の達成状況を評価

する目標を設定しています。 

 
 

  緑被率とは、区全体の面積に占める緑被地面積の割合

を計測した値です。 
  緑被率が約 30％以上であると一般的に良好な都市環

境であると言われています。区内で緑被率が 30％以

上の町丁目数は 159 か所のうち 15 か所となっていま

す。 
  緑被率を高めることで、みどり豊かなまちにしていき

ます。 

 

 

 

 
  緑視率とは、日常生活の実感として捉えられる緑の量

として、人の視界に占める草木の割合です。 
  国の調査によれば、緑視率が 25％以上あると、みどり

が多いと感じると言われています。緑視率の調査地点

は 1,727 か所ありますが、そのうち 402 か所で、緑視

率が 25％以上となっています。 
  緑視率を高めることで、みどりを実感できるまちにし

ていきます。 

 

 

 

 
  水辺・潮風の散歩道とは、河川や運河沿いに整備して

いる散策路であり、水辺に沿った歩行者ネットワーク

の形成を進めています。 
  令和 6 年 4 月 1 日時点で、水辺の散歩道は、22,886

ｍ、潮風の散歩道は 9,208m 整備しています。 
  引き続き、水辺・潮風の散歩道の整備を進め、水辺を

活かしたみどりのネットワークを形成していきます。 

 

  

  18.7％（H29 基準値） ⇒ 21.01％（R4 現状値） ⇒ 22％（R11 目標値）緑被率 

          58％（R1 基準値）⇒61.17％（R5 現状値）⇒65％（R11 目標値）水辺・潮風の散歩道の整備率 

  16.3％（H30 基準値） ⇒ 17.2％（R4 現状値） ⇒ 22％（R11 目標値）緑視率 

18.7 21.01 22 

16.3 17.2 
22 

58 65 61.17 
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区の面積に占める公園面積の割合は、約 11.98％です。 
  1 人当たりの公園面積は全国平均では 10.8 ㎡（令和

5 年 3 月 31 日現在）ですが、23 区平均では 3.0 ㎡で

あり、23 区の中では 3 番目に高い水準となっていま

す。 
  都市公園・緑地の整備を進め、身近に公園があり、み

どりに親しめる環境を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 
  調整中 

 

 

 

 

 

 

 

 
  区では、一定規模以上の建築行為に対して地上部、建築物上、接道部をそれぞれの基準に適合す

るよう指導しており、近年では、年間 100 件～130 件程度届出がされています。 

  引き続き、緑化指導を通じて、区民・事業者による緑化を着実に進めることで、みどりを充実し

ていきます。 

 

区民・事業者による新たな緑化面積の実績 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

緑化面積実績（㎡） 50,068 37,235 62,315 91,048 

※建築行為に伴う実績となるため、目標値の設定はしていません。         

 緑化指導に基づき、新たに創出された緑化面積を毎年度実績値として公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    438.1ha（H30 基準値）⇒515.1ha（R6.4.1 時点現状値）⇒550ha（R11 目標値）公園面積 

参考値：1人当たりの公園面積：9.55 ㎡/人（令和 6年 4月 1 日現状値） ⇒ 10.0 ㎡/人（R11 目標値）

           91,048 ㎡（R5 現状値） ⇒ ―※ 区民・事業者による新たな緑化面積   

438.1 

550 
515.1 

              （R6現状値）調整中 ⇒（R11 目標値）調整中 【新規】公共施設の緑化済み面積割合   

※ 前期では、「区⽴施設における新たな緑化⾯積」を⽬標とし、建築⾏為に伴う実績である
ため、⽬標値を設定せず、毎年度の実績値を公表していました。後期では、「公共施設の
緑化済み⾯積割合」を⽬標とすることで、⽬標値に対する毎年度の達成状況を評価してい
きます。 
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（２）区民評価に関する目標 

計画を達成するだけでなく、その取組の結果として区民生活の向上を目指して、みどりに対する

区民評価に関する目標を設定しています。区民評価に関する目標は、区民のみどりに関する満足度

及び 4つの基本方針に対応する評価指標とします。 

【みどりに満足している区民の割合】 

 74.4％（R1 基準値） ⇒ 71.9％（R5 現状値） ⇒ 80％（R11 目標値） 

  各基本方針に対応した評価を高めることで、みどり全体に対する区民の満足度を高めます。 

 

【4 つの基本方針に対応する区民の評価】 

 

みどりがあることで美しいまちなみが保たれていて気持ちいいと思う区民の割合 

61.2％（H30 基準値） ⇒ 57.4％（R6 現状値） ⇒ 70％（R11 目標値） 

  水辺に恵まれた江東区の特徴を活かした、魅力づ

くりやにぎわいづくりを進めることで、美しいま

ちなみが保たれていて気持ちいいと思う区民の

割合を高めます。 

 

 

 
 
 
 

みどりがあることで子育てしやすいと思う区民の割合 

44.5％（H30 基準値） ⇒ 33.5％（R6 現状値） ⇒ 50％（R11 目標値） 

  より柔軟に楽しく使える公園づくりやみどりに

よるコミュニティづくりを進めることで、みどり

があることで子育てしやすいと思う区民の割合

を高めます。 

 

 

 

 

 

みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 

みどりをより柔軟に使えるようにします 
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みどりがあることで災害時の安全性が感じられる区民の割合 

43.9％（H30 基準値） ⇒ 39.9％（R6 現状値） ⇒ 60％（R11 目標値） 

  普段から防災意識を高める啓発の場として、みど

りの活用や公園の防災機能強化等を進め、身近に

みどりがあることで災害時の安全性が感じられ

る区民の割合を高めます。 

 

 

 
 

みどりに関する活動に取り組んでいる区民の割合 

43.6％（H30 基準値） ⇒ 30.6％（R6 現状値） ⇒ 50％（R11 目標値） 

  生物多様性への関心を高めるとともに、みどりの

活動へのきっかけづくりを進めることで、みどり

に関する活動に取り組んでいる区民の割合を高

めます。 

 

（３）後期における新たな目標 

後期において新たに対応が求められる課題を踏まえて、ＣＩＧの実現に向けた取組を更に推進し

ていくために新たな目標を設定します。 

 

【後期における新たな区民の評価】 

 

江東区では水辺や緑に親しむ機会があると回答した区民の割合 

66.1％（R6 基準値） ⇒ 70％（R11 目標値） 

  水辺と緑の連続性を活かしたまちづくりに向けて、水辺・潮風の散歩道の整備等を進め、水

辺と緑に親しめる環境づくりを推進します。 

 

生物多様性の内容を知っている区民の割合 

39.8％（R6 基準値） ⇒ 70％（R11 目標値） 

  令和 7年度に策定予定の「（仮称）江東区生物多様性地域戦略」と連携を図りながら、生物多

様性の保全・回復に向けた取組を進めるとともに、大切さを普及啓発や教育を進めることで、

生物多様性の内容を知っている区民の割合を高めます。 

 

 

 みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

 みどりをみんなで守り育て伝えます 
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５ 公園・緑地の整備・管理の方針 

江東区では、都市計画公園をはじめ、公園・緑地等の整備を進めてきました。その結果として区民

1 人当たりの公園面積は、9.55 ㎡であり、平成 30年度（8.72 ㎡/人）と比較すると 0.83 ㎡上昇して

います。東京都特別区の中では、3 番目に高い水準となっていますが、区立都市公園条例上の目標値

である 10㎡には届いていません。 

公園・緑地は、水辺が身近にある豊かな都市空間の形成、生物多様性の保全、気候変動への対応等

の公園・緑地そのものの機能のほか、区民の多様な活動の場として、また、にぎわい・交流を育む機

能等を有しています。地域の特性を踏まえながら、こうした公園・緑地の様々な機能を十分に発揮す

ることで、「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」を実現することができます。そのため、本

計画の基本方針に基づき、公園・緑地の整備・管理の 4つの基本的な考え方を示します。 

また、この考え方を踏まえて、みどりの充実に向けて新たな公園・緑地の整備を推進するととも

に、みどりの質を高めるために地域や公園・緑地の特性を踏まえた既存の公園・緑地の改修や管理運

営を見直していきます。 

（１）基本的な考え方 

都市公園の整備・管理の方針として、4つの基本方針に基づく公園・緑地の整備及び管理・運営の

考え方を示します。 

なお、公園・緑地の管理に当たっては、リスクマネジメントについて検討し、遊具等の公園施設の

老朽化や倒木等による利用者のリスクを減らしていきます。 

 

 

 
  江東区の大きな特徴である水辺や歴史・文化資源、東京 2020 大会のレガシーを活かした魅力ある

公園・緑地の整備を進めることで、地域の特色とみどりが一体となった美しい景観を創出すると

ともに、人々が集まり交流とにぎわいが生まれる観光拠点を形成し、水彩都市・江東としての魅

力を高めていきます。 
  水辺や樹林等の多様なみどりを充実させる公園・緑地の整備を進めることで、市街地における貴

重な生きものの生息環境を保全していきます。 

【対象となる主な公園・緑地】 

都立公園 
亀戸中央公園、木場公園、清澄庭園、辰巳の森海浜公園、夢の島公園 
海の森公園、有明親水海浜公園（予定） 

区立公園 仙台堀川公園、豊洲公園、豊洲ぐるり公園、大島九丁目公園 

 
 
 
 
  身近な公園としてバリアフリー化等による誰もが使いやすい環境を整え、ヨガやランニング等の

健康づくり、コミュニティガーデンや農体験等の地域のコミュニティ活動、キャンプやバーベキ

ュー等のレクリエーション、こどもたちの環境学習や遊び場等、多様な楽しみ方ができる公園・

緑地整備を進めることで、暮らしの中にみどりがある江東区らしい豊かなライフスタイルを実現

していきます。 
  地域特性や利用者ニーズに即した公園・緑地の整備を区民とともに進めていきます。また、公園

長寿命化やマネジメント的視点を踏まえた公園の整備・改修を進め、Park-PFI や指定管理制度等

の民間活力による整備・管理運営を推進し、国営公園や都立公園に対しても国や東京都に働きか

け、魅力ある公園づくりを進めていきます。 

水彩都市・江東の魅力づくりに活かす公園・緑地をつくります 

より柔軟に使えるような公園・緑地をつくります 
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【対象となる主な公園・緑地】 

国営公園 東京臨海広域防災公園 

都立公園 木場公園、辰巳の森海浜公園、夢の島公園 

区立公園 
仙台堀川公園、横十間川親水公園、竪川河川敷公園、若洲公園、 
街区公園や近隣公園 等 

 

 

 

 
  公園・緑地等のグリーンインフラを防災・減災、暑熱環境の改善等に有効活用します。 

  震災時の一時集合場所や広域避難場所、救助活動の拠点等となる公園・緑地においては、防火水

槽やかまどベンチの整備等、防災機能の確保・更新を進めるとともに、集中豪雨等に対する浸透

施設や貯留施設の整備を進めることで、公園・緑地を活かして都市の安全・安心を支えていきま

す。 

  緑陰を確保する樹林地の保全等により、クールスポットとして公園・緑地の整備を進めることで、

みどりによる快適な都市環境を形成していきます。 

【対象となる主な公園・緑地】 

避難場所に指定されている公園・緑地 

水辺に接しているもしくは樹林地による緑地が確保できる公園・緑地  等 

 

 

 
  みどりを守り育てる人材育成に向けた環境教育等を実施できる公園・緑地の充実、ＣＩＧを伝え

るイベントの開催等、公園・緑地をみどりの大切さを伝える舞台として活用していきます。 
  区民や事業者による公的なみどりの創出を進め、みどり豊かな都市環境を形成していきます。 
  自然や環境を重視し整備された「都立海の森公園」については、東京都と連携し、みどりの大切

さを伝える場として、有効活用していきます。 

【対象となる主な公園・緑地】 

全ての公園・緑地 

 

（２）整備計画 

① 新規・拡張整備 

  都市計画公園・緑地の整備 

  東京都の「都市計画公園・緑地の整備方針(令和 2年 7 月改定)」では、公園・緑地の機能・役

割と効果的なネットワーク形成の観点から、事業の重点化を図るべき公園・緑地を設定してい

ます。 
  その中でも当該区域の整備の重要性と整備効果の高さの観点から、3つの公園において 「優先

整備区域」が設定されています。優先整備区域に関しては、東京都と連携しながら早期の整備

を進めていきます。 

 優先整備区域が設定されている公園 事業の重点化を図るべき公園・緑地 
都立公園 亀戸中央公園、清澄公園 猿江公園 

区立公園 大島九丁目公園 
蛤橋公園、深川公園、洲崎弁天公園 
平久町公園、北亀戸公園、南砂町公園 
豊住公園、城東公園 

安全と生命を支える公園・緑地をつくります 

みんなで守り育て伝える公園・緑地をつくります 
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  海上公園・緑地の整備・・・令和 4年 8月 1日、有明親水海浜公園一部追加オープン/令和 7年
3 月、海の森公園開園予定（令和 5年 3月 4日から 3月 26 日プレオープン済） 

  東京都では、「臨海副都心有明北地区まちづくりマスタープラン」「臨海副都心有明北地区ま

ちづくりガイドライン」に基づき、有明北地区における水と緑のネットワークを形成するとと

もに、有明北地区の自然環境の回復及び保全を図るため、有明親水海浜公園を整備しています。 

  まちづくりと連携した公園・緑地の整備 

  不燃化特区に指定されている北砂三・四・五丁目地区において、「北砂三・四・五丁目地区ま

ちづくり方針」に基づき、地域の防災性向上に寄与する広場（公園）の整備を進めていきます。 

  「江東区都市計画マスタープラン 2022」においては、今後、地域住民等が中心となって進める

「エリアまちづくり」を展開していくことが示されています。こういったまちづくりと連携を

図りながら、公園・緑地の整備を進めていきます。 

  水辺・潮風の散歩道の整備 

  内部河川や運河に恵まれた区の特性を活かして、水面と護岸の積極的活用により親水化を図り、

みどりのネットワークとしていくため、水辺の散歩道や潮風の散歩道の整備を進めていきます。 

  護岸工事や近隣住民との合意等、整備環境が整った区間から整備を進め、連続性・回遊性を高

めていきます。 

  公園以外の緑地の確保 

  区には、公園が不足している地域や規模が小さな公園が多く、地域に必要とされる公園・緑地

を整備する必要があります。公園に歩いて行ける距離（250m）や人口別の公園充足率や地域要

望等を踏まえ、市民緑地認定制度等により公園施設を整備する等、民有地の活用も検討してい

きます。 

  東京都の「緑確保の総合的な方針」では、令和 11 年度までのまちづくり事業の中で、新たに

3,000 ㎡以上の緑を創出する見込みの事業※が 7 つあります。 

※ 令和元年 11 月現在、「みどりの計画書」が作成されたまちづくり事業で、令和 11 年度までに事業が完

了する予定のもの（事業中で部分的に竣工しているものを含む）を示し、緑化面積は屋上緑化、壁面緑化

等の建築物上緑化面積を含む。 
 

② 既存公園・緑地の改修 

  公園改修の推進 

  区立公園・区立児童遊園については、「江東区公共施設等総合管理計画」に基づき、毎年度、

大規模改修工事をそれぞれ 2 園ずつ行っています。耐用年数を考慮した改修サイクルによる更

新計画を立て、地域特性に即した整備を区民とともに進めていきます。 

  公園の改修に当たっては、今後、「公園施設長寿命化計画」を策定し、安全対策の強化、長寿

命化によるコスト縮減及び補修・更新費用の平準化に努めていきます。 

  街区公園・児童遊園の機能再編 

  十分に活用されていない街区公園や児童遊園に関しては、周辺の公園・緑地と合わせて地域包

括的な視点から、各公園の機能再編を検討していきます。 
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  公園・緑地におけるリスクマネジメントとは・・・ 

公園や緑地は、こどもから高齢者まで日常的に多くの方に利用されていますが、その

中には危険が潜んでいます。例えば、遊んでいる際に遊具が故障したり、通行中に樹木

の枝が落ちてきたり、利用者への危険性はゼロではありません。 

こうした事故等を未然に防ぐために、考えられるリスクを事前に予測し、そのリスク

を回避する、又は最小限の被害に抑えるための適切な管理・運営を行う等、公園・緑地

におけるリスクマネジメントの必要性が高まっています。このようにリスクを回避、あ

るいは未然に防ぐことによって、区では公園・緑地の資産価値を高めていきます。 

また、近年増加する災害に対する備えとして、防災倉庫等が設置されていますが、日

常的な管理や訓練が十分でないと、いざという時に活用できません。 

熊本地震では避難場所として、小規模公園を含

む公園・緑地が、普段から公園の美化や健全利用

の促進を図っている「公園愛護会」によって多く

活用されました。 

公園・緑地を安全・快適に利用するためには、

利用ルールを守る、こどもの遊んでいる姿を見守

る等、できるところから危機管理意識を持つとと

もに、災害に備えることも大切です。 

 
熊本地震での緊急避難（熊本県八王子中央公園） 

【出典】国土交通省 国土技術政策総合研究所緑化生態研究室 

「身近な公園 防災使いこなし BOOK」 
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公園・緑地の整備方針図 

新規に整備された公園・緑道等の追加 

整備済み公園の修正/凡例等 
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６ グリーンインフラの推進に向けた方向性 

みどりが持つ多様な機能を発揮させるグリーンインフラの取組は、都市における複合的な地域課

題の解決につながります。グリーンインフラの推進により解決を目指す地域課題と既に取り入れら

れている取組を整理して、グリーンインフラの推進に向けた方向性を示します。 

（１）解決を目指す地域課題・主な既存の取組 
 

地域課題 解決イメージ 主な既存の取組 

① 雨水流出抑制・

浸水軽減 

降雨時に下水道等に集中して雨水が流れ込むことを抑制す

るために、地下への浸透や貯留することで、都市型水害の軽

減につながります。 

●公園や街路樹等の整備、維持管理 

●施設における雨水流出抑制 

 

② 暑熱対策 みどりによる緑陰形成、蒸発散効果による冷涼な空気の形

成及び風の通り道となり、海からの冷気を内陸へ引き込むこ

とで、ヒートアイランド現象の緩和や熱ストレス※１の低減につ

ながります。 

●公園や街路樹等の整備、維持管理 

●河川や運河沿いの散歩道整備 

●施設における緑化（地上部緑化、屋上緑

化、壁面緑化） 

③ 生物多様性確保 緑地の適切な保全や生物多様性に配慮した緑地の整備等を

推進することで、エコロジカルネットワークの形成が図られる

とともに、生物多様性の重要性に対する意識醸成や環境教

育、自然との触れ合いの機会を創出につながります。 

●公園や街路樹等の整備、維持管理 

●河川や運河沿いの散歩道整備 

●生物多様性に配慮した緑化指導 

●ポケットエコスペースの整備 

④ ゼロカーボン 緑地の保全や新たなに整備することで、植物による CO２吸

収量が増加につながります。また、剪定した枝や伐採した樹

木の木材利用を推進することで、ごみの排出抑制や CO２排

出量の抑制につながります。 

●公園や街路樹等の整備、維持管理 

●樹木や樹林の保全 

●剪定枝等のチップ化、堆肥化 

⑤ 健康増進 身近に公園や緑地等のみどりがあることで、みどりを活用し

た散歩やスポーツ等の身体活動の促進、みどりとの触れ合い

によるストレス軽減及びコミュニティガーデン活動等による

他者とのコミュニケーションの促進につながります。 

●水辺や緑地を活用したイベント等 

●ウォーキングマップの活用 

●コミュニティガーデン活動等 

 

⑥ にぎわい創出 みどりを活用した美しい都市景観や居心地の良い空間づく

りにより、訪れたい、住みたいまちの形成につながります。ま

た、みどりを活用したレクリエーションやイベントの開催する

ことで、にぎわいの創出につながります。 

●駅前広場等へのシンボルツリー整備 

●地域の特性に応じた緑化 

●水辺や緑地を活用したイベント等 

●コミュニティガーデン活動等 

※1気温の上昇による熱中症や睡眠阻害等、健康への影響等を熱ストレスという。 

（２）グリーンインフラの推進に向けた方向性 

① 関連部署の連携 

グリーンインフラが解決に貢献する地域課題は、様々な分野に係わるため、関連部署が共同して

取り組むことや庁内連携プラットフォームを構築する等、連携を図っていきます。 

② 官民連携 

グリーンインフラによる地域課題解決のためには、多様な主体が取り組んでいく必要があるため、

区民や事業者等による取組を支援するとともに、連携を図っていきます。 

③ 既存事業の拡充 

既にグリーンインフラの機能が取り入れられている様々な取組の拡充を図っています。 
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グリーンインフラ（グリーンインフラストラクチャー）とは・・・ 

国では、「グリーンインフラ」を、「社会資本整備、土地利用等のハード・ソフト両面

において、自然環境が有する多様な機能（生きものの生息・生育の場の提供、良好な景

観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを

進めるもの」としています。公共施設においては、公園や街路樹等がグリーンインフラ

の代表としてあげられますが、私たちの生活のなかにも、身近に取り組むことができる

グリーンインフラがあります。 

ここでは、区民や事業者のみなさんが、取り組みやすいものも交えグリーンインフラ

の取組例を紹介します。 

 

グリーンインフラ取組例 効果 

敷地内の緑化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地面に芝や樹木を植え

ることで浸透能力の維

持・向上に貢献 

・屋上・壁面に植物を植

えることで、建築物の

断熱性の向上、ヒート

アイランド現象の緩

和、良好な景観形成等

へ貢献 

コミュニティガ

ーデン活動 

(江東区) 

 

 

 

 

 

 

 
 

・地域住民による維持管

理・緑化活動によりみど

り機能の維持・向上 

・地域コミュニティの形

成、健康増進等に貢献 

 

 

 

雨庭（レインガ

ーデン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「雨庭」は、地上に降っ

た雨を一時的に貯留し、

ゆっくり浸透させる構

造をもつ植栽空間で、雨

水流出の抑制に貢献 

・植栽による景観の向上

にも貢献 

【写真出典】※1 江東区まちなみ緑化助成事業パンフ ※2 江東区ＨＰ 

      ※3「グリーンインフラ実践ガイド(令和 5年 10 月 国土交通省総合政策局環境政策課)」 

屋上緑化※1 生垣設置※1 

壁面緑化※2 

江東区の区立公園

等でボランティア

団体による緑化活

動を展開※2 

京都市下京区四条

堀川町の四条堀川

交差点に整備され

た雨庭※3 
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第４５章 重点施策 

１ ＣＩＧ推進地区の指定 

本区は東京湾に面するとともに、河川・運河が区内を縦横に流れていることが大きな特徴です。 

「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実現を目指し、環境・生物多様性の保全等のみど

りの機能が十分発揮され、区民生活の質の向上を図っていくために、水辺を中心として、みどりの動

脈やみどりのみちを形成しながら、区内全域での緑化を推進していくことが重要です。 

区内では、土地利用転換や再開発が進んでおり、これらを契機とした屋上緑化や壁面緑化等を含

む多様な緑化を展開することで質の高いみどりの充実を図る等、区民や事業者との協働による緑化

を進めていくことも重要です。 

区民・事業者・区が連携して更に緑化を進め、「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実

現を図るため、区内全域を CIG 推進地区に指定します。 

 

 

  

ＣＩＧ推進地区のイメージ 

屋上緑化・壁面緑化 

エコスペース 

街路樹 

接道部緑化 

オープンスペース 

コミュニティガーデン活動 

護岸緑化 

水辺・潮風の散歩道整備 
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２ 重点プロジェクト 

（１）基本的な考え方 
「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実現に向けて、各基本方針の目標達成に向けて先

導的な役割を果たす取組を重点的に取り組む施策として位置付けます。 

江東区の特色を踏まえながら、各基本方針の目標達成に向けて特に効果的と考えられる取組とし、

多様な主体との協働を加速させる視点や多くの関係主体への波及効果を生み出す視点を重視します。 

取組内容やスケジュール、役割分担等を明確にすることで、実効性を高めていきます。 

 

基本方針と重点プロジェクトの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水辺の緑化推進プロジェクト 

① プロジェクトの狙い 

区ではこれまでにも、江東区ならではの豊富な水辺を活かして、水辺の魅力づくりや風の道の形

成に取り組んできました。今後は更なるみどりのネットワークの充実、水辺・潮風の散歩道の連続

性・回遊性の向上等により、みどり豊かなまちなみの形成や生物多様性の向上が期待されていま

す。 

水辺・潮風の散歩道については、東京都との連携により、引き続き整備を進めるとともに、河川

沿いの緑化、橋梁周辺等の緑化等を通して、水辺と一体となった緑化空間及びネットワークの形

成を進め、水彩都市・江東の魅力を高めていきます。 

基本方針1 

みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 
水辺の緑化推進 

プロジェクト 目標：みどりがあることで美しいまちなみが保たれてい

て気持ちいいと思う区民の割合 

基本方針2 

みどりをより柔軟に使えるようにします 

目標：みどりがあることで子育てしやすいと思う区民の

割合 

みんなでつくる公園 

プロジェクト 

基本方針3 

みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

目標：みどりがあることで災害時の安全性が感じられる

と思う区民の割合 

安全・安心なまちづくり

プロジェクト 

基本方針4 

みどりをみんなで守り育て伝えます 

目標：みどりに関する活動に取り組んでいる区民の割合 

みどりの中の都市 

（CITY IN THE GREEN） 

魅力発信プロジェクト 
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② 中間見直しによる新たな課題 

 

プロジェクトに関連する新たな視点 

視点 1  

生活様式や価値観の変化・  

多様化に対応したみどりの活用 

視点 2  

みどりのもつ多様な機能を

活かしたまちづくりの推進 

視点 5  

多様な主体との協働による 

取組の強化 

 

新たに対応が求められる課題 

  新たなみどりの創出とみどりの保全・維持が必要 
⇒緑化の更なる推進、みどりの保全・維持 

⇒災害に強いまちづくりとあわせた新たなみどりの創出（水辺や公園など、江東区の強みを活かした災害

に強いまちづくりやオープンスペースの創出・活用等） 

  ネイチャーポジティブの実現に向けた取組が必要 
⇒「（仮称）江東区生物多様性地域戦略」と連携した取組の推進による生物多様性の保全・回復（次世代

を担うこどもに向けた環境教育、生物の生息の場となる樹林等の保全や水辺の緑化・ネットワーク化、

自然共生サイト認定に向けた啓発等） 

  江東区に訪れてみたい、住みたい、住み続けたいと思ってもらう取組が必要 
⇒みどりを活用して、魅力あるまちなみの形成や子育てしやすいまちづくり 

  区民・事業者・行政の協働による取組を加速していくことが必要 
⇒緑化活動を推進していため、その重要性を伝える機会の充実等 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 展開する主な事業 

  水辺・潮風の散歩道整備事業 

  河川や運河沿いを散歩道として整備することで、区民が水辺に親しめる環境を充実させて

いきます。 

  CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業 

（屋上緑化、壁面緑化、河川護岸緑化） 
  公共施設の新築・改築及び大規模改修に合わせて、屋上緑化・壁面緑化等を進め、水辺か

ら広がる美しいまちなみを区全体に展開していきます。また、東京都の護岸補強工事にあ

わせて河川の護岸緑化を進めていきます。 

  CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（「風の道」緑化、河川護岸緑化） 
  橋の架け替えの際に使用する敷地である「橋台敷」を緑化することで、みどりのネットワ

ークやクールスポットを充実させていきます。また、東京都の護岸補強工事にあわせて河

川の護岸緑化を進めていきます。 

  CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（公園内接道緑化） 

  みどり豊かなまちなみづくりに向けて、区立公園と道路が接している箇所に花の咲く低木

等を植栽し、積極的な緑化を進めていきます。 

写真、イラスト追加 
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  CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（シンボルツリー整備） 

  駅前広場等に花壇やシンボルツリーを設置し、みどり豊かなまちなみづくりを進めていき

ます。 

  CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（地域特性緑化） 

  各地域の歴史的背景や特性に応じた樹種を選定し、公園・散歩道等に植栽することで、魅

力ある地域づくりを進めていきます。 

 

事業実施スケジュール 

事業名 
前期 

令和 2～6年度 

後期 

令和 7～11 年度 
担当部署 

水辺・潮風の散歩道整備
事業 

  
土木部河川公園課 

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業 
（屋上緑化、壁面緑化） 

  教育委員会事務局学校施
設課 
総務部営繕課 

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業 
（「風の道」緑化、河川護
岸緑化） 

  土木部道路課 
（「風の道」緑化） 

  土木部河川公園課 
（河川護岸緑化） 

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業 
（公園内接道緑化） 

  
土木部河川公園課 

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業 
（シンボルツリー整備） 

  土木部道路課 
土木部河川公園課 

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業 
（地域特性緑化） 

  
土木部河川公園課 

 

 

（３）みんなでつくる公園プロジェクト 

① プロジェクトの狙い 

江東区は 23 区の中でも区民 1 人当たりの公園面積が比較的大きい区です。公園を様々な形でラ

イフスタイルに取り入れることで、子育て支援や健康づくり、コミュニティづくり等、区民の暮ら

しがより豊かになることが期待されます。区民アンケートでも、公園でやってみたいこととして、

「キャンプ、バーベキュー」や様々な期待が寄せられました。 

そこで、都市公園法の改正により創設された制度等も活用しながら、区民や事業者との連携を加

速させ、区民の様々な期待に応え、ライフスタイルを豊かにする公園づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

令和 4 年度

まで休止 

令和 4 年度

まで休止 

令和 4 年度

まで休止 

令和 4 年度

まで休止 

河川護岸緑化は東京都の護
岸補強工事終了後（令和 10
年度以降）に実施    

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

継続 

継続（小学校 2 校を予定） 

継続（2 箇所/年予定） 

令和9年度まで継続 

令和 9 年度まで継続 

継続（8 園/年予定） 

推進 
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② 中間見直しによる新たな課題 

 

プロジェクトに関連する新たな視点 

視点 1 

生活様式や価値観の変化・  

多様化に対応したみどりの活用 

視点 2  

みどりのもつ多様な機能を 

活かしたまちづくりの推進 

視点 3  

グリーンインフラの推進 
 

 

新たに対応が求められる課題 

  地球温暖化、気候変動への適応等の複合的な課題解消に向け、グリーンインフラの推進が

必要 
⇒長寿命化やマネジメント的視点を踏まえた公園の整備・改修が必要 

⇒公園等の柔軟な利用に向けた取組を加速していくことが必要 

  江東区に訪れてみたい、住みたい、住み続けたいと思ってもらう取組が必要 
⇒みどりを活用して、魅力あるまちなみの形成や子育てしやすいまちづくり 

 

～官民連携により整備が進められている若洲公園の整備イメージ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：江東区ＨＰ 

③ 展開する主な事業 

  若洲公園整備事業 

  魅力ある公園づくりに向けて、公募設置管理制度（Park-PFI）を活用し、官民連携のもと、

若洲公園の整備を進めていきます。 
  「親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパーク」をメインテーマに掲げ、未来に向けての新

たなシンボルとして都内最大級の大型遊具を整備します。また、再生可能エネルギー設備

の導入により、温室効果ガス排出量実質ゼロの達成を目指します。 
  民間事業者のノウハウを活用しながら、区民アンケートで意見の多かったバーベキュー・

キャンプ場や公衆便所等の施設の更新を行います。あわせて、木製アスレチックやインク

ルーシブ遊具を設置し、区民等へ質の高いサービスを提供していきます。 
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  公園改修・児童遊園改修事業 

  改修に当たっては、公園の地域特性や利用者ニーズに即した整備を進めていきます。規模

が小さく、十分活用されていない児童遊園等については、公園・緑地の整備方針に基づき、

機能の再編を検討していきます。 

事業実施スケジュール 

事業名 
前期 

令和 2～6年度 

後期 

令和 7～11 年度 
担当部署 

若洲公園整備事業※ 
  

土木部河川公園課 

公園改修・児童遊園改修
事業（改修・機能再編） 

  
土木部河川公園課 

※令和 4 年度までは、公園等管理運営官民連携事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

対象公園・ 
民活手法検討 

検討・改修 

事業者選
定、設計 

継続 

工事（令和 9 年度リニュ
ーアルオープン予定） 
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（４）安全・安心なまちづくりプロジェクト 

① プロジェクトの狙い 

近年、各地で頻発する災害や首都直下地震への懸念を背景として、防災への意識が高まっていま

す。区民アンケートの結果からも、緑化を進める上で必要な取組として、「災害に強いまちづくり」

や「安全に暮らせるまちづくり」を求める声が多く上げられました。 

区ではこれまでも、防災に資するみどりの充実を進めてきましたが、引き続き、みどりの持つ防

災機能を高める取組を進めていきます。 

② 中間見直しによる新たな課題 

 

プロジェクトに関連する新たな視点 

視点 1  

生活様式や価値観の変化・  

多様化に対応したみどりの活用 
 

視点 2  

みどりのもつ多様な機能を 

活かしたまちづくりの推進 
 

視点 3  

グリーンインフラの推進 

 

新たに対応が求められる課題 

  新たなみどりの創出とみどりの保全・維持が必要 
⇒緑化の更なる推進、みどりの保全・維持 

⇒災害に強いまちづくりとあわせた新たなみどりの創出（水辺や公園など、江東区の強みを活かした災害

に強いまちづくりやオープンスペースの創出・活用等） 

  地球温暖化、気候変動への適応等の複合的な課題解消に向け、グリーンインフラの推進が

必要 
⇒公園等の柔軟な利用に向けた取組を加速していくことが必要 

⇒街路樹の維持管理を充実していくことが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 展開する主な事業 

  みどりのまちなみづくり事業 

  震災時のブロック塀の倒壊による被害を軽減し、避難路の安全を確保するため、接道部の

緑化を進めていきます。既存の緑化助成制度について、ニーズに即した、より使いやすい

制度に見直していきます。 

  街路樹等／河川／公園維持管理事業 

  街路樹や水辺・潮風の散歩道、公園等の樹木の健全度調査を行い、その結果を踏まえた適

切な維持管理を進めていきます。 

大横川沿いの桜並木 

写真出典：江東区ＨＰ 
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  公園改修事業 

  身近な公園は、災害時の一時集合場所や活動拠点としての役割を発揮できるよう、防火水

槽、かまどベンチ、マンホールトイレの整備等により、防災機能の強化を進めていきます。 

 

事業実施スケジュール 

事業名 
前期 

令和 2～6年度 

後期 

令和 7～11 年度 
担当部署 

街路樹等／河川／公
園維持管理事業 

  
土木部施設保全課 

公園改修事業 
（防災機能強化） 

  土木部河川公園課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進 継続 

健全度調査の実施及
び適切な維持管理 継続 
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（５）みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）魅力発信プロジェクト 

① プロジェクトの狙い 

本計画のテーマとして掲げた「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」に向けて、区

民・事業者が積極的にみどりを守り育てる活動に関わることが望まれます。一方で、ＣＩＧに対す

る区民の認知度は 1 割未満と低く、みどりに関する活動にみんなで取り組む機運を高めていく必

要があります。また、みどりの活動に興味があるものの、必要な情報が得られないといった声も寄

せられています。 

そこで、本区のみどりの魅力やみどりの活動に参加するきっかけとなるような情報について、ホ

ームページやＳＮＳ、区役所のこうとう情報ステーションやイベント等、様々なメディアや機会

を通して、広く情報発信していきます. 

② 中間見直しによる新たな課題 

 

プロジェクトに関連する新たな視点 

視点 4  

デジタル技術の活用やシティプロモーション

によるみどりの魅力発信 
 

視点 5  

多様な主体との協働による取組の強化 

 

新たに対応が求められる課題 

  江東区に訪れてみたい、住みたい、住み続けたいと思ってもらう取組が必要 
⇒水辺をはじめとした様々なみどりの魅力を積極的かつ戦略的に発信することが必要 

 

～江東区のみどり魅力～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真出典：江東区ＨＰ 

 

 

仙台堀川公園の桜並木 歴史ある清澄公園 

「豊洲ぐるり公園」からの夜景 

活動やイベントも追加 
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③ 展開する主な事業 

  CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業（江東区みどり情報の発信） 

  江東区みどり情報や区が行うみどりのイベント等を区ホームページやＳＮＳを活用し、江

東区のみどりの魅力を積極的に情報発信していきます。また、「みどりの学びの場」「みど

りの交流の場」「みどりの情報発信の場」「みどりの支援の場」等、江東区みどり総合ポー

タルサイトの開設について検討していきます。 

 

事業実施スケジュール 

事業名 前期 

令和 2～6年度 

後期 

令和 7～11 年度 

担当部署 

CITY IN THE GREEN 
民間緑化推進事業 
（江東区みどり情報の
発信） 

  

土木部管理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進 継続 
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施策 
  

第５４章 
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第５４章 施策 

１ 施策体系 

本章では、計画の実現に向けて、取り組むべき施策について定めています。区民・事業者・区が相

互に協力しながら、取組を進めていくことで、「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」を

目指します。 

 

  基本方針1 

基本方針2 

基本方針3 

基本方針4 

みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 

みどりをより柔軟に使えるようにします 

みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

みどりをみんなで守り育て伝えます 

【 主に関連するＳＤＧｓの目標 】 

【 主に関連するＳＤＧｓの目標 】 

【 主に関連するＳＤＧｓの目標 】 

【 主に関連するＳＤＧｓの目標 】 
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水辺を活かしたみどりのネットワークづくり 

1－1－1 みどりに彩られたまちをつくります 
1－1－2 生きものが増えるみどりのネットワークをつくります 

みどりを使ったコミュニティづくり 

2－2－1 みどりを通してみんなが集まる場所をつくります 
2－2－2 みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります 

みどりが支える安全・安心なまちづくり 

3－1－1 みどりで災害に強いまちをつくります 
3－1－2 身近な公園の防災機能を強化します 

みどりを活かしたまちなみづくり 
1－2－1 公共施設、民有地（区民・事業者）のみどりを増やします 
1－2－2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります 

みどりの大切さを伝える仕組みづくり 

4－2－1 「みどりの中の都市（ＣＩＧ）」のことをもっと広めます 
4－2－2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます 
 

みんなが楽しく使える公園づくり 

2－1－1 地域や利用者に求められる公園をつくります 
2－1－2 みんなで魅力ある公園をつくります 

みんなで守り育てるみどりのまちづくり 

4－1－1 みんなでみどりを守り育てます 
4－1－2 みどりを守り育てる人材を育てます 

みどりが支える快適なまちづくり 

3－2－1 みどりで快適なまちをつくります 
3－2－2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくります 

みどりを活かしたにぎわいづくり 
1－3－1 みどりでまちににぎわいをつくります 
1－3－2 スポーツに親しめる魅力あるまちをつくります 
 

 

 

 

 

1－1 

1－2 

1－3 

2－1 

2－2 

3－1 

3－2 

4－1 

4－2 
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２ 施策の内容 

 

 

 

                                   

 

水辺を活かしたみどりのネットワークづくり 

江東区には、小名木川や仙台堀川、竪川、横十間川等、全長 32km にのぼる河川や全長 18㎞にのぼ

る運河が縦横に位置し、加えて、河川の水を利用した親水公園が多くあります。 

また、南部地域では、大規模な公園が整備されるとともに、開発が進む等、近代的で海辺のうるお

いとにぎわいが融合する環境が形成されています。 

こうした江東区の特徴であり、区の骨格を形成する海辺や河川・運河の環境を保全し、質の高い緑

化を推進することで、水辺と一体となったみどり豊かなうるおいのある都市空間と豊かな生態系が

共生する水辺を活かしたみどりのネットワークづくりを進めていきます。 

 
1－1－1 みどりに彩られたまちをつくります 

・隅田川、荒川、小名木川や東京湾を中心として、まとまりのあるみどりの水辺軸を形成していく

ため、水辺と一体となった緑化を推進していきます。 

 

水辺・潮風の散歩道整備 

  東京都と連携して、河川や運河沿いを歩きながら、水辺に親しめ

る環境として、水辺・潮風の散歩道を整備してきました。 
  護岸工事や近隣住民との合意等、整備環境が整った区間から整備

を進め、連続性・回遊性を高めていきます。 

 

水辺の緑化 

  水辺と一体となったみどりのネットワークを形成するために、河

川護岸の緑化や公共施設の緑化を進めてきました。 
  引き続き、河川護岸の緑化を進めるとともに、公共施設の屋上緑

化や壁面緑化等を進めることで、水辺と一体となったみどりを区

全体に展開していきます。 

 

 

1－1－2 生きものが増えるみどりのネットワークをつくります 

・ネイチャーポジティブの実現に向け、令和 7 年度に策定される「(仮称)江東区生物多様性地域戦

略」と連携を図りながら、生物多様性の保全・回復に向けた取組を推進します。 

・生きもののすみかとなる海辺・河川・運河等の水辺や公園の樹林地等のみどりの保全・回復を図

るとともに、大規模な公園と水辺、区内に展開されたポケットエコスペース、事業者等のビオトー

プをみどりのみちで結ぶことで、生きもののすみかとなる環境を結び、生きものが移動できるみ

どりのネットワークを形成していきます。 

・また、次世代を担うこども達等に対し、生物多様性に関する環境教育を充実していきます。 

  

1－1 

潮風の散歩道（辰巳運河） 

みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 基本方針 1 

護岸緑化（大横川） 

新規に実施する事業・取組 

拡充して実施する事業・取組 
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生きもののすみかとなるみどりの保全 

  河川・運河等の水辺や公園・公共施設等の既存のみどりについては、生きもののすみかとなる

ことから適切な維持管理のもと保全を進めます。 

  民有地における既存のみどりについては、生物多様性の重要性を周知して、その保全を働きか

けるとともに、既存樹木の減少を抑制するため、建て替え時や土地の売買等に伴う樹木の伐採

状況を確認する仕組み等を検討していきます。 

  建築物の建て替え時に、既存樹木等を保存した場合には、インセンティブを高めることで、既

存樹木等の保全につなげていきます。 

  さらに、生物多様性の保全、その恵みの持続的な利用や魅力的なまちづくりを進めるために

「(仮称)江東区生物多様性地域戦略」を策定し、本計画と連携を図りながら、生きもののすみ

かとなるみどりの保全に取り組んでいきます。 

 
ポケットエコスペースの整備 

  より豊かな生態系の保全に向けて、公園や学校の一角にビオトー

プの整備を進めてきました。これを江東区ではポケットエコス

ペースと呼んでおり、令和 6年 9 月現在、52か所設置されていま

す。 

  既存のポケットエコスペースの保全を進め、生きものが移動でき

るみどりのネットワークの形成を図っていきます。 

  みどりの連続性が低い地区においては、学校や事業者等とも連携

しながら、ポケットエコスペース（ビオトープ）の充実を図って

いきます。 

 

区民・事業者による生態系保全の誘導 

  事業者の中には、建築物の建て替え時に、生態系の保全を目的と

した緑地を整備する事例があります。 
  生物多様性に配慮した緑化指導の内容を充実させることで、エコ

ロジカルネットワークに配慮した区民・事業者による緑化を推進

していきます。 
  国では、ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の 1 つとして

企業の森や都市の緑地等「民間の取組等によって生物多様性の保

全が図られている地域」を「自然共生サイト」として認定※する取

組を令和 5年度から開始しています。 
  区内では、「再生の杜」と「フジクラ木場千年の森」の 2箇所が登録されています。 
  ＥＳＧ投資が拡大するなか、事業者においても環境に係る取組が重要視されるようになってお

り、「自然共生サイト」等の評価・認証制度の情報提供、啓発等を行い、企業等の登録を促進

し、優れた緑地の創出や生物多様性の保全につなげていきます。 
※認定区域は、保護地域と重複を除きＯＥＣＭ（Other Effective area-based Conservation Measures：保護地

域以外で生物多様性保全に資する区域）として、国際データベースに登録され、30by30 目標（2030 年までに陸

と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標）の達成に貢献します。 

 

 

  

フジクラ木場千年の森 

横十間川親水公園内 
ポケットエコスペース 
【出典】えこっくる江東ＨＰ 
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みどりを活かしたまちなみづくり 

区の大部分が埋立地であり、元来、自然の少ない環境にありますが、堀割や埋立地等を活かした大

規模な公園整備を行ってきました。その結果、水辺と一体となったみどりに恵まれた、うるおいのあ

るまちなみが形成されています。一方で、市街地等の住宅が密集する地区ではみどりが不足してい

ます。 

市街化が進み、公園の新設等が難しい状況の中で、公共施設や民有地における質の高い緑化を推

進することで、みどり豊かな良質なまちなみづくりを推進していきます。 

 
1－2－1 公共施設、区民・事業者の施設 民有地のみどりを増やします 

・みどり豊かなまちなみづくりに向けて、緑化の先導役となるよう、公共施設において積極的な緑

化を進めていきます。また、公園の接道部についても、公園のみどりと一体となった緑化を進め

ていきます。 

・区立施設の中でも、特に大きな面積を有する教育施設については積極的に緑化を進めることで環

境教育等にも役立てていきます。 

・緑化指導等により区民や事業者による民有地の緑化を進めることで、みどり豊かな都市空間の形

成を図っていきます。あわせて、区民・事業者による優れた緑化の事例について、積極的に周知

することで、区民・事業者のインセンティブにつなげていきます。 

・一定規模以上の建築行為等を行う際には、江東区みどりの条例に基づく緑化指導を行い、民間事

業者による緑化の着実な推進を図っていきます。その際には、緑視率の向上やみどりによるまち

なみの形成に寄与する接道部の緑化について働きかけていきます。 

 
屋上緑化・壁面緑化 

  公園の整備に加えて、公共施設においても緑化の確保を進めてき

ました。 

  引き続き、区立施設の改築や改修の際には、敷地内の緑地の充実

を図るとともに、屋上緑化や壁面緑化等による緑化を推進してい

きます。 
  既存施設においても、壁面緑化等の限られた敷地でも実施可能な

緑化手法について検討していきます。 
  民間の建築物の屋上緑化・壁面緑化等を推進していくため、「みどりのまちなみ緑化助成制度」

の活用を促進していきます。 

 

緑化指導による緑化推進 

  江東区では、250 ㎡以上の敷地で建築行為等を行う際に、一定の

緑化を義務付けており、地上部、建築物上、接道部それぞれに基

準を設定しています。 
  令和 2～5年度間では、357 件（うち 16 件は宅地開発）の届出があ

り、合計約 24ha 緑化されています。 
  引き続き、みどり豊かなまちなみの形成に向けて、緑化指導を通

じた、区民・事業者による緑化を推進していきます。  

1－2 

緑化指導（豊洲） 

屋上緑化（有明西学園） 
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  空地創出を伴う大規模開発においては、東京都と連携し、公開空地にふさわしいみどりの量と

質を確保するように事業者に働きかけ、事業者との連携したグリーンインフラを推進していき

ます。また、エリアまちづくりの検討等を通し、地域の特色等を活かした新たなみどりを創出

していきます。 
  建築物の緑化に関して区内の都市環境の改善や魅力向上のモデルとなる優れた取組を行った

建築主を顕彰していきます。 
  みどりが不足している市街地等の住宅の密集する地区では、公園等の用地確保が難しいことか

ら、屋上緑化・壁面緑化・ベランダ緑化、フェンス緑化等によるみどりの充実も図っていきま

す。 
  緑化完了後の管理不足等によるみどりの減少を抑制するため、みどりの維持管理状況を確認す

るための仕組みを検討していきます。 

 

1－2－2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります 

・みどりを活かした四季折々の魅力ある良好な景観形成に向けて、「江東区景観計画」に基づく地域

特性に応じた景観形成や歴史的背景を踏まえた樹種の活用等を進めていきます。 

・地域のランドマークとなる歴史ある樹木や樹林地を保全していくために、保護樹木・保護樹林助

成制度の活用を進めていきます。 

・魅力ある道路景観の形成に向けて、街路樹の樹形の適切な維持管理を図っていきます。 

 
江東区らしい景観形成の誘導 

  江東区全域を江東区景観計画の対象としています。景観形成の基

本方針としては、水辺の特徴を活かすとともに、みどりのネット

ワークを保全・拡充することにより、憩いとやすらぎのある空間

を生み出していきます。 
  重点的に景観の誘導及び保全を図る景観重点地区として、「深川萬年

橋景観重点地区」、「亀戸景観重点地区」、「深川門前仲町景観重点地区」

の 3 地区を指定しており、地区のランドマークとなる歴史・文化資源

を活かしたみどりの景観を保全し、次世代に継承していきます。 
  各地域の歴史的背景や特性に応じた樹種の活用により、江東区ら

しいみどりの景観づくりを進めていきます。 

 

保護樹木・保護樹林助成制度による保全 

  区内の貴重な大径木を「保護樹木」、「保護樹林」として指定し、そ

の保全にかかる維持管理の経費の助成を行っています。 
  令和 6年 3月末現在、「保護樹木」が 154 本、「保護樹林」が 4,452

㎡ありますが、土地売買や建て替え等による指定解除により、減

少傾向にあります。 
  引き続き、地域のランドマークとなる歴史ある樹木や樹林地につ

いては、所有者の意向を踏まえた上で、保護樹木や保護樹林の指定

を行い、特色あるみどりの景観を保全します。 
  また、樹木の保全等における優れた事例を収集し、その支援を行うことで、取組の拡充を図っ

ていきます。 

  

富岡八幡宮 

保護樹木（東陽町） 
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みどり豊かな道路景観の形成 

  良好な道路景観の形成に向けて、街路樹の植栽を進めてきました。

区道においては、平成 20 年度時点で約 9,000 本だった街路樹が、

約 20,000 本まで増加しています。 

  一方で、街路樹の樹木健全度調査では、倒木の危険性のある街路

樹も確認されています。 

  これまで植栽を進めてきた街路樹に関して、地域の景観特性等に

配慮した樹形の適切な維持管理を実施していきます。 

 

 

みどりを活かしたにぎわいづくり 

水運の拠点として栄えた江東区の歴史を感じられる河川・運河や社寺林のみどりが市街地と共生

する深川地区や亀戸地区等、歴史・文化を感じられるみどりがまちと一体となっています。 

また、南部地域では大規模な公園が整備されるとともに、東京 2020 大会における多くの競技場が

配置される等、海辺のうるおいとにぎわいが融合する環境が形成されています。 

このような歴史・文化を感じられるみどり、まちの顔となるみどり、近代的で開放的なみどり等、

江東区の多様なまちを彩るみどりを活かし、にぎわいづくりを進めていきます。 

 
1－3－1 みどりでまちににぎわいをつくります 

・古くから地域に愛されるとともに、多くの観光客も訪れる、富岡八幡宮や亀戸天神社等の社寺林、

かつての木場を象徴する水辺等、歴史あるみどりを保全するとともに、周辺の市街地では民有地

の緑化等を促進し、歴史・文化資源と一体となったみどりが形成されています。 

・まちの顔となるシンボルツリーや花壇の設置を進めるとともに、地域の誇りとなる、後世に伝え

たいみどりの風景について積極的に情報発信していきます。 

 

江東区みどり 100 景 

  区民からの投票により、江東区みどり 100 景を作成し、みどりの

景観を積極的に情報発信し、区民には地域のみどりへの愛着・誇

りを感じてもらうとともに、区外には江東区のみどりの魅力とし

て積極的に情報発信していきます。 

  みどり 100 景として選定された、みどりを後世に継承していくと

ともに、にぎわいづくりにつなげていくために、所有者や近隣での

開発を行う事業者へ保全の働きかけを行っていきます。 

 

水辺を活かしたにぎわいづくり 

  地域が主体となった運河等の水辺を活かしたにぎわいづくりとし

て、「運河ルネサンス」等の取組があります。 

  豊洲水彩まつりや船カフェが行われています。 

  このようなまちづくりと一体となった水辺の活用を推奨し、にぎ

わいづくりを進めていくとともに、活動団体等との連携や支援を

行っていきます。  

1－3 

街路樹のある道路景観 
（深川資料館通り） 

ＣＩＧオンラインフォトコンテスト 
（平成 29 年度 CIG 賞作品） 

運河クルーズ 
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  また、区民・事業者、行政等の多様な主体の連携のもと、新たな水辺の利活用方法を検討し、

江東区の特徴であり魅力でもある水辺空間の積極的な利活用を進めていきます。 

  「江東区都市計画マスタープラン 2022」では、都立海の森公園周辺を「都心近傍で豊かな自然

を感じられるパークエリア拠点」と位置付けています。今後は、多様なアクセスを活かし、人々

が憩い、にぎわう新たな交流拠点を目指し、豊かな緑に囲まれ、水を身近に感じられる生物多

様性に富んだダイナミックなパークゾーンの形成を誘導していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－3－2 スポーツに親しめる魅力あるまちをつくります 

・東京都と連携し、南部地域に配置された多くの競技場を、水辺を活かしたスポーツや体験・交流

の場として活用し、オリンピック・パラリンピックのレガシーを残すとともに、区の魅力づくり

につなげていきます。 

・様々な主体によるスポーツ活動等との連携を図っていきます。 

 

スポーツによる魅力づくり 

  東京 2020 大会の競技施設等を活用し、よりスポーツのしやすい環

境や水辺のスポーツにも親しめる環境の整備を進めていきます。 

  東京 2020 大会の競技施設と周辺施設を横断的に連携させる等、区

内外の人々の健康増進やスポーツ・レクリエーションの場として

活用を促進していきます。 

  江東区を拠点とするスポーツチーム等と連携していきます。 

  事業者によるスポーツイベントの支援・連携を進めていきます。 

 

おもてなし体験を通した彩りある緑化の推進 

  花とみどりで東京 2020 大会会場周辺を彩ることによって、花とみどりでおもてなしする体験

をレガシーとして残していきます。 

 

花とみどりでおもてなしする心の継承 

  東京 2020 大会で培った花とみどりでおもてなしする心を、コミュニティガーデン活動を通し

継承していきます。  

江東シーサイドマラソン 
【出典】江東区 HP 

水辺でのにぎわいのイメージ 
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みんなが楽しく使える公園づくり 

区内には、親水公園やスポーツ施設のある公園、歴史・文化を伝える公園等、多様な公園がありま

す。 

公園は地域の大切な財産であり、既存ストックとしてこれまで以上に積極的な活用を促進するこ

とで、江東区での暮らしの質を高めていくことが望まれます。 

区はもちろんのこと、区民や事業者と連携するとともに、地域特性や利用者特性に応じた柔軟な

公園整備やデジタル技術を活用した適切な管理を区民や事業者と連携するとともに、デジタル技術

を活用しながら、地域特性や利用者特性に応じた柔軟な公園整備や適切な管理を推進することで、

みんなが楽しく使える公園づくりを進めていきます。 

 
2－1－1 地域や利用者に求められる公園をつくります 

・公園の改修や再整備等の際には、地域特性や利用者のニーズに即した特色ある公園づくりを進め

るとともに、適切な維持管理を行い、活発な利用を促進していきます。 

・デジタル技術を活用することで、利用者ニーズを踏まえた公園管理を行っていきます。 

・水辺や公園をスポーツや健康づくり、レクリエーション等の場として活用していきます。 

 

公園・児童遊園の整備・改修 

  公園・児童遊園については、毎年度、大規模改修工事をそれぞれ 2 園ずつ行っています。 
  今後、「公園施設長寿命化計画」を策定し、安全対策の強化、長

寿命化によるコスト縮減及び補修・更新費用の平準化に努めます。 
  十分に活用されていない街区公園や児童遊園に関しては、区民

ニーズや公園の利用者層・利用形態を踏まえ、周辺の公園機能と

のバランスに配慮しながら、地域に愛される公園になるようなリ

ニューアルに取り組んでいきます。 

  障害の有無、年齢、国籍等に関係なく誰でも利用できる公園づく

りを進めていくために、インクルーシブ遊具の導入を検討してい

きます。 

 

公園・児童遊園、河川の維持管理 

  公園や児童遊園では、誰もが安全に利用できるよう、遊具等の公

園施設について定期的な点検を行っています。 
  荒川の下流部はヨシ原や干潟等もあり、動植物の貴重な生息環境

となっている一方、外来種の繁茂や漂着ゴミの堆積等の問題にも

直面しています。 
  健全な河川環境を維持するため、荒川の河川管理者である国土交

通省や活動団体、区民との連携のもと、ゴミ拾いや草刈り・草抜

き、動植物の調査等を実施しています。 
  快適に利用できる環境を維持するため、除草・清掃や樹木の剪定、花

壇や植栽の手入れ等、適切な維持管理を引き続き行っていきます。 
  東京都により管理されている隅田川は、引き続き東京都と連携し、

みどりをより柔軟に使えるようにします 基本方針 2 

2－1 

森下公園 

小名木川 

東砂八丁目公園 

新規に実施する事業・取組 

拡充して実施する事業・取組 
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河川水面のごみの収集・処分、河川しゅんせつを通して、川の衛

生的環境が保たれるよう努めていきます。 

  旧中川、小名木川、横十間川、北十間川、大横川、仙台堀川、平久川、竪川、大島川西支川、

大横川南支川、越中島川等の江東内部河川についても、東京都と連携し、水質改善のためのしゅ

んせつや動植物に配慮した河川環境の維持管理等を進めていきます。 

 

スポーツや健康づくりに関するイベントの実施・情報発信 

  豊洲ぐるり公園では、マラソン等のスポーツイベントが行われて

います。公園を舞台にして、区民が気軽にスポーツに親しむ場と

なっており、今後もスポーツイベントに公園を活用していきます。 

  みどりを活かして、区民がスポーツを生活に取り入れることで健

康に暮らせるよう、公園や水辺等でのスポーツや健康づくりに関

するイベントについて、広く情報発信を行っていきます。 

 

 

サード・プレイスとなる居場所づくり 

  サード・プレイス（自分らしさを取り戻すことができる第 3 の居

場所）のひとつとなるよう、利用者の好みやニーズに応じて楽し

むことができる公園づくりを進めていきます。 
  イベントの実施やカフェ等、居心地の良い居場所づくりを進めて

いきます。 

 

 

水辺を活かしたスポーツの普及・啓発 

  「竪川河川敷公園」では毎年 5月～10 月末まで「カヌー・カヤッ

ク場」が開設され、区民が水辺のスポーツに親しめる場を提供し

ています。 

  区民が水辺を活かしたスポーツに親しめるよう、気軽にカヌーに

乗れる環境整備やランニングコース・サイクリングコースの整備

を進めていきます。 
  カヌー等の水辺のスポーツ時の拠点となる施設の情報発信等を

推進していきます。 

 

ウォーキングマップの活用 

  区内には、多くの親水公園や散歩道が整備され、みどりのネット

ワークが形成されています。 
  令和 3年度からは、健康づくりポイント提供事業（こうとう健康

チャレンジ）において、アプリを利用し、親水公園や河川・運河

等を含む、区内の見どころをまとめた「ウォーキングマップ」の

コースを歩いた方に対して、江東区内共通商品券等が抽選で当た

るポイントの付与を実施しています。 

  令和 4 年度にはウォーキングマップの一部更新・増刷も行ってい

ます。 

  今後とも、親水公園や河川・運河等を含む、区内の見所をまとめたウォーキングマップを活用

し、健康づくりに取り組む区民の拡大に向けた取組を行っていきます。 

  

豊洲マラソン大会 
   （豊洲ぐるり公園） 

 竪川河川敷公園 

 江東区ウォーキングマップ 
【出典】江東区ＨＰ 

指定管理者による 
豊洲スタイルマーケット 

（豊洲公園） 
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2－1－2 みんなで魅力ある公園をつくります 

・区民等との協働による公園の整備・管理運営、官民連携による公園施設の整備や管理運営を進め

ることで、魅力ある公園をつくっていきます。 

 

区民・事業者等と連携した公園づくり 

  区民、事業者、ＮＰＯ等と連携し、マルシェ・イベントの実施に

よる公園のにぎわいづくりやプレーパーク等、こどもが自由に遊

べる環境づくりを進めます。 
  区民による公園の魅力づくりのアイデアが公園づくりに活かされ

るような仕組みづくりに取り組んでいます。 
  令和 4 年度より「江東区立公園内原っぱ整備事業」を実施してお

り、年間を通し遊びやすい広場を目指し、芝生の中にあえて様々

な植物の種をまいた「原っぱ」を整備しました。令和 5 年度から

は、事業を実施した公園で区民参加型の植物の種まきや植物観察  

会等を近隣の児童館等と連携して開催して、自然体験学習機会の創出や身近な公園に愛着がわ

く公園づくりを実施しています。 

  より柔軟な公園利用方法を検討していくため、こども達の意見等も取り入れながら、安全で健

やかに過ごせる空間となる公園づくりを検討していきます。 
  公園施設の再整備や改修、維持管理に当たっては、Park-PFI や指定管理者制度等の活用によ

り、効率的な施設運営に努めていきます。 
  事業者との連携によるレストランや売店の設置、キャンプやバーベキュー等のレクリエーショ

ンの場の充実等、魅力のあるにぎわい空間づくりに向けた検討を進めていきます。 

 

利用者ニーズや地域特性に応じた公園管理運営 

  公園の利用について、区内一律のルールでなく、利用者や地域特

性に応じたルールづくりを進めていきます。 
  公園に関係する多様な主体が話し合い、協働して公園づくりを進

める仕組みづくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

 

みどりを使ったコミュニティづくり 

区内では、公園や道路の植栽帯等を活用し、グループでみどりを育成するコミュニティガーデン

活動が活発に行われており、江東区ならではの文化になっています。 

また、公園では江東区民まつりやリバーフェスタ江東等、公園や水辺を舞台としたイベントが行

われ、にぎわいと交流が育まれています。 

なお、農地がない江東区においては、区民農園や田んぼの学校等が農に触れられる貴重な環境と

なっており、農体験等へのニーズも高くなっています。 

地域の公園や緑道等において、地域が主体となって、楽しみながらみどりを育む活動を推進する

ことで、コミュニティづくりに役立てていきます。  

ワークショップ 

 園内でバーベキュー 
（豊洲ぐるり公園） 

2－2 

↓写真差替 
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2－2－1 みどりを通してみんなが集まる場所をつくります 

・マンションのベランダ緑化や公園や緑道での花づくりの活動を活性化することで、みどりを育む

機運を高め、みどりを通したコミュニティづくりを進めていきます。 

 

みどりに関するイベントや講座の開催 

  区では、地域での緑化活動やコミュニティづくりをはじめること

ができる人材を増やすことを目的として、「ベランダガーデニング

講座」を開催しています。 
  今後もこうした講座を継続することで、マンションのベランダ等

で緑化活動を推進していきます。 
  多様な主体が実施するみどりに関するイベントの実施等を通して、

みどりを育む活動に関心をもってもらい、参加してもらう働きか

けをしていきます。 

 

コミュニティガーデン活動団体への支援 

  「コミュニティガーデン」は、公園や緑道の植樹帯等で、グループで花や緑を育てる活動です。

令和 6 年 9 月現在、81 団体・約 1,500 名のボランティアが活動し、ボランティア同士の交流

会も開催されています。区では、こうした活動団体に花苗等の資材提供を行っています。 
  今後もグループでみどりを育成するコミュニティガーデンの活動

を推進するとともに、ボランティアの知識や技術の向上、活動団

体同士の情報交換の場づくり、新たな人材が参加しやすい仕組み

づくり、優れた活動の周知等を進めていきます。 
  公園や緑道の植栽帯はもちろんのこと、道路に面したマンション

の敷地や企業の花壇等、民有地でもコミュニティガーデンの活動

が進むように、民間の助成制度の紹介をはじめ、新たな仕組みを

検討していきます。 

 

 

2－2－2 みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります 

・区民が土と触れ合う農体験ができるよう、既存の農園の維持管理を進めるとともに、民間事業者

とも連携しながら、体験の場の充実を図っていきます。 

 

農体験の場の提供 

  既存の区民農園については、利用者のニーズに即した適切な維持

管理を行い、快適に利用できる環境整備を進めていきます。令和 6

年度には、砂町区民農園を新たに整備しました。 
  また、整備した区民農園において、コミュニティ農園等の地域コ

ミュニティづくりにつながる取組も検討していきます。 
  民有地における農的な土地利用や屋上を活用した農園整備等を推

奨し、区民が農体験できる機会の拡充を図っていきます。 
  ボランティア団体を主体とした田んぼの学校の企画・運営を支援していきます。 
  農体験を通じた地域の交流を促進するため、農に触れられる環境の充実を図っていきます。 

  

 ベランダガーデニング講座 
【出典】江東区ＨＰ 

コミュニティガーデン 
（深川公園） 

 田んぼの学校 

【出典】江東区ＨＰ 



90 

公園以外のオープンスペースの確保 

  貴重なみどりの残る民有地や遊休地の公開を進め、農体験ができ

るようにする等、市民緑地認定制度等の活用を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
みどりが支える安全・安心なまちづくり 

江東区には、の南部地域は、地区内残留地区に指定されており、大規模な延焼火災のおそれがない

市街地が形成されています。一方で、深川・城東地域は避難場所として指定されている大規模な公園

等が整備されていますが、北砂地区等、一部の地域では、に木造住宅密集地域が残り公園等のオープ

ンスペースが不足している地区地域等があります。 

そのため、木造住宅密集地域の解消に向けた安全な市街地の形成に向けて、「オープンスペースの

確保」や「道路通行人の安全性の向上に向けた接道部の緑化」等、安全な市街地の形成に向けて、み

どりのもつ機能を活用したグリーンインフラを推進していきます。 

また、多くの河川・運河が区内を流れる特徴を活かし、災害時の避難や物資輸送手段として舟運を

推進するとともに、区民が舟運を身近に感じられるように普段から活用していきます。 

 
3－1－1 みどりで災害に強いまちをつくります 

・安全な市街地の形成に向けて、公園が不足する地域では、まちづくりや防災分野と連携し、オー

プンスペースを確保していきます。 

・みどりを活用するとともに、適切に維持管理を行うことで、利用者の安全性を向上させていきま

す。また、区の特徴である河川・運河についても避難や救援物資の輸送路として活用していきま

す。 

 

まちづくりや防災分野と連携したオープンスペースの確保  

  深川・城東地域には、北砂三・四・五丁目地区等、災害時に火災延

焼等の危険性が高い木造住宅密集地域がみられます。東京都と連

携しながら、木造住宅密集地域の改善に向けて、建物の建て替え等

とあわせて、公園や広場等のオープンスペースの確保を進めてい

きます。 
  市街化が進んでいるため、木造住宅密集地域に限らず、住宅が密

集しており、一部では、身近な公園が不足する地域があります。

そうした地域を中心に、大規模開発等、まちづくり事業と連携し、

オープンスペースの確保を進めていきます。 

 

 

  

3－1 

みどりを安全と生命を支えるために充実させます 基本方針 3 

オープンスペース（豊洲） 

 認定市民緑地のイメージ 
【出典】官邸ＨＰ 

新規に実施する事業・取組 

拡充して実施する事業・取組 
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みどりの活用と適正な維持管理による利用者の安全性の向上 

  街路樹の充実や道路の隙間緑化等の道路緑化を進めてきました。

また、ＣＩＧビジョンに基づく身近な緑化の推進として、花壇等

助成を行っています。 
  道路や接道部のみどりを充実させることで、延焼遮断帯の形成や

建物等の倒壊を防止する機能が期待されます。そのため、街路樹

（大径木）をはじめとした公共施設の樹木を健全に保っていきま

す。 
  区では、災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀に替えて接道部 

緑化を推進することで、道路通行人の安全性を向上させるとともに市街地の延焼防止効果を高

めていきます。 

 

災害時における舟運の活用 

  区内には多くの河川・運河が流れ、生活にうるおいを与えていま

す。また、防災船着場は 19 か所整備されています。 
  河川・運河は生活にうるおいを与えるだけでなく、災害時にも水

路として活用することができます。 
  区内の河川や運河について、災害時には移動や物資の輸送路等と

して活用していきます。 
  区管理の防災船着場については、災害時の活用に備え、適切な維

持管理を継続するとともに、照度確保や投光器等による災害時の

照明確保を進め、防災機能の向上を図ります。 
  平常時における防災船着き場の新たな活用方法については、多様な主体との協働のもと検討し

ていきます。 

 

3－1－2 身近な公園の防災機能を強化します 

・身近な公園は、災害時の一時集合場所や活動拠点としての役割を発揮できるよう、地域ニーズを

把握した上で、防火水槽やかまどベンチ、マンホールトイレの整備等により、防災機能の強化を

進めていきます。 

 
災害時に備えた公園施設の整備 

  区内には大規模公園を中心に、避難場所として 12か所が指定され

ています。また、街区公園等の身近な公園も、自主防災組織「災害

協力隊」が避難時の一時集合場所に指定する等、防災機能として

活用されています。 
  身近な公園が災害時の一時集合場所や活動拠点としての役割を発

揮できるよう、防火水槽、かまどベンチ、マンホールトイレの整

備等により、防災機能の強化を進めていきます。 
  区立公園のうち、関東大震災による帝都復興計画に基づき復興小学校に隣接して整備された

「復興小公園」については、拠点避難所と一体となった防災拠点としての防災機能の充実を検

討していきます。また、その歴史的背景を継承していくことに配慮して整備・改修するととも

に、普及・啓発を図っていきます。 

 

 

 

 

かまどベンチ 
（小名木川防災公園） 

接道部緑化（大島） 

防災船着場（高橋乗船場） 
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防災意識を高める場としての公園活用 

  避難場所に指定されている公園等では防災訓練や防災をテーマと

したイベントでの活用をすることで、区民の防災に対する意識を

高めるとともに、災害時の避難場所として、周知を進めていきま

す。 

 
 
 

みどりが支える快適なまちづくり 

地球温暖化やヒートアイランド現象が大きな問題となっている昨今、温暖化対策を実施すること

が重要です。海辺に隣接し、河川・運河が区内に多く流れる江東区の特徴を活かして、水辺の冷気を

まちに取り込むとともに、緑陰の確保に向けた地域のみどりを充実させて、あわせて地下水の利活

用を促進することで涼しさを感じられる快適なまちを形成していきます。 

また、みどりのもつ多様な機能を活用したグリーンインフラを推進することで、地球温暖化やヒー

トアイランド現象の緩和、雨水の浸透による水の循環するまちづくりに取り組んでいきます。 

 

3－2－1 みどりで快適なまちをつくります 

・まとまった緑地のある公園等においては、緑陰を充実しクールスポットを形成するとともに、河

川・運河の緑化や街路樹の充実により、海辺やクールスポットの冷気を持った空気がまちに流れ

る風の道を形成し、快適なまちづくりにみどりを活かしていきます。 

 

クールスポットの形成 

  公園において樹木の樹冠を確保するよう、樹木の適切な維持管理

を行います。 
  都立木場公園や都立亀戸中央公園、都立猿江恩賜公園、都立清澄

庭園等の大規模な公園においては、樹木の植栽や適切な維持管理

を東京都に働きかけ、緑陰を充実させていきます。 

 

緑陰のあるまちの形成 

  現在、区道の街路樹は約 20,000 本となっています。 
  街路樹を活かした快適なまちを形成するために、街路樹の樹冠を

確保するよう、適切な維持管理を行うことで、緑陰を形成してい

きます。また、道路整備とあわせ、街路樹整備を検討していきま

す。 
  民有地等のまちなかの緑化を推進することで、緑陰による夏の日

ざしの軽減や冷気を生み出していきます。 

 

風の道の形成 

  区では、水辺・潮風の散歩道や街路樹の整備を進める等、海からの

冷気を持った風がまちに流れる「風の道」を形成してきました。 
  引き続き、南北方向を中心とした河川・運河の沿岸や道路におけ

る緑化を推進するとともに、沿道における屋上緑化や壁面緑化等

による緑化を推進していきます。 

 
  

3－2 

 ＣＩＧオンラインフォトコンテスト 
（仙台堀川公園） 

海の森と風の道 
【出典】東京都港湾局 
     「臨海副都心 TOKYO WATERFRONT CITY」 

街路樹のあるまちなみ 

令和元年度 江東区総合防災訓練 
（都立木場公園） 
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3－2－2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくります 

・まちなかのみどりを充実させることで、地球温暖化の緩和を図るとともに、雨水等の利活用の浸

透等により水資源の循環を進め、環境にやさしいまちを形成していきます。 

 

みどりの充実による温暖化の緩和 

  建物の屋上緑化や壁面緑化、校庭の芝生化等を通して、建築物へ

の熱負荷の低減を図り、室温の上昇を抑制していきます。 
  まちづくりと連携した新たなみどりの創出や緑化推進等により、

二酸化炭素吸収源となる緑を増やし、地球温暖化を緩和していき

ます。 

 

環境に配慮した水が循環するまちづくり 

  都市型水害の防止や軽減を図るため、区内の施設（個人住宅も含

む）に浸透施設（浸透ます・浸透トレンチ等）や貯留施設（貯留

槽）の設置を推進しています。 
  道路の植栽や歩道に雨水を浸透させることによって、路面温度の

上昇を抑制する効果が期待できます。 
  近年は、地上に降った雨を一時的に貯留し、ゆっくりと浸透させ

る構造をもつ植栽空間として「雨庭」等が公共施設に整備される

事例が増えています。本区においても、都市型水害の防止・軽減

等のためグリーンインフラを取り入れた新たな整備手法等を事業

者等と連携しながら検討していきます。 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

みんなで守り育てるみどりのまちづくり 

みどりを守り、育てていくためには、区だけでなく、区民や事業者による主体的な取組も重要で

す。区内にはみどりに関する活動団体も多く、事業者による地域の緑化活動等も行われており、ま

た、コミュニティガーデン等の区民が主体的にみどりを守り育てる活動も活発です。 

こうした区民や事業者によるみどりの保全・創出を応援するとともに、区民・事業者・区が一体と

なってＣＩＧの実現を目指します。また、培われてきたみどりをみんなで守り育てる文化を継承し

ていくために、次世代を担う人材育成を進めていきます。 

 

4－1－1 みんなでみどりを守り育てます 

・区民や事業者が主体となったみどりを守り育てる活動や自宅等での身近なみどりの創出を支援し、

みんなで地域のみどりを守り育てる機運を高めていきます。 

・みどりの活動の更なる活性化に向けて、寄附金等の新たな資金確保や剪定枝等を再利用するみど

りのリサイクルを進めていきます。 

  

壁面緑化 

雨水浸透施設のイメージ 

【出典】東京都下水道局ＨＰ 

4－1 

みどりをみんなで守り育て伝えます 基本方針 4 

新規に実施する事業・取組 

拡充して実施する事業・取組 
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区民によるみどりのボランティア活動の支援 

  みどりネットＫｏｔｏやえこ・あくしょん江東等、みどりに関わ

る活動団体が多くあります。 
  区民が中心となったみどりを守り育てる活動の活性化に向けて、

みどりの協定の締結等によるみどりのボランティア活動を支援し

ていきます。 

 

 

事業者によるみどりの活動の支援 

  地域貢献活動の一環として、地域のみどりの保全・育成や環境教

育の実施等、地域と連携したみどりの活動を積極的に行っている

事業者もみられます。 
  接道部等への緑化に対する助成や地域で活動する団体の紹介等、

みどりに関する企業の社会貢献活動への支援を進めていきます。 

 

 

身近なみどりの創出支援・適正な維持管理 

  区内の住宅のうち、共同住宅の占める割合が 80％を超えている江

東区では、マンションのベランダでのガーデニング等の活動を支

援しています。 
  ベランダだけでなく敷地の接道部や施設の屋上等、様々なスペー

スを利用した区民によるみどりの創出を支援していきます。 
  集合住宅のみどりは、市街化が進んだ江東区において貴重なまと

まりのあるみどりとして保全を図っていくため、「江東区緑化計画

認定制度」や「江東区マンション管理適正化推進計画」等の関連

制度・計画と連携しながら、敷地を活用した新たなみどりの創出

や既存のみどりの維持管理を検討していきます。 

 

地域に愛されるみどりの保全 

  まちの歴史の中で地域のランドマークとして継承されてきた樹木

は、地域に愛されたみどりの象徴といえます。 
  こうした歴史ある樹木や樹林地については、保護樹木や保護樹林

の指定を行い、保全していくことで、地域住民のみどりへの愛着を

高めるとともに、地域の個性あるみどりを次世代に継承していき

ます。 

 

みどりに関する新たな資金の活用 

  区では「みどり・温暖化対策基金」を設置し、水と緑豊かな地球環

境にやさしいまちを目指し、緑化の推進及び温暖化対策等を進め

るための財源として活用しています。 
  また、区内外の方からの、みどりを守り育てるための指定寄附金

として、「こうとう伝統と未来の応援寄附金」制度があります。寄

附金は、みどりのボランティア活動の支援等に活用しています。  

保護樹木（富岡八幡宮） 

集合住宅における 
みどりの創出 

校庭芝生化（八名川小学校） 

事業者によるみどりの創出 
（新木場駅前） 

【出典】江東区ＣＩＧビジョン 

ハーブ園づくり講座 
【出典】えこっくる江東

【出典】江東区ＣＩＧビジョン 

↓写真差替え 
（現在、ハーブ園づくり講
座実施していないため） 
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  令和元年度から、木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関する施策に充てること

を目的とする「森林環境譲与税」が市区町村へ譲与されており、その目的を踏まえ区では公共

施設の木質化にかかる経費に充当し、木材利用の促進を図っていますが、今後、更なる活用方

法を検討していきます。 
  これらの財源を引き続き活用しながら、新たな資金確保の手法も検討していきます。 

 

緑のリサイクルの推進 

  区立公園や街路樹を維持管理する際に発生する剪定枝を処分す

るのではなく、リサイクルチップや堆肥、木工材として再利用す

る「緑のリサイクル」を行っています。 
  堆肥や木工材は、区のイベント等で配布・利用するほか、公園や

学校の土壌改良等に活用しています。 

  引き続き、区が維持管理する公園や街路樹の剪定枝等を再利用す

るとともに、区民、事業者のみどりに関する活動をする中で発生

した剪定枝の受入れ等、緑のリサイクルを拡大していくとともに、

新たな活用方法についても検討していきます。 

 

4－1－2 みどりを守り育てる人材を育てます 

・区民が主体となって行われてきたみどりに関する活動を継承し、拡充するために、講座の開設や

学校教育等との連携により、次世代を担う人材育成を進めていきます。 

 

みどりを守り育てるリーダーの養成 

  みどりを守り育てるリーダーとなる人材を育成する講座を開催し

てきました。 
  引き続き、みどりに関する知識や技術の習得の場として、講座等

を開催することで、みどりを守り育てる人材の発掘・養成を進め

ていきます。 

 

学校教育との連携によるみどり教育の推進 

  屋上緑化や校庭の芝生化、ポケットエコスペースの整備等、学校

のみどりを充実させるとともに、ＮＰＯ団体等と協働した環境教

育プログラムの実施等を行ってきました。 

  地域と連携して、屋上緑化や校庭の芝生化等により整備された校

内の緑地の維持管理や花壇の設置等を進め、こどもが自然環境に

触れられる場の充実を図っていきます。 
  環境教育の場として、みどりの活用やみどりをテーマとした学習

を実施することで、みどりに関する知識や関心の向上を図ってい

きます。 

  地球温暖化、気候変動による大雨等の頻発・激甚化、生物多様性の保全等が世界共通で取り組

むべき喫緊の課題となるなか、次代を担うこども達への環境教育は、特に重要であることから、

より環境教育を充実していくため、学校、関係各部署、関係団体等の多様な主体と連携し、み

どり教育の推進を図っていきます。 

 

 

 

 

剪定枝の粉砕 
【出典】江東区ＨＰ 

学校でのみどりの教育 
（亀高小学校） 

【出典】亀高小学校撮影 

みどりの人材育成講座 
【出典】ネイチャーリーダー江東
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みどりの大切さを伝える仕組みづくり 

みどりには環境改善や生きものの生息環境としてだけでなく、健康づくりや子育ての場等、多様

な機能があります。みどりをみんなで守り育てていくためには、一人ひとりがみどりの大切さを認

識することが重要です。これまでも、区内ではみどりに関する講座やイベントの実施、公園や緑地・

水辺に関する情報の発信等、みどりに関する普及・啓発に取り組んできました。 

引き続き、みどりの大切さやみどりの取組を知っていただくために、情報を発信するとともに、協

働によるみどりの調査や区民・事業者によるみどりに関する活動の顕彰を行うことで、主体的な取

組が活発に行われる機運を高めていきます。 

 

4－2－1 「みどりの中の都市（ＣＩＧ）」のことをもっと広めます  

・区民や事業者による主体的な取組が行われる機運を高めるために、イベントの実施や普及・啓発

品等の配布、顕彰制度等を通じて、区民からの認知度が低いＣＩＧ活動の普及・啓発を進めてい

きます。 

 

ＣＩＧを伝えるイベントの開催 

  区民まつり等では、ＮＰＯ団体や事業者によるみどりの活動に関

するブースが出店される等、イベントの機会を活かした普及・啓

発活動が行われてきました。 
  引き続き、江東区のみどりの魅力や大切さを広く知ってもらうた

めに、区民が気軽に参加できるイベントやシンポジウムを開催し

ていきます。 

 

ＣＩＧを伝える普及・啓発品の配布 

  江東区ＣＩＧビジョンを通じて、緑化やみどりの保全等、区民や

事業者ができる取組と活用できる助成制度について紹介してきま

した。 
  ＣＩＧの実現に向けて、取組事例等を分かりやすく紹介する普及・

啓発品等を配布し、ＣＩＧの取組を広く伝えることで、ＣＩＧの実

現に向けた協働の取組の機運を高めていきます。 

 

みどりに関する活動の顕彰制度 

  コミュニティガーデン活動やポケットエコスペースの維持管理

等、区民が主体となったみどりの活動が活発です。 
  ビオガーデンやハーブガーデンの整備等、事業者による地域のみ

どりを保全・創出する活動もみられます。 
  みどりに関する主体的な活動を促進するために、区民や事業者の

みどりに関する活動のうち、他の活動のお手本となるものやＣＩ

Ｇの実現に大きく貢献するものについて顕彰する制度を設けてい

きます。 

 

 

 

 

 

4－2 

ＣＩＧオンラインフォトコンテスト 
（平成 30 年度ＣＩＧ大賞作品） 

みどりネットＫｏｔｏによる 
区民まつりでのワークショップ 

優良緑化事例 
（江東リハビリテーション病院） 
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4－2－2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます 

・みどりの魅力や大切さを区民に伝え、みんなで共有することでＣＩＧの実現に向けた活動を進め

るために、区民参加型でのみどりの調査を行い、その結果や定期的に行うみどりの実態に関する

調査の結果を分析し、分かりやすく「見える化」して公表していきます。 

・デジタル技術の活用やシティプロモーション等により、区内外はもとより、国外へ向けて江東区

のみどりの魅力を戦略的に発信し、インバウンドを含め来訪者を呼び込み、にぎわいの創出や江

東区の住みやすさ等をＰＲしていきます。 

 

区民参加型みどりの調査 

  ＮＰＯ団体等によりポケットエコスペースでの生きもの調査や自

然観察会等が行われています。 
  区民が江東区のみどりの価値を実感できるように、区民参加型で

の地域のみどりの調査を拡充し、その結果をみどりの維持管理や

環境教育の教材として活用していきます。 

 

 

戦略的な情報発信 

  みどりの魅力発見につながる観光マップやウォーキングマップ等を配布し、

区の魅力を発信しています。 
  みどりの魅力にフォーカスを当て、各団体の活動等もあわせて整理したマッ

プやホームページの作成することで、魅力あるみどりを「見える化」し、共

有していきます。 
  「見える化」した魅力を磨き上げ、次世代に継承していく視点から公園・緑

地の維持管理を進めていきます。 
  区民・事業者等との協働のもと、ＳＮＳ等による「水彩都市・江東」の魅力

の発信を進め、江東区のみどりの魅力を戦略的に発信し、来訪者を呼び込み、

にぎわいの創出、観光振興、経済活性化、定住促進等につなげていきます。 

  区民や事業者のみどりに係る取組活動の紹介、公園情報、イベント情報、緑化に関する助成

制度等を、ＳＮＳ等を更に活用し積極的に情報発信し、みどりの大切さを広めていくととも

に、区民等がみどりを活用しやすい環境づくりを進めます。 

 

みどりの調査結果の公表 

  区の緑被率や緑視率の調査を 5 年に一度実施しています。これらの調査結

果は報告書としてとりまとめ、施策検討の基礎資料として活用するととも

に、ホームページ等を通じて公表しています。 

  引き続き、区内のみどりの実態を把握し、更なる取組に活かすため、定期

的に緑被率や緑視率等のみどりの実態に関する調査を行い、その結果につ

いて公表していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

自然観察会（新砂干潟） 

【出典】えこっくる江東ＨＰ 

平成 29 年度江東区 
緑被率等調査報告書 

観光ＰＲパンフ
レット 
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第６章 地区別取組方針 

１ 地区別取組方針の位置付け 

前期においては、区全体の将来像を実現するため、各地区が果たすべき役割を示した地区別の取

組方針を設定しています。本計画では、前期に設定した地区別取組方針及び江東区都市計画マスター

プラン 2022 における地区別まちづくり方針を踏まえるとともに、東京 2020 大会を契機に整備され

た競技場や大規模な開発の動向等を反映し、各地区の取組方針を見直すものとします。 

 

本計画における地区の区分 

●深川北部地区 

下町風情が残るみどりと新たな

芸術・文化が息づくまち 

●深川南部地区  

伝統と未来が織り成す 

みどり豊かなまち 

●城東南部地区  

くらしにみどりが溶け込む

触れ合いと活気のあるまち 

●湾岸地区  

東京湾を望む壮大なみどり活かし、

スポーツ・レクリエーションによる

交流とにぎわいのあるまち 

●城東北部地区  

水辺のスポーツが身近に

楽しめる魅力あるまち 

●南部地区 （南部地区西・南部地区東） 

みどりをみんなで生み出し・育み・ 

活かす、快適でにぎわいのあるまち 
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２ 深川北部地区 

（１）地区特性 

① 地域概況 

令和 6年１月１日現在、人口は 86,742 人、人口密度は 233.4 人/ha です。 

地区内には、隅田川、小名木川、大横川、横十間川、仙台堀川といった河川が縦横に流れています。ま

た、江戸初期からの伝統文化を受け継ぐ数多くの社寺や水運都市の面影を残す橋梁等、歴史的資源を有し

ています。都立猿江恩賜公園や都立木場公園はかつての貯木場跡地に整備された公園で、まとまったみど

りが存在しています。 

緑被率、緑視率は、ともに 6 地区中 6 番目で、最も低くなっています。 

〈深川北部地区のみどりの現状〉 

 江東区全域 深川北部地区 

緑被率 21.01％ 14.48％（6 地区中 6 番目） 

緑視率 17.2％ 11.7％（6 地区中 6 番目） 

公園 

（児童遊園を含む） 

か所数 298 か所 〇〇か所 

面積 515.1ha 〇〇ha 

ポケットエコスペース 54 か所 8 か所 

緑・自然の満足度 63.2％ 63.9％（61 人中 39 人） 

 

② 地区の将来的な動向（「江東区都市計画マスタープラン 2022」地区別まちづくり方針におけるみどりの位置付け） 

  みどりに関連する主な位置付け 

拠 点 の

方針 

住吉都市核 ・横十間川、小名木川、大横川等の水辺や都立猿江恩賜公園の豊かな緑、ス

カイツリーの景観を活かし、ウォーカブルな歩行空間を創出する等、水辺

を中心としたにぎわいのある拠点の形成を目指します。 

清澄白河都市核 ・都立清澄庭園、寺社等の地域資源を活用し、歴史と文化、アートや水辺と

緑を活かした景観づくりやリノベーション等により、憩い空間となるサー

ドプレイスが立地し、回遊性と魅力を高めるまちづくりを目指します。 

新駅拠点 

（（仮称）千石駅） 

・仙台堀川公園、横十間川親水公園、都立木場公園へのアクセス性を活かし、

ウォーカブルな空間の形成による沿道商業の活性化やまちなかの緑の創

出等により、回遊性の向上と歩行者ネットワークの強化を目指します。 

エ リ ア

ま ち づ

く り の

方向性 

猿江恩賜公園周辺

エリア 

・都立猿江恩賜公園の豊かな緑や水辺を活かし、スポーツや防災活動に資す

る空間を形成する等、快適で安全なまちづくりを目指します。 

新大橋一・二丁目

周辺エリア 

・隅田川沿いの既存の親水施設を活かし、スーパー堤防の整備を東京都と連

携して進める等、水辺エリアの快適性と安全性の向上を目指します。 

三好三丁目・平野

三丁目エリア 

・個性的なカフェと公園を連続的につなぐ歩道空間を形成する等、回遊性の

高いまちづくりを目指します。 

※みどりとの関連の深い拠点・エリアを抜粋 

（２）地区の方針 

◆公園、水辺、社寺等の既存のみどりを保全するとともに、民有地における緑化を推進していきます。また、

大規模開発等のまちづくり事業と連携し、地域特性にあった新たなみどりを創出していきます。 

◆都立清澄庭園周辺地域、社寺が集積している地域、水運都市としての面影を残す地域等では、歴史・文化

的資源を活用し、みどりと一体となった市街地の緑化や景観形成を進め、地区への愛着の醸成やにぎわい

等を創出していきます。 

◆縦横に流れる河川や大規模な公園等を活用し、環境、生物多様性、防災等をはじめとするみどりの多様な

機能が発揮できるみどりのネットワークを形成していきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下町風情が残るみどりと新たな芸術・文化が息づくまち 

深川北部地区における取組方針図 

「江東区都市計画マスタープラン 2022」拠点の方針、エリアまちづくりの方向性 

かつての塩の道としての歴史

を踏まえ、水辺を活かしたみ

どりのネットワークを形成し

ていきます。 

小名木川 

区民まつりをはじめと
する大型イベント等を
実施し、にぎわいづくり
やＣＩＧの普及啓発を
進めていきます。 

都立木場公園 

住吉都市核 

桜並木や水辺と一体となった沿川の

緑化を進め、水辺を活かしたみどりの

ネットワークを形成していきます。 

 

都立清澄庭園の歴史あ
るみどりを活用すると
ともに、アートや水辺等
を活かした景観づくり
等により、回遊性と魅力
を高めるまちづくりを
進めていきます。 

清澄白河都市核 

新駅拠点 
（（仮称）千石駅） 

都立猿江恩賜公園の豊かな緑や水辺を活

かし、スポーツや防災活動に資する空間

を形成する等、快適で安全なまちづくり

を進めていきます。 

都立猿江恩賜公園 

周辺との一体的な空間整備を

進め、水運が盛んだった頃の面

影を感じられるまちなみづく

りを進めていきます。 

萬年橋 

三好三丁目・ 
平野三丁目エリア 

森下駅 

森下地域核 

凡例 

新大橋一・二丁目 

周辺エリア 

大横川 

写真 

猿江恩賜公園

周辺エリア 

写真 

都立清澄庭園 

かつての堀割の面影
や木場の文化を伝え
る場、水との触れ合い
の場として保全し、地
区の愛着や誇りの醸
成の場として活かし
ていきます。 

福富川公園 

整理中 
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３ 深川南部地区 

（１）地区特性 

① 地域概況 

令和 6年１月１日現在、人口は 7,7173 人、人口密度は 187.4 人/ha です。 

地区内には、隅田川、大横川等の河川や堀割の面影を残す古石場川親水公園、横十間川親水公園、江戸の

木場の風景を感じられる木場親水公園といった親水空間が豊富です。また、都立木場公園には、まとまっ

たみどりが存在しています。富岡八幡宮及び深川不動堂が位置する深川界隈は江戸町人文化の中心地とし

て栄え、現在も当時の面影を残しています。 

緑被率、緑視率は、ともに 6 地区中 3 番目となっています。 

〈深川南部地区のみどりの現状〉 

 江東区全域 深川南部地区 

緑被率 21.01％ 17.64％（6 地区中 3 番目） 

緑視率 17.2％ 15.0％（6 地区中 3 番目） 

公園 

（児童遊園を含む） 

か所数 298 か所 〇〇か所 

面積 515.1ha 〇〇ha 

ポケットエコスペース 54 か所 9 か所 

緑・自然の満足度 63.2％ 70.9％（55 人中 39 人） 

 

② 地区の将来的な動向（「江東区都市計画マスタープラン 2022」地区別まちづくり方針におけるみどりの位置付け） 

  みどりに関連する主な位置付け 

拠点の方針 門前仲町・越中

島都市核 

・深川地域を主導する拠点の形成を目指し、永代通りや清澄通りの沿道空間

のにぎわいの創出や、隅田川や大横川の水辺空間の親水性を活用する等、

区内外の人を惹きつける交流機能等の充実を図ります。 

・深川不動堂や富岡八幡宮等の歴史・文化資源や水辺と緑を活用し、周辺エ

リアとの連携により回遊性を向上させる等、都市型観光拠点の強化を目指

します。 

木場都市核 ・官民が連携して木場公園や大型商業施設を横断的に活用し、防災機能を強

化する等、災害時に被害者を安全かつ的確に誘導できる防災都市づくりを

目指します。 

エリアまち

づくりの方

向性 

東陽一丁目エ

リア 

・未供用の都有地を適正に集約、活用し、地域特性に応じた都市計画公園を

整備する等、防災性の高い都市の形成を目指します。 

※みどりとの関連の深い拠点・エリアを抜粋 

（２）地区の方針 

◆富岡八幡宮、深川不動堂等の歴史・文化的資源を活用し、みどりと一体となった市街地の緑化や景観形成

を進めるとともに、区民や事業者等と連携し、大横川の桜や大規模な公園を活用したイベント等によるに

ぎわいづくりを進めることで、地区への愛着の醸成を図っていきます。 

◆縦横に流れる河川、親水公園、富岡八幡宮等の社寺等とともに、小学校、区民、事業者と連携し、ポケッ

トエコスペースや事業者のビオトープ等を活用することで、環境、生物多様性等をはじめとするみどりの

多様な機能が発揮できるみどりのネットワークを形成していきます。 

◆「江東区みどりの基本計画推進会議部会」では、東陽周辺をモデル地区として、みどりを活用した地域課

題解決に向けた多様な主体による協働の取組を行いました。主なテーマとして調査・検討を行った「花を

使ったまちの景観づくり」「みどりの魅力発見に向けたマップやＨＰづくり」「みどりの連続性」の取組成

果を有効活用するとともに、多様な主体による協働の取組の他地区への展開を検討していきます。 

 

 

 

 

  伝統と未来が織り成すみどり豊かなまち 

深川南部地区における取組方針図 

木場駅 

都立木場公園 

ウォーキングやランニング、

自然観察、貴重な農体験等の

場としての快適な環境づく

りを進めていきます。 

横十間川親水公園・

田んぼの学校 

歴史的な緑地を保全するととも

に、周辺の市街地との一体的なみ

どりのあるまちなみを形成してい

きます。 

富岡八幡宮・深川不動堂 

及び門前仲町周辺 

 
小学校や区民、事業者と連携

し、地区内の貴重なみどりとし

て、ビオトープの保全を進める

とともに、環境教育等を実施し

ていきます。 

フジクラ木場千年の森、再生の

杜は、自然共生サイトに登録さ

れています。 

事業者による 

ビオトープ・庭園 

水辺と一体となった緑化を行い、潮風の散歩道を活

かした健康づくりを進めていきます。また、運河ル

ネサンス等の取組との連携や支援を行い、水辺のに

ぎわいづくりを進めていきます。 

汐浜運河・「東陽・新砂地区運河ルネサンス」 

東京都と連携してか

わてらす事業等によ

る水辺を活かしたに

ぎわいづくりを進め

ていきます。 

隅田川 

大横川 

凡例 

江戸の木場の風景を感じられる公園として、緑地

や水辺の適切な維持管理を進めていきます。 木場都市核 

「江東区都市計画マスタープラン 2022」拠点の方針、エリアまちづくりの方向性 

東陽都市核 四
ツ
目
通
り 

写真 

写真 

写真 

門前仲町・越中島都市核 

水辺と一体となった

緑化により、堀割の

面影を残した空間づ

くりを進めていきま

す。 

古石場川親水公園 

東陽一丁目エリア 
木場親水公園 

整理中 
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４ 城東北部地区 

（１）地区特性 

① 地域概況 

令和 6年１月１日現在、人口は 128,010 人、人口密度は 266.1 人/ha です。 

地区内には、旧中川、北十間川、竪川、小名木川といった河川が流れています。また、亀戸天神社等の集

積した社寺、大規模な団地、都立亀戸中央公園、都立大島小松川公園、旧中川水辺公園を中心に、まとまっ

たみどりが存在しています。 

緑被率、緑視率は、ともに 6 地区中 5 番目となっています。 

〈城東北部地区のみどりの現状〉 

 江東区全域 城東北部地区 

緑被率 21.01％ 15.60％（6 地区中 5 番目） 

緑視率 17.2％ 14.3％（6 地区中 5 番目） 

公園 

（児童遊園を含む） 

か所数 298 か所 〇〇か所 

面積 515.1ha 〇〇ha 

ポケットエコスペース 54 か所 14 か所 

緑・自然の満足度 63.2％ 58.7％（75 人中 44 人） 

 

② 地区の将来的な動向（「江東区都市計画マスタープラン 2022」地区別まちづくり方針におけるみどりの位置付け） 

  みどりに関連する主な位置付け 

拠点の方針 東大島地域核 ・水辺と緑を中心としたにぎわい拠点の形成を目指し、既存の総合公園や旧

中川・荒川等の河川に加え、整備が進められている都市計画公園等の豊か

な水辺と緑を活用し、レクリエーション機能や地域交流機能を誘導しま

す。 

エリアまち

づくりの方

向性 

亀戸二丁目周

辺エリア 

・豊かな水辺と緑を活用し、多くの人がにぎわう、また防災やスポーツにも

資する滞留空間を創出する等、多様な活動を支えるまちづくりを目指しま

す。 

大島三丁目周

辺エリア 

・大島緑道公園や亀出神社等の地域資源を活かした道路ネットワークを形成

する等、回遊性の高いウォーカブルなまちづくりを目指します。 

大島四丁目周

辺エリア 

・オープンスペースや大島緑道公園等を活用し、南北を連続的に結ぶ快適な

主要生活動線を整備する等、広域的で回遊性の高いネットワークの形成を

目指します。 

旧中川沿い周

辺エリア 

・豊かな水辺と緑を、多様な人々のスポーツやアクティビティに活用する等、

地域住民等の健康を促進するまちづくりを目指します。 

※みどりとの関連の深い拠点・エリアを抜粋 

（２）地区の方針 

◆豊かな緑地やオープンスペースのある大規模な団地等も立地していることから、今後の建て替え等の際に

は、現在の緑地機能の維持や充実を図るため、事業者等と連携し、地区の貴重なみどりの保全・創出に努

めていきます。 

◆豊かな水辺や公園等を活かしたみどりのネットワークを形成し、ウォーキングやランニング、水辺のス

ポーツ等の場として活用を図り、健康増進・交流等を創出していきます。 

◆縦横に流れる河川や大規模な公園等を活用し、環境、生物多様性、防災等をはじめとするみどりの多様な

機能が発揮できるみどりのネットワークを形成していきます。 

水辺のスポーツが身近に楽しめる魅力あるまち 

城東北部地区における取組方針図 

「江東区都市計画マスタープラン 2022」拠点の方針、エリアまちづくりの方向性 

横
十
間
川 

蔵前橋通り 

竪川 

西大島駅 

 
社寺林等の歴史的な緑地

を保全するとともに、周

辺の市街地との一体的な

みどりのあるまちなみを

形成していきます。 

亀戸天神社等社寺集積地 

まとまりのある貴

重なみどりとして、

旧中川と一体的に

活用し、レクリエー

ション等によるに

ぎわいづくりを進

めます。 

都立亀戸中央公園・

都立大島小松川公園 

区民の広場としてスポーツ

やレクリエーションによる

にぎわいづくりを進めてい

きます。 

竪川河川敷公園 

豊かな水辺と緑を、多様な

人々のスポーツやアクティ

ビティに活用する等、地域住

民等の健康を促進するまち

づくりを進めていきます。 

また、江戸時代の中川船番所

の跡地に整備した旧中川・川

の駅では、事業者等と連携し

て、水辺を活かしたにぎわい

づくりを進めていきます。 

旧中川・川の駅 

旧中川沿い周辺エリア 

亀戸都市核 

西大島 
地域核 

大島地域核 

豊かな水辺と緑を活用し、多

くの人でにぎわい、スポーツ

等にも資する滞留空間を創

出していきます。 写真 

亀戸二丁目周辺エリア 

東大島 

地域核 

凡例 

住民や事業者と連携し、まとまりのある緑地の保全を働きかけていくとと

もに、大島六丁目団地で行われている「06 カフェ」等のオープンスペース

を活かしたコミュニティづくりを進めていきます。 

まとまったみどりやオープンスペースを持つ大規模な団地 

大島四丁目周辺エリア 

大島三丁目 

周辺エリア 

整理中 
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５ 城東南部地区 

（１）地区特性 

① 地域概況 

令和 6年１月１日現在、人口は 116.236 人、人口密度は 239.1 人/ha です。 

地区内には、豊かな自然環境を有する荒川や仙台堀川公園といったまとまった貴重なみどりがあります。

また、明治後期から大規模工場が数多く立地し、昭和 40 年代以降、公的住宅団地へと変わりました。近年

では、工場や倉庫等がマンションへ土地利用転換されています。 

緑被率、緑視率は、ともに 6 地区中 4 番目となっています。 

〈城東南部地区のみどりの現状〉 

 江東区全域 城東南部地区 

緑被率 21.01％ 16.16％（6 地区中 4 番目） 

緑視率 17.2％ 14.6％（6 地区中 4 番目） 

公園 

（児童遊園を含む） 

か所数 298 か所 〇〇か所 

面積 515.1ha 〇〇ha 

ポケットエコスペース 54 か所 12 か所 

緑・自然の満足度 63.2％ 64.7％（68 人中 44 人） 

 

② 地区の将来的な動向（「江東区都市計画マスタープラン 2022」地区別まちづくり方針におけるみどりの位置付け） 

  みどりに関連する主な位置付け 

拠点の方針 南砂都市核 ・駅周辺の緑と臨海部の水辺と緑を活用し、道路ネットワークを補完する新

設道路や快適で安全な歩行者空間・自転車空間を整備する等、身近に水辺

と緑を感じられる広域的な交通ネットワークの形成を目指します。 

エリアまち

づくりの方

向性 

北砂六・七丁目

周辺エリア 

・周辺の水辺と緑を活かし、多世代が快適かつ健康的に暮らせる住環境の形

成を目指します。 

東砂四・五丁目

周辺エリア 

・荒川・砂町水辺公園周辺では、国と連携して高規格堤防を整備する等、防

災性の高いスポーツ利用も可能な水辺の形成を目指します。 

南砂五丁目周

辺エリア 

・仙台堀川公園の水辺と緑を活かし、自然を感じられる憩いとレクリエー

ションの空間づくりを進める等、快適性の高いゆとりある環境都市の形成

を目指します。 

・生物多様性に資する仙台堀川公園の水辺と緑を保全する等、身近な自然と

触れ合える環境共生のまちづくりを目指します。 

※みどりとの関連の深い拠点・エリアを抜粋 

（２）地区の方針 

◆マンション等の住居系用途への土地利用転換や豊かな緑地等を有する大規模団地等の建て替え等の際に

は、現在の緑地機能の維持や充実を図るため、事業者等と連携し、地区の貴重なみどりの保全・創出に努

めていきます。 

◆荒川・砂町水辺公園や仙台堀川公園等の身近な自然と触れ合えるみどりを活用し、スポーツ、レクリエー

ション、環境教育の場としての環境づくりを進めていきます。 

◆木造住宅密集地域等では、公園や広場の新設や既存の公園の拡幅等と合わせて、建物の建て替えの際に

オープンスペースの確保を進めることで、防災性を高める空地を確保していきます。 

 

  

くらしにみどりが溶け込む触れ合いと活気のあるまち 

城東南部地区における取組方針図 

横
十
間
川 

仙
台
堀
川 

建築物の更新やまち

づくりを契機とした

オープンスペースを

確保していきます。 

北砂三・四・ 

五丁目地区 城東区民農園と新たに整備した
砂町区民農園では、貴重な農体験
の場として快適な利用環境を整
備していくとともに、地域のコ
ミュニティづくりの場を形成し
ていきます。 

区民農園 

まとまりのある

緑地の保全を働

きかけていきま

す。 

北砂五丁目団地・

南砂二丁目住宅 

凡例 

 

特性を活かした多様な

みどりを保全するとと

もに、ウォーキングや

ランニング、自然観察

等の活動の場としての

身近なみどりづくりを

進めていきます。 

横十間川親水公園・ 

仙台堀川公園・ 

南砂緑道公園 

荒川と一体となったみどりの動脈の形成を担う
とともに、身近な自然に触れ合える環境づくり
や水辺に沿ったウォーキングやランニング等を
快適に行える環境づくりを推進していきます。 

荒川・砂町水辺公園 

砂町銀座商店街地域核 

南砂都市核 

写真 

写真 

南砂五丁目

周辺エリア 

「江東区都市計画マスタープラン 2022」拠点の方針、エリアまちづくりの方向性 

北砂六・七丁目

周辺エリア 

東砂四・五丁目

周辺エリア 

整理中 
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６ 南部地区（南部地区西・南部地区東） 

（１）地区特性 

① 地域概況 

令和 6年１月１日現在、人口は 125,197 人、人口密度は 110.8 人/ha です。 

東京湾に面し、地区内には運河が縦横に流れ、東京 2020 大会の会場が集積しています。また、工場や倉

庫等が多く立地していましたが、土地利用転換に伴う再開発により、多くの公園、緑地等を確保し、みどり

に囲まれた街区が整備されています。 

緑被率は 6地区中 2番目、緑視率は 1 番目となっています。 

〈南部地区のみどりの現状〉 

 江東区全域 南部地区 

緑被率 21.01％ 21.55％（6 地区中 2 番目） 

緑視率 17.2％ 23.3％（6 地区中 1 番目） 

公園 

（児童遊園を含む） 

か所数 298 か所 〇〇か所 

面積 515.1ha 〇〇ha 

ポケットエコスペース 54 か所 9 か所 

緑・自然の満足度 63.2％ 64.0％（75 人中 48 人） 

 

② 地区の将来的な動向（「江東区都市計画マスタープラン 2022」地区別まちづくり方針におけるみどりの位置付け） 

  みどりに関連する主な位置付け 

拠 点 の

方針 

豊洲都市核 ・公園や潮風の散歩道等の水辺と緑を活かしたウォーカブルな空間の創出や舟

運の活用により、にぎわいや回遊性のある拠点形成を目指します。 

有明都市核 ・オリンピック・パラリンピックのレガシー等のスポーツ施設や観光施設と周

辺の水辺空間を連携させ、広域的に人を呼び込む大規模な空間を創出する等、

周辺の住環境の保全、調和を図りながら、スポーツ・レクリエーション等に

より魅力的なライフスタイルが楽しめるまちを目指します。 

潮見広域核 ・水辺に囲まれた環境を活かし、親水性が高く連続性のあるオープンスペース

の形成等、水辺に顔を向けたまちづくりを目指します。 

辰巳広域核 ・オリンピック・パラリンピックのレガシーを活用し、連続したウォーカブル

な水辺空間を創出する等、スポーツの中心地として新たな伝統を育みます。 

新駅拠点 

（（仮称）枝川駅） 

・水辺に囲まれた環境を活かし、親水性が高く連続性のあるオープンスペース

の形成等、水辺に顔を向けたまちづくりを目指します。 

エ リ ア

ま ち づ

く り の

方向性 

豊洲四丁目エリア ・遊歩道や公園等のオープンスペースを活かし、連続した水辺ネットワークを

形成する等、回遊性の高いまちづくりを目指します。 

豊洲六丁目周辺エ

リア 

・豊洲ぐるり公園を活かし、他の臨海部につながる連続した水辺ネットワーク

形成する等、回遊性の高いまちづくりを目指します。 

潮見二丁目周辺エ

リア 

・旧渋沢邸や水辺に囲まれた立地等を活かし、オープンスペースを形成する等、

区内外から多くの人が訪れる魅力あるまちづくりを進めます。 

※みどりとの関連の深い拠点・エリアを抜粋 

（２）地区の方針 

◆開発等のまちづくりと合わせて、豊かな水辺を活かした新たなみどりを創出していくとともに、マンショ

ン等が多く立地していることから、ベランダ緑化等を推進し、地区のみどりに対する愛着の醸成を図って

いきます。 

◆土地利用転換や再開発等により整備された公園、道路、民有地のみどりについては、事業者等と連携し、

適切な維持管理を行っていきます。 

◆公園、水辺、東京 2020 大会会場等を有効活用するとともに、民間活力を導入することで、みどりを活用

したスポーツ・レクリエーション空間や連続したみどりのネットワーク等を形成し、交流やにぎわいの創

出を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりをみんなで生み出し・育み・活かす 

快適でにぎわいのあるまち 

南部地区（南部地区西・南部地区東）における取組方針図 

水辺と一体となった緑化を進めるとと
もに、潮風の散歩道を活かした健康づく
りを進めていきます。 

豊洲運河・東雲運河 

事業者が企画する
ウォーキング・ラン
ニングイベントや地
域と連携した豊洲水
彩まつり等、水辺を
活かしたにぎわいづ
くりを進めていきま
す。 

豊洲ぐるり公園 

新駅拠点 

（（仮称）枝川駅） 

豊洲市場広域核 

新たに ABINC ADVANCE 認定事業所の認
証を受けた潮見プロジェクトでは、事
業者と連携し、生物多様性に配慮した
取組を進めていきます。 
 

潮見プロジェクト 

南部地区東 

南部地区西 

青海広域核 

東京 2020 大会会場や観光施設等と周辺の水辺
空間を連携させ、広域的に人を呼び込む大規模
な空間を創出する等、スポーツ・レクリエーショ
ン等により魅力的なライフスタイルが楽しめる
まちづくりを進めていきます。 

凡例 

「江東区都市計画マスタープラン 2022」拠点の方針、エリアまちづくりの方向性 

豊洲四丁目 

エリア 

豊洲都市核 

有明都市核 

開放的な公開空地と公共空間が

一体となった良質な都市空間を

形成していきます。 

豊洲二・三丁目地内 

コミュニティガーデン活動との連携や

地域住民や事業者が企画する公園のイ

ベント開催等を通して、地域のコミュ

ニティづくりを支援していきます。 

豊洲公園・都立春海橋公園 

 
東京 2020 大会会場等を活用
し、連続したウォーカブルな
水辺空間を創出する等、ス
ポーツの中心地としての新
たな伝統を育みます。 

辰巳広域核・ 

都立辰巳の森海浜公園 

写真 

写真 

 
事業者とも連携しながら、農体
験の場の充実や学校教育と連携
した環境学習を進めていきま
す。 

都会の農園バーベキュー広場 

都立シンボルプロムナード公園 

  
環境学習の機
会づくりを積
極的に進めて
いきます。 

えこっくる 
江東 

潮見二丁目周辺エリア 

都立辰巳の森緑道公園 
辰巳区民農園 

潮見広域核 

豊洲六丁目エリア 

都立有明親水海浜公園 

整理中 
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７ 湾岸地区 

（１）地区特性 

① 地域概況 

令和 6年１月１日現在、人口は 5,750 人、人口密度は 5.1 人/ha です。 

東京湾、荒川に面しており、地区内には運河が縦横に流れています。また、東京 2020 大会の会場やごみ

の最終処分場を整備した都立夢の島公園、都立海の森公園、都立若洲海浜公園等のまとまったみどりが存

在しています。 

緑被率は 6地区中 1番目、緑視率は 2 番目となっています。 

〈湾岸地区のみどりの現状〉 

 江東区全域 湾岸地区 

緑被率 21.01％ 26.67％（6 地区中 1 番目） 

緑視率 17.2％ 21.3％（6 地区中 2 番目） 

公園 

（児童遊園を含む） 

か所数 298 か所 〇〇か所 

面積 515.1ha 〇〇ha 

ポケットエコスペース 54 か所 2 か所 

緑・自然の満足度 63.2％ 42.9％（7 人中 3 人） 

 

② 地区の将来的な動向（「江東区都市計画マスタープラン 2022」地区別まちづくり方針におけるみどりの位置付け） 

  みどりに関連する主な位置付け 

拠 点 の

方針 

新木場・夢

の島広域核 

・グリーンインフラの考え方から既存の水辺空間を活用し、親水性の高い連続性のあ

るオープンスペースの形成や舟運の活性化、貯木場として利用されていた水面の新

たな活用等、水辺を活かしたまちづくりを目指します。 

若洲交流拠

点 

・都立若洲海浜公園と都立海の森公園の連続性の活用や若洲公園での Park-PFI 導入、

スポーツ・レジャー施設の相互連携等の区内外から人を呼び込む新たな取組により、

一層のにぎわいや交流の創出を図ります。 

海の森交流

拠点 

・海の森では、都市近傍で豊かな自然を感じられるパークエリアを目指します。 

・海の森と一体となる中央防波堤埋立地では、人々が憩い、にぎわう新たな交流拠点

を目指し、豊かな緑に囲まれ、水を身近に感じられる生物多様性に富んだダイナミッ

クなパークゾーンの形成を誘導します。 

東雲広域核 ・豊洲等との交通ネットワークと東雲周辺の水辺を活かし、緑化空間の連続性を創出

する等、湾岸軸の形成に資する快適で交通利便性の高い都市づくりを目指します。 

エ リ ア

ま ち づ

く り の

方向性 

夢の島二・

三丁目周辺

エリア 

・大規模かつ様々な公園機能を有する都立夢の島公園と豊かな水辺を活用する等、あ

らゆる人がスポーツやレクリエーションを楽しみ、防災にも資するエリアの形成を

目指します。 

新木場駅周

辺エリア 

・住宅地と離れた立地を活かし、公園等で屋外レジャー機能を充実させる等、都心部

にいながら自然を感じられるまちづくりを目指します。 

若洲三丁目

周辺エリア 

・海の森等周辺のオリンピック・パラリンピックのレガシーや、スポーツ施設・レ

ジャー施設の集積を活用する等、大規模なスポーツイベントの開催や、多くの区民

がスポーツに親しめる拠点の形成を目指します。 

※みどりとの関連の深い拠点・エリアを抜粋 

（２）地区の方針 

◆大規模な公園、水辺、東京 2020 大会会場等を有効活用するとともに、民間活力を導入することで、みど

りを活用したスポーツ・レクリエーション空間、豊かな自然との触れ合いの場、連続したみどりのネット

ワーク等を形成し、交流やにぎわいの創出を図っていきます。 

◆土地利用の転換も進んでいることから、今後とも開発等のまちづくりと合わせ、地域の特徴を活かした新

たなみどりを創出していきます。 

東京湾を望む壮大なみどり活かし、 

スポーツ・レクリエーションによる交流とにぎわいのあるまち 

湾岸地区における取組方針図 

こどもたちを対象とした生きものの観察会等を実施
し、みどりに関する知識や関心を高めていきます。 

新砂干潟 

新木場・夢の島広域核 

東雲広域核 

丸八通りと塩浜通りをつなぐ、新たな道路の整備によ

り、連続性のある水とみどりのネットワークの形成を

進めていきます。 

新砂二・三丁目地区 

 
まとまったみどり
を有する都立夢の
島公園、都立夢の島
熱帯植物館、都立夢
の島緑道公園と豊
かな水辺を活用し、
スポーツやレクリ
エーションによる
交流やにぎわいづ
くりを進めていき
ます。 

都立夢の島公園等 

公園等で屋外レジャー機能を充実さ

せる等、都心部にいながら自然を感

じられるまちづくりを進めていきま

す。また、駅前広場は、事業者と連

携した植栽地の維持管理により、良

質な都市空間を形成していきます。 

新木場駅周辺 

東京ゲートブリッジや

水辺と緑を活用し、湾

岸軸を形成する新木

場・夢の島・海の森につ

いて、連続性のある景

観形成により魅力的な

拠点づくりを進めてい

きます。 

若洲交流拠点 

海から吹き抜ける「風の道」の大
きな拠点であるとともに、東京
2020 大会会場を活用し、カヌー、
ボート等の水辺のスポーツによ
る交流やにぎわいづくりを進め
て行きます。また、豊かなみどり
を身近に感じられる生物多様性
に富んだダイナミックなパーク
ゾーンの形成を誘導していきま
す。 

都立海の森公園 

海の森交流拠点 

凡例 

「江東区都市計画マスタープラン 2022」拠点の方針、エリアまちづくりの方向性 

写真 

写真 

水辺から飛来してくる生物
にとって貴重な生育環境で
あるため、地区の生物多様性
の保全に向けて東京都と情
報共有をしていきます。 

下水道局砂町水再生センター 

夢の島区民農園 

夢の島二・ 

三丁目周辺エリア 

新木場駅周辺エリア 

若洲三丁目周辺エリア 

都立新木場緑道公園 

整理中 
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計画実現に向けて 

第７章 
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第７章 計画実現に向けて 

１ 多様な主体の連携による推進 

本計画の実現に向けて、計画で示したみどりの考え方を区民・事業者・区で共有した上で、多様な

主体が連携した活動を進めていくことが重要です。 

今後とも、各主体が身近なみどりを自分のこととして捉え、維持管理や緑化等、できることを行っ

ていくとともに、多様な主体ができることをつなげていくことで、協働によるみどりの活動を活性

化させていきます。 

多様な主体の連携によりできる活動のイメージについて、基本方針別に以下に示します。 

 
 

 

●活動のイメージ 1 地域の生物多様性向上 

・ 企業は整備したビオトープを活動場所として提供し、ＮＰＯ

等の活動団体等が生物多様性に関するプログラムを実施する

等、区民が生きものに触れられる機会を通じて、地域の生物

多様性の向上を図ります。区はポケットエコスペースを維持

管理する活動を支援し、生きもの調査等の情報について発信

します。また、多様な主体による取組や成果等と整合、連携

を図りながら、生物多様性の保全に努めます。 

 

●活動のイメージ 2 水辺のにぎわいづくり 

・ 豊洲地区では、地元町会やＮＰＯ団体、大学、区等により構成され

る協議会により、水辺を活かしたにぎわいづくりが行われています。

協議会は地域が主体となったイベントの企画・運営や水辺を活かし

た社会実験の実施等を行います。区はイベント等への後援や活動の

支援を行います。 

 

 

 
●活動のイメージ 1 公園でのマルシェやイベントの実施 

・ 公園・緑地を舞台として、ＮＰＯ等の活動団体や区民はイベ

ントやマルシェ等の企画・運営を行い、事業者等はそのイベ

ント等に参加し、協賛します。区はイベント等への後援や公

園の利活用に関して柔軟に対応します。 

 

●活動のイメージ 2 農体験の場の拡充 

・ 貸農園を運営する企業の空き区画、区の区民農園、田んぼの

学校等の場所を活用することで、農に関連するＮＰＯ等の活

動団体や農への関心の強い区民が農体験イベント等の企画・

運営を行います。区は区民農園を提供するほか、活動に関す

る情報発信等を行います。 

 

2 みどりをより柔軟に使えるようにします 

1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 

江東区民まつり 

ポケットエコスペースでの活動 

豊洲水彩まつり ポスター 

夢の島区民農園 

◇在来種の保全 

◇⽣きもの調査 

◇外来種の駆除 

◇環境教育 
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●活動のイメージ 1 防災意識啓発イベント 

・ 公園や小中学校のグラウンド等を活用し、NPO 等の活動団体等の企画・運営により、区民だ

けでなく、地域の事業者との合同により防災意識啓発イベントが実施できます。区は防災

訓練を実施するとともに、活動の情報発信を行っていきます。 

●活動のイメージ 1 みどりの多様な機能を活用した環境対策 

・ 区民・事業者・ＮＰＯ・区等の多様な主体により、住宅、事業所、公共施設等での緑化やみ

どりの維持・保全に取り組むことで区内にグリーンインフラが整備され、みどりのもつ防

災・減災の機能が発揮されることにより、地球温暖化や暑熱環境の緩和、浸水被害の軽減

などが図られ、みどりを活用したまちづくりを推進していきます。 

 

●活動のイメージ 2 風の道の形成 

・ 海辺から南北方向の河川・運河の沿川や幹線道路沿道におけ

る街路樹の整備、区民や事業者による接道部の緑化により、

「風の道」の形成を推進します。区は緑化助成による支援を

はじめ、地域での活動に関する情報発信や先進事例に対して

顕彰等を行います。 

 
 
 

●活動のイメージ 1 生きもの調査 

・ 公園・緑地だけでなく、学校の敷地等を対象として、大学や小中学校・ＮＰＯ等の活動団

体との連携による生きもの調査、環境教育等を実施します。区はみどりに関する調査を実

施し、活動に関する情報発信等を行います。 

 

●活動のイメージ 2 地域のみどりの創出 

・ 区民による自宅のベランダや接道部の緑化、事業者による接

道部の緑化等により、一体的な緑地の充実を図ります。区は

みどりのコミュニティづくり講座を実施するとともに、緑化

助成等による支援やその活動に関する情報発信等を行ってい

きます。 

 
 

  

4 みどりをみんなで守り育て伝えます 

3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

風の道（荒川） 

ベランダガーデニング 
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２ 計画の進行管理 

当初計画では、CIG ビジョンに基づき、公募区民による｢CIG 区民サポーター会議｣と区を主体とし

た｢CIG 実現会議｣が連携して、みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現を目指してきました。 

後期の計画期間は、令和 11 年度までの 10 年間です。その間、本計画を着実に推進していくため

には、適宜、取組状況について把握し、評価・点検を行いながら、進捗状況や社会情勢の変化に応じ

て、柔軟に計画を見直していくことが重要です。 

そこで、CIG ビジョンの「CIG 実現会議」及び「CIG 区民サポーター会議」を統合し、区民・事業

者・区が連携・協働して、緑化施策全体の進捗管理と評価を行う「(仮称)みどりの基本計画推進会議」

を立ち上げます。 

本計画の策定後は、各主体による活動を進め、毎年度、(仮称)みどりの基本計画推進会議において

学識経験者等からの意見聴取等を行いながら、活動状況について評価・点検し、長期計画の見直し時

期にあわせて、計画の見直しを行います。 

前期では、毎年度、学識経験者、区民、事業者、ＮＰＯ、行政等、多様な主体が構成メンバーとな

った「江東区みどりの基本計画推進会議」を開催し、計画の進捗状況の評価・点検を行ってきました。

区は、「江東区みどりの基本計画推進会議」での評価結果等に基づき、新たな事業・既存事業の見直

しを行い、計画を着実に推進しています。 

 

 

 

  

本計画の進行管理体制 

江東区 

みどりの基本計画 

推進会議 

区 事業者 

区民 
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Plan
（計画）

Do
（実施）

Check
（点検）

Act
（改善）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

計画の進行管理のイメージ  

ステップ 主体 実施内容 

Plan 区 

・区が中心となり、区民や事業者からの意見等を反映し、みどりの

基本計画を策定します。 

・社会情勢の変化等を踏まえつつ、長期計画の改定に合わせた中間

改定や次期みどりの基本計画を策定します。 

Do 
区、区民、事

業者等 

・区民・事業者の活動を助成や情報発信等により推進します。 

・公共施設の緑化や維持管理等、区が主体となる施策・事業を実施

します。 

Check 

江東区 

みどりの基本

計画推進会議 

 

・毎年度、江東区みどりの基本計画推進会議を開催し、計画の進捗

状況について評価・点検します。 

・前年度の評価結果に基づき、新たな事業・既存事業の見直しにつ

いて提案します。 

・会議の内容・進捗状況に関する評価結果を区のホームページ等で

公表し、広く区民からの意見を募集します。 

Act 区 

・毎年度、（仮称）みどりの基本計画推進会議の評価結果及び区民

からの意見を踏まえて、次年度の施策（事業・活動）について見

直します。 

・長期計画の見直しにあわせて、毎年度の評価結果等を踏まえて、

中間改定に向けた計画全体の見直しを行います。 

区 

施策（事業・活動）及び 

計画の見直し 
みどりの基本計画の策定・ 

改定 

区 

施策（事業・活動）の評価・

点検 

江東区 

みどりの基本計画推進会議 

施策（事業・活動）の実施 

区、区民、事業者等 
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江東区みどりの基本計画（後期）計画施策一覧 
 
■ 基本方針 1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 
施
策
の

柱 

施
策 

主な事業 

事業期間 

担当部署等 前期 
令和 2～6 年度 

後期 
令和 7～11 年度 

1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり 

 1-1-1 みどりに彩られたまちをつくります 

  

 

水辺・潮風の散歩道整備事業 
推進 継続 

 
土木部河川公園課 

ＣＩＧ公共緑化推進事業 (屋上緑化・壁面緑化) 
 

 
推進 

 
継続 

教育委員会事務局
学校施設課 

総務部営繕課 

ＣＩＧ公共緑化推進事業 
（「風の道」緑化、河川護岸緑化） 

令和 4 年度 
まで休止   推進 

 

令和 9 年度まで継続 
土木部道路課 
(「風の道）緑化) 

  

河川護岸緑化は東京

都の護岸補強工事後
（令和 10 年度以降）
に実施 

土木部河川公園課 
（河川護岸緑化） 

1-1-2 生きものが増えるみどりのネットワークをつくります 

 

★（仮称）江東区生物多様性地域戦略策定事業 
策定 

 

策定・運用 

 
土木部管理課 

小学校改築事業 (ポケットエコスペースの整備) 
小学校の改築等と
あわせて整備 

 

継続 
 

 

教育委員会事務局
学校施設課 

 総務部営繕課  

みどりのまちなみづくり事業 (緑化指導) 
 

 

 

 
 

1-2 みどりを活かしたまちなみづくり 

 1-2-1 公共施設、民有地（区民・事業者）のみどりを増やします 

  

 

ＣＩＧ公共緑化推進事業 (屋上緑化・壁面緑化) 
施設の改築にあわ
せて推進 

 

継続 教育委員会事務局
学校施設課 

総務部営繕課 

ＣＩＧ公共緑化推進事業 (公園内接道緑化) 
令和 4 年度  推進 

まで休止 

継続 

 
土木部河川公園課 

ＣＩＧ公共緑化推進事業 (シンボルツリー整備) 
令和 4 年度  推進 
まで休止 

継続 
 

土木部道路課 
土木部河川公園課 

ＣＩＧ公共緑化推進事業 (地域特性緑化)  
令和 4 年度  推進 
まで休止 

令和 9 年度 
まで継続 

土木部河川公園課 

みどりのまちなみづくり事業 (緑化指導) 
推進 
 

継続 
 

土木部管理課 

みどりのまちなみづくり事業 (民間緑化顕彰制度) 
制度実施に向け検討 
 

制度検討・実施 
 

土木部管理課 

1-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります 

 

都市景観形成促進事業 
推進 
 

継続 
 

都市整備部都市計
画課 

みどりのまちなみづくり事業 
 (保護樹木・保護樹林の助成) 

推進 
 

継続 
 

土木部管理課 

街路樹等維持管理事業 
推進 
 

継続 
 

土木部施設保全課 

1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり 

 1-3-1 みどりでまちににぎわいをつくります 

  

 

みどりのまちなみづくり事業 

 (保護樹木・保護樹林の助成) 
   

ＣＩＧ民間緑化推進事業 (江東区みどり 100 景) 
制度実施に向け検討 

 

制度検討・実施 

 
土木部管理課 

1-3-2 スポーツに親しめる魅力あるまちをつくります 

 

スポーツを通じた魅力づくりの推進 
推進 
 

継続 
 

江東スポーツ施設
運営パートナーズ 

ＣＩＧ民間緑化推進事業 (おもてなし緑化) 
 

 
  

こうとう花いっぱい運動 
 

 
  

  

★ 新規に実施する事業等 
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■ 基本方針 2 みどりをより柔軟に使えるようにします 
施
策
の

柱 

施
策 

主な事業 

事業期間 

担当部署等 前期 
令和 2～6 年度 

後期 
令和 7～11 年度 

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり 

 2-1-1 地域や利用者に求められる公園をつくります 

 

 

公園・児童遊園整備事業 
公園・児童遊園改修事業 

推進 
 

継続 
 

土木部河川公園課 

公園・児童遊園・遊び場維持管理事業・ 
河川維持管理事業 

推進 
 

継続 
 

土木部施設保全課 

公園施設長寿命化計画策定事業 
事業実施に向け検討 
 

継続 
 

土木部河川公園課 

区民スポーツ普及振興事業 
 (スポーツイベントの開催) 

推進 
 

継続 
 

地域振興部スポー
ツ推進課 

民間による取組推進 

 

継続 

 
民間 

サード・プレイスとなる居場所づくり 
民間による取組推進 

 

継続 

 
民間 

健康増進事業 (ウォーキングマップの活用) 
推進 
 

 
 

健康部健康推進課 

2-1-2 みんなで魅力ある公園をつくります 

 

協働による公園管理運営の仕組みづくり 
民間による取組推進 

 

継続 

 
民間 

若洲公園整備事業 
（令和 4年度までは、公園等管理運営官民連携事業） 

 

 
 
 

工事（令和 9 年度リ

ニューアルオープン
予定） 
 

土木部河川公園課 

★江東区立公園内原っぱ整備事業 
 
 

 
土木部河川公園課 

マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及 
民間による取組推進 
 

継続 
 

民間 

地域による公園管理運営の仕組みづくり 
民間による取組推進 

 

継続 

 
民間 

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり 

 2-2-1 みどりを通してみんなが集まる場所をつくります 

  

 

ＣＩＧ民間緑化推進事業 

(みどりのコミュニティづくり講座) 

推進 

 

継続 

 
土木部管理課 

みどりのボランティア活動支援事業 
(コミュニティガーデン活動団体への支援) 

推進 
 

継続 
 

土木部管理課 

2-2-2 みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります 

 
苗圃及び区民農園維持管理事業 

推進 

 

継続 

 
土木部施設保全課 

みどりのボランティア活動支援事業 

(田んぼの学校運営助成) 

推進 

 

継続 

 
土木部施設保全課 

 

■ 基本方針 3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます 
施

策
の
柱 

施
策 

主な事業 

事業期間 

担当部署等 前期 

令和 2～6 年度 

後期 

令和 7～11 年度 

3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり 

 3-1-1 みどりで災害に強いまちをつくります 

  
不燃化特区推進事業、不燃化特区整備事業 

(オープンスペース整備) 

不燃化小規模空地の
取得とあわせ整備 
 

継続 
 
 

都市整備部安全都

市づくり課 

  
まちづくり事業と連携したオープンスペースの確保 

民間による取組推進 
 

継続 
 

民間 

  
みどりのまちなみづくり事業 (花壇等・屋上等助成) 

推進 
 

継続 
 

土木部管理課 

  
街路樹等維持管理事業 (街路樹の樹木健全度調査) 

推進 
 

継続 
 

土木部施設保全課 

  
船着場維持管理事業 (災害時における舟運の活用) 

推進 

 

継続 

 
土木部施設保全課 

  

対象公園・ 
民活手法 
検討 

事業者 
選定、 
設計 

整備・推進 

★ 新規に実施する事業等 
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施
策
の

柱 

施
策 

主な事業 

事業期間 

担当部署等 前期 
令和 2～6 年度 

後期 
令和 7～11 年度 

 3-1-2 身近な公園の防災機能を強化します 

  
公園改修事業 (公園施設の防災機能強化) 

推進 
 

継続 
 

土木部河川公園課 

  
危機管理訓練事業 (防災啓発の場としての公園活用) 

推進 

 

継続 

 
総務部防災課 

3-2 みどりが支える快適なまちづくり 

 3-2-1 みどりで快適なまちをつくります 

  
公園維持管理事業 (樹木維持管理) 

推進 

 

継続 

 
土木部施設保全課 

  
街路樹等維持管理事業 (街路樹維持管理) 

推進 
 

継続 
 

土木部施設保全課 

  
河川維持管理事業 (樹木維持管理) 

推進 
 

継続 
 

土木部施設保全課 

 3-2-2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくります 

  
環境学習情報館運営事業 (みどりのカーテン設置) 

推進 

 

継続 

 

環境清掃部温暖化

対策課 

  
水防対策事業 (雨水流出抑制の推進) 

推進 
 

継続 
 

土木部河川公園課 

 
■ 基本方針 4 みどりをみんなで守り育て伝えます 
施
策

の
柱 

施
策 

主な事業 

事業期間 

担当部署等 前期 

令和 2～6 年度 

後期 

令和 7～11 年度 

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり 

 4-1-1 みんなでみどりを守り育てます 

  自然とのつきあい事業 
 (ポケットエコスペース維持管理助成) 

推進 
 

継続 
 

土木部施設保全課 

  
企業のみどりに関する社会貢献活動 

民間による取組推進 

 

継続 

 
民間 

  
緑のリサイクル事業 (剪定枝等チップ化及び堆肥化) 

推進 

 

継続 

 
土木部施設保全課 

  
住宅団地のみどりの保全と創出 

民間による取組推進 
 

継続 
 

民間 

  みどりの基本計画進行管理事業 
 (みどりの基本計画推進会議) 

推進 
 

継続 
 

土木部管理課 

 4-1-2 次世代を担うみどりの人材を育てます 

  
ネイチャーリーダー講座 

推進 

 

継続 

 
土木部施設保全課 

  
エコ・リーダー養成事業 

推進 
 

継続 
 

環境清掃部温暖化
対策課 

  
江東エコキッズ 

推進 
 

継続 
 

環境清掃部温暖化
対策課 

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり 

 4-2-1 「みどりの中の都市(ＣＩＧ)」のことをもっと広めます 

  
ＣＩＧ民間緑化推進事業 (イベントの開催) 

推進 
 

継続 
 

土木部管理課 

  
ＣＩＧ民間緑化推進事業 (みどりの顕彰制度) 

制度実施に向け検討 
 

制度検討・実施 
 

土木部管理課 

 4-2-2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます 

  
環境学習情報館運営事業 (環境学習講座) 

推進 
 

継続 
 

環境清掃部温暖化
対策課 

  
庁舎維持管理事業（みどりのカーテン） 

推進 
 

継続 
 

総務部経理課 

  ＣＩＧ民間緑化推進事業 
 (緑被率調査・緑視率調査・みどりの実態調査) 

推進 
 

継続 
 

土木部管理課 

  

★ 新規に実施する事業等 
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■ みどりを守り育てる財源の確保 

主な事業 

事業期間 

担当部署等 前期 
令和 2～6 年度 

後期 
令和 7～11 年度 

みどりを守り育

てる財源の確保 

「江東区みどり・温暖化対策基金」の活用 
推進 
 

継続 
 

環境清掃部温暖化
対策課 

土木部管理課 

「こうとう伝統とみらいの応援寄付金」の活
用 

推進 
 

継続 
 

政策経営部財政課 

★「森林環境譲与税」の活用 
 
 

推進 ・・・ 

 

 

３ 国や東京都・周辺区との連携 

みどりの動脈として位置付けた河川や東京湾については、国や東京都が管理しています。そのた

め、管理主体である国や東京都と連携を図りながら緑化施策を進めていく必要があります。 

また、江東区は河川を挟んで、中央区、墨田区、江戸川区と隣接していることから、周辺区と連携

を図りながら水辺の活用等を進めていくことが重要です。 

そのため、本計画の趣旨について、国や東京都、周辺区に理解を求めるとともに、計画の着実な推

進に向けた連携を図っていきます。 

 

★ 新規に実施する事業等 


